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要旨 

 

高レベル放射性廃棄物の処分は、日本に限らず、原子力発電を行っている各国を悩ます社

会的な難題である。地層処分事業が順調に進められても、坑道閉鎖までは 100 年近くの時間

がかかると言われている。さらに、放射能が安全なレベルに低下するには、数千年から数十

万年という超長期の時間がかかり、この時間軸の長さからも、高レベル放射性廃棄物の最終

処分には特有の難しさがあることがわかる。 

日本においては、2000 年の最終処分法の制定により、高レベル放射性廃棄物の地層処分

が定められ、事業実施主体である原子力発電環境整備機構（NUMO）が設立された。NUMO

は、20 年程度かかる 3 段階の調査（文献調査・概要調査・精密調査）のうち、第１段階の

文献調査の対象自治体の公募を 2002 年から行っている。2011 年の福島第一原発事故後は、

高レベル放射性廃棄物の最終処分問題は社会的論点としてクローズアップされたという指

摘もある。一方、NUMO は、地層処分に関する全国での対話活動を重ね、コミュニケーシ

ョン活動を強化しているが、地層処分事業の文献調査に進展はなかった。 

しかし、2020 年 8 月、北海道寿都群寿都町が文献調査の受入れを検討していることが報

道された。また、同年 9 月には、北海道神恵内村商工会が村議会に対し、文献調査の受入れ

の請願を行なった。そして、2020 年 10 月 9 日、寿都町は文献調査応募書を国へ提出し、同

日、神恵内村は国からの文献調査申入れの受諾を表明した。これを受け、2020 年 11 月 17

日、経済産業省は NUMO に対し、寿都町と神恵内村での文献調査の事業認可をし、文献調

査が開始された。しかし、高レベル放射性廃棄物の最終処分をめぐる社会的関心は限定的で

あり、今のところ全国的な広がりは見られない。 

原子力発電事業を行っている各国は、高レベル放射性廃棄物の最終処分を地層処分とし

て進めようとしているが、多くの国において政策の進展は限定的である。 

こうした状況を踏まえ、良質な決定を導くことが期待される市民参加の必要性を明らか

にする新たな高レベル放射性廃棄物管理政策の社会科学的研究も行われている。しかし、日

本においては、こうした社会科学的な研究は十分とはいえない。 

本研究は、高レベル放射性廃棄物管理の問題を市民と共に考えることで、現行政策の課題

を抽出することを目的として、高レベル放射性廃棄物管理政策を社会的受容性論の視点か

ら市民と専門家との会議を開催した。そして、市民の地層処分政策の政策選好に関連する社

会的受容性要因を評価分析した。 
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本研究の分析視点となる社会的受容性（social acceptance）論の研究は、近年、再生可能エ

ネルギー分野を中心に重要性が増している。社会的受容性論の研究のはじまりは、原子力発

電所の立地拡大をする時期に、専門家から市民へ、原子力リスクに関する知識を啓蒙・普及

することを目的とした社会的受容性論であった。その後、風力発電所などの立地研究におい

て、新たな技術システムの専門家と地域社会との協働的な社会的受容性論へと発展してき

ている。今日では、社会的受容性論を検討することは、政策や事業を市民社会が受容するに

はどのような方法を設計すべきか、という問題提起を可能にするものであるとの指摘がさ

れている（Wolsink 2018）。 

本研究では、「市民は現行の高レベル放射性廃棄物管理政策をどのように評価するのかと

いうことを、社会的受容性 4 要因から分析し、市民の社会的受容性要因を明らかにする」と

いう研究課題を設定した。そして、高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性を、4 つ

の受容性要因（技術・制度・市場・地域）から構成し、政策を評価する概念であると定義し、

研究課題の検証を行った。 

検証の方法としては、3 回の市民会議を実践し、データ収集に質問票を用いた。質問票は、

本研究の分析枠組みとなる社会的受容性 4 要因である技術・制度・市場・地域に加え、高レ

ベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性に関連する信頼・世代間公平性・原子力政策とい

う 3 つの項目より構成した。市民会議は、社会科学におけるデータ収集法として開発され、

質問票調査など他の方法と一緒に用いられることもあるフォーカス・グループ（focus group）

手法と日本における類似の既往研究を参考に設計した。 

市民会議の参加者選定は、先行研究で示されている市民参加要件を考慮し、構成が偏向し

ないよう、居住地域：都市（首都圏）と地方（福島）、世代バランス（3 世代：18-29 歳、30-

59 歳、60 歳以上）、ジェンダーという基準により選定した。地層処分を説明する専門家の構

成は、地層処分に推進・慎重・中立という 3 つの立場を考慮し、意見の二項対立を避けると

いう方式を採用したが、この点は既往研究にはない本研究の新規性と言える。また、市民会

議の対話形式は、リスクコミュニケーション研究や科学技術社会論を踏まえ、本研究では、

①一方向型、②双方向型、③参加型（市民主体の議論）という 3 つの形式の市民会議を実施

した。 

分析では、まず、「市民が高レベル放射性廃棄物管理政策の評価をするときに、社会的受

容性 4 要因（技術・制度・市場・地域）は、どのように関係し、また、それらは変化をする

のか」という課題を検証し、3 回の市民会議別の比較分析を行った。次に、「市民が高レベ

ル放射性廃棄物管理政策の評価をするときに、市民の間における評価や変化の違いを社会
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的受容性４要因（技術・制度・市場・地域）から明らかにする」という課題を検証するため、

3 回の市民会議を一つのプロセスとして把握し、個々の市民の変化に着目し、分析を行った。 

その結果、2 回の双方向型市民会議では、地層処分の政策選好の変化が多く、その評価が

肯定的に変化することが示され、参加市民の地層処分政策の選好において、技術的要因と制

度的要因が高い相関性があることが示めされた。さらに、3 回の市民会議の前後におけるア

ンケート票調査という 6 時点における市民の地層処分政策の選好変化と選好判断に関係す

る社会的受容性要因の分析により、3 つの政策選好の傾向を示す市民グループが摘出された。

同じ政策選好傾向を示しながらも、政策判断に関係する社会的受容性要因は一様ではない

が、政策選好判断に社会的受容性 4 要因の相関性が示され、特に技術的要因と制度的要因と

の関係性が強いことが示された。 

本研究では、市民の高レベル放射性廃棄物の地層処分政策の社会的受容性要因を検討し、

市民の政策判断において社会的受容性アプローチによる要因分析が有効であるという解釈

ができた。そして、社会的受容性の 4 要因の中でも、技術的要因と制度的要因が市民の政策

選好の判断に関係が強いことが明らかにされた。この結果は、高レベル放射性廃棄物の地層

処分政策の社会的議論において、NUMO などが行なってきた技術的安全性を中心とした理

解増進というコミュニケーション活動では、地層処分政策に対する市民の社会的受容性の

醸成が困難なことを示唆している。本研究の結果から、高レベル放射性廃棄物の地層処分政

策の社会的受容性を醸成するには、地層処分の技術や地質の安全性などの技術的側面と、市

民参加や政府・実施機関の説明責任などの制度的要因をはじめとした社会的側面を統合し

たアジェンダ設定の重要性が示された。 

社会的受容性論は、技術的安全性の理解増進を主眼とする社会的受容性アプローチから、

地域社会のステークホルダーとの協働的で能動的な社会的受容性アプローチへと転換して

きた。また、放射性廃棄物管理政策の社会科学的研究においても、技術的安全性だけでなく、

政策プロセスへの市民参加などの制度改革が必要なことが指摘されている。日本における

2000 年の最終処分法の策定プロセスにおいては、市民参加の仕組みはなかった。現在、北

海道で文献調査が始動し、対象地域における住民対話が試みられているが、幅広い市民が能

動的に参加する仕組みは整備されいない。 

本研究の結果より、市民が地層処分政策をどのような社会的受容性要因で選好するのか

を具体的に明示したことは、学術的に大きな意義がある。さらに、今後、日本では本格的に

文献調査が展開され、対象地域の地元住民との対話も行われることから、本研究は今後の住

民対話の設計にも資するものである。 
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なお、本研究の限界や課題も残っている。まず、社会的受容性４要因（技術・制度・市場・

地域）によって分析したが、地域的要因には限界が示された。また、市民会議の対話形式の

順序の設定や専門家の構成に関しても、さらなる研究の積み重ねが必要である。今後もさら

に研究を発展させるには、社会的受容性要因間の関係分析や構造分析という研究課題も考

えられる。今後も持続して高レベル放射性廃棄物管理政策に対する社会的受容性アプロー

チの研究を行いたい。  
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第１章 序論 

 

１．１ はじめに 

 

2011 年 3 月 11 日、東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故（以降、福島第一原発事

故）が発災し、自然の脅威と科学技術の限界が露呈された。福島第一原発事故は、現代社会

を生きる私たちに多くの問いかけをすることとなった。その問いかけの一つに、科学と社会

のあり方があると考えられる。科学技術は社会を構成する私たち一人一人の生活に利便性

をもたらすが、それはリスクや安全と直結し影響を与える。福島第一原発事故により、私た

ちは、それを経験した。 

科学技術に関わる社会的な問題は、直接あるいは間接的に私たちの暮らしに影響を与え

ることから、民主主義社会において、市民一人一人の問題と捉えることができると考えられ

る（藤垣 2004）。しかしながら、市民は、科学技術をめぐる議論の場から排除されてきたと

いわれる（中村 2008b）。そのような中、2000年2月に『科学と社会（Science and Society）』

という報告書が、英国議会上院科学技術委員会から発表され、科学技術をめぐる政策のプロ

セスにおいて、市民が関与するような仕組みを組み込む必要性が強調されている（Irwin 2006，

中村 2008a）。さらに、多様な人々の参加による視点の多元性（plurality）は、良質な決定を

導くという指摘もされている（Williams 2000）。 

科学技術のリスクをめぐる課題の解決には、多様な市民1の参加が求められているのであ

る。 

 

１．２ 高レベル放射性廃棄物をめぐる問題 

 

今日、科学技術のリスクをめぐる課題は、医療、食品、環境など多様な分野にある。その

 
1 「市民」の定義については、環境社会学論や科学技術社会論において議論がある。 環境

社会学論では、「住民」との対比において、定義をすることもある。例えば、「利害当事者

としての住民と良心的構成員としての市民」（長谷川 1993）と区別する場合もある。また、

科学技術社会論においては、専門家と非専門家という対比において、「専門分野の専門知識

や技能を有しない市民」ということで、市民を非専門家とする（平川 2002）。本研究にお

ける「市民」は、高レベル放射性廃棄物管理政策での利害当事者でない、また、高レベル放

射性廃棄物や地層処分に関する専門知を有しない一般市民と定義できる。しかしながら、学

術研究者や専門家も市民であることから、「市民」は社会構成員の意に近いものと考える。 
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中でも、技術的にも政策的にも難解とされるのは、原子力発電である。原子力発電をめぐり

様々な難しい問題があるが、各国に共通する最大の難題は、発電後の使用済み核燃料、高レ

ベル放射性廃棄物をどう扱うかである（長谷川 2017）。 

原子力発電では、核燃料に使うウランの採鉱から核燃料加工、発電、再処理、そして、発

電所や核燃料施設の閉鎖に至るまでのあらゆる工程で、放射性廃棄物が発生する（藤村 

2007）。表１－１に、日本における放射性廃棄物の分類を示すが、日本では、高レベル放射

性廃棄物以外は、低レベル放射性廃棄物に区分されている。ただし、2007 年の法改正によ

り、低レベル放射性廃棄物である TRU 廃棄物2も、高レベル放射性廃棄物と同じ処分方法

の対象に加えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の原子力政策では、いわゆる核燃料サイクルを採用している。核燃料サイクルとは、

原子力発電後に発生する使用済み核燃料を廃棄物として扱わず、プルトニウムやウランを

抽出する再処理を行い、燃料として再利用をすることである。 

その再処理工程で発生する、高レベルの放射性廃液にガラスを溶かし固化したもの（ガラ

ス固化体）を、高レベル放射性廃棄物（High-level radioactive waste）としている。その発生

プロセスの概要を、図１－１に示す。なお、高レベル放射性廃棄物や地層処分の対象の放射

 
2 TRU 廃棄物（Trans-Uranic waste：長半減期低発熱放射性廃棄物）は、再処理施設や MOX 

燃料加工施設などから発生する長半減期の超ウラン元素（ウランより大きな原子番号を持

つ元素）を含む廃棄物のことである。諸外国では、フランスやスイスでは、日本と同じく、

TRU 廃棄物を地層処分対象としている（経済産業省資源エネルギー庁 2019）。 

発生源

放射能レベルの
極めて低い廃棄物

放射能レベルの
比較的低い廃棄物

放射能レベルの
比較的高い廃棄物

ウラン濃縮・
燃料加工施設

MOX燃料加工
施設

再処理施設
高レベル放射性廃棄物

原子力発電所

超ウラン核種を含む
放射性廃棄物
（TRU廃棄物）

廃棄物の種類

発
電
所
廃
棄
物

ウラン廃棄物

低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物

表１－１ 日本での放射性廃棄物の分類 

出所: 経済産業省資源エネルギー庁（2015)より作成 
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性廃棄物については、諸外国により区分と方法に違いがある3。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル放射性廃棄物は、①高い放射線レベル、②発熱量が大きい、③毒性が強い4、④

寿命が長い、⑤雑多な放射性元素を含む5、ということからその取扱いが非常に難しい（長

谷川 2017）。高レベル放射性廃棄物の処分については、米国アカデミーにより 1957 年に地

層処分の概念が示され、日本では、1960 年代から検討がはじめられる。ただし、日本は欧

米の国々とは違い地震が多いことから、1970 年代前半までは、政府や原子力委員会も地下

埋設には消極的であった（藤村 2007）。しかしながら、人間や生物の生活環境から長期にわ

たり隔離することが求められることから、1976 年に、安全かつ不確実性の少ない方法であ

る地層処分に重点を置く方針を決め、1984 年に、地層処分が基本方針とされる。その後、

高レベル放射性廃棄物の処分について、2000 年に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する

法律」（最終処分法）が制定される。この最終処分法により、ガラス固化体の高レベル放射

性廃棄物を 300m 以深の地層中に処分する、いわゆる、地層処分が定められている。 

 
3 例えば、正式認可を得て地層処分施設の建設に着工しているフィンランドでは、使用済核

燃料を高レベル放射性廃棄物としている。使用済燃料は、金属製のキャニスタに入れ、地下

400～450m の深さに設置する計画である。ドイツは、発熱量で放射性廃棄物を分けている。

高レベル放射性廃棄物に相当するのは、発熱性放射性廃棄物と呼ばれ、地層処分対象となる。

ドイツでは 2002 年に原子力法改正がされ、それ以前に海外に委託し再処理されたガラス固

化体と、それ以降の直接処分する使用済燃料の両方がある（経済産業省資源エネルギー庁 

2019）。 
4 7 Sv の放射線を浴びると 100%の人が死亡すると言われ、製造直後のガラス固化体からは

1 時間あたり 500 Sv の放射線が出ることから 20 秒弱で 7 Sv の放射線を浴びることとなる。 
5 使用済み核燃料には、非核分裂性のウラン 238, 核分裂性ウラン 235, ウランの一部が変化

して生まれたプルトニウムが含まれる。プルトニウムの半減期は、約 2 万 4000 年であり、

高レベル放射性廃棄物は、10 万年程度生活圏から隔離する必要があると言われる。 

出所: 経済産業省資源エネルギー庁（2015)より作成 

図１－１ 日本での高レベル放射性廃棄物の発生プロセス 
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ガラス固化体は、地層処分に適した発熱量に低下するまでの 30～50 年間は、暫定的に地

上貯蔵され、その後、地層処分するとされている。また、処分地は、2000 年の最終処分法に

より、日本国内の一カ所において、ガラス固化体 4 万本程度を処分するという計画である。

現在、25,000 本相当の高レベル放射性廃棄物がすでに発生している、といわれている（経済

産業省資源エネルギー庁 2014, 2019）。 

地層処分の事業については、調査から処分場閉鎖までが順調に進められても、閉鎖するま

でに 100 年近くの時間がかかるとされている。そのうえ、放射能が人間社会や環境にとって

安全なレベルに低下するには、数千年から数十万年という超長期の時間（核種により数十億

年）がかかるといわれる。この超長期にわたる時間軸の長さ、そして、その時間軸から実証

が困難なことから、高レベル放射性廃棄物の処分には、特異な難しさがあるといわれる（寿

楽 2013）。 

 

１．３ 日本における高レベル放射性廃棄物管理政策 

 

高レベル放射性廃棄物の処分については、2000 年に最終処分法が制定されたことを述べ

たが、表１－２に、日本における高レベル放射性廃棄物に関する経緯を示す。 

前節で、日本では、高レベル放射性廃棄物の処分をめぐり、技術的な検討が 1970 年代か

ら始められ、1984 年に、地層処分が基本方針とされたことを述べた。2000 年に最終処分法

が制定されるが、それ以前に、処分地選定をめぐる動きがあった。中曽根政権下の 1985 年

に、業界誌が処分地に関する報道をしている6。報道の内容は、既に政府・産業界の関係者

の合意を得て、高レベル放射性廃棄物の処分地を岡山県新見市近郊の哲多地区にするとい

うものであった。その報道により、該当地域の町民による反対の署名活動が起こり、町長提

案で「放射性核廃棄物の持ち込み拒否宣言」が議会で採択され、報道内容が実施されること

には至らなかったった（廣本 1990, 平岡 2006）。 

この岡山の事例は、1970 年代に、米国のライオンズ（カンザス州）において処分計画が

廃案となった事例（安 2013，Solomon et al. 2010）に類似している。2 つの事例は、政府が、

住民への説明をすることなく処分地選定の計画を進めるという、手続きの不透明さに住民

が反発をしている。この米国の事例を契機に、欧米では、高レベル放射性廃棄物管理をめぐ

るテーマとして、手続きの公正さや市民参加のプロセスが議論されていった（Kasperson et 

 
6「高レベルは岡山県・哲多に 政府・産業界首脳、建設は腹固める」『エネルギー動静』（1985

年 6 月 28 日 No.301）。 
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al. 1980，Solomon et al. 2010）。しかしながら、当時の日本においては、その背景に、原子力

の商業利用推進が影響していたということも推察でき、高レベル放射性廃棄物をめぐって

は、自然科学の研究が中心であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、原子力委員会の高レベル放射性廃棄物処分懇談会（処分懇談会）が、法律、経済、

メディア、労働界など幅広い分野の有識者から構成され、1998 年 5 月に、報告書を作成す

る。処分懇談会の報告書は、当時としては画期的であった主要都市での意見交換会や報告書

草案に対する国民の意見募集などが行われた（河田 2010，菅原・寿楽 2010）。処分懇談会

は報告書において、諸外国に比べて 10 年ないし 20 年あまりの遅れがあるということを認

識し、透明性のある制度を確立し、責任体制を明らかにすることを指摘している。体制が確

立されることにより、処分事業に対し国民の理解が得られるとしている。そして、そのため

には、国民各層で処分問題を議論し、一人ひとりが自らの問題であるという意識を持つこと

年 出来事／報告 内容 海外の主な動き

1963年10月 動力試験炉JPDR（日本原子力研究所・茨城県東海村） 日本初の原子炉での発電成功

1976年10月 原子力委員会報告 「放射性廃棄物対策について」地層処分
研究開始

1984年8月 原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会報告 「処理処分方策（中間報告）」地層処分
を基本方針

1985年6月 高レベル放射性廃棄物の処分サイトに関する報道 岡山県新見市近郊哲多地区で関係者合意と
報道（ 『エネルギー動静』No.301 1985年6月
28日付）

1979年3月 米国スリーマイル

島 (TMI) 原子力発電所事故

1992年9月 動燃事業団（現JAEA) 高レベル放射性廃棄物地層処分研

究開発の技術報告書（第１次取りまとめ）

地層処分の技術的可能性 1986年4月 ソ連チェルノブイリ

原子力発電所事故

1998年5月 原子力委員会高レベル放射性廃棄物処分懇談会報告 高レベル放射性廃棄物処分に向けての基
本的考え方

1999年3月 総合エネルギー調査会原子力部会報告 高レベル放射性廃棄物処分事業の制度化
のあり方

1999年11月 核燃料サイクル開発機構（現JAEA) ⾼レベル放射性廃棄

物地層処分研究開発の技術報告書（第2次取りまとめ）

地層処分の技術的信頼性

2000年5月 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 「最終処分法」法制化

2000年10月 原子力発電環境整備機構（NUMO)設立 実施主体の設立

2002年12月 NUMO「最終処分施設の設置可能性を調査する区域」の

公募開始
2007年1月 高知県東洋町応募書類提出 2007年4月 取り下げ

2007年6月 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の改正
TRU廃棄物を地層処分対象とする、積み

立て金額の変更
2010年9月 原子力委員会より日本学術会議に審議依頼 提言とりまとめの依頼

2011年3月 東日本大震災・福島第１原子力発電所事故

2012年9月 日本学術会議　回答　高レベル放射性廃棄物処分につい
て

社会的合意欠如での合意形成など、政策
の抜本的見直しの必要性

2013年 原子力小委員会「放射性廃棄物WG」（5月）「地層処分

技術WG」（10月）設置

抜本的な見直し議論開始

2015年4月 日本学術会議「高レベル放射性廃棄物の処分に関する政
策提言」

国民的合意形成に向けた暫定保管 2015年 フィンランド政府は

使用済燃料処分場の建設許
可

2015年5月 特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針（最終処
分基本方針）の改定

可逆性・回収可能性の担保，国が科学的
有望地を提示など

2017年7月 経済産業省　「科学的特性マップ」公表

2020年11月 経済産業省がNUMOに文献調査を認可
全国で初めてとなる文献調査（北海道寿都
町、神恵内村）が認可される

1977年 OECD/NEA報告書 地

層に閉じ込めることが最も
進歩した解決方法であると
結論

2011年 スウェーデンが処分

施設の建設許可を国に申請

2012年 フィンランドが処分

施設の建設許可を国に申請

2016年 フィンランド 実施主

体（ポシヴァ社）が処分場
の建設開始

1957年9月 米国科学アカデ

ミー会議が地層処分の概念
を提示

1957 年9月29日 ソ連 ウラル

核惨事

1995年 OECD/NEA報告書　現

世代の責任で地層処分を実
施することは最も好ましい
と結論

出所: 経済産業省資源エネルギー庁（2015）などより作成 

表１－２ 日本での放射性廃棄物に関する経緯 
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が望まれるとしている。 

この処分懇談会の報告書の提言を踏まえ、2000 年 6 月に「特定放射性廃棄物の最終処分

に関する法律」（最終処分法）が成立する。しかしながら、最終処分法は、法案提出から成

立までおよそ 2 カ月半という非常に短い法審議によるものであり、求められていた国民各

層での議論は行われなった。委員会審議は、衆参両院をあわせて 9 日間であり、本会議での

質疑は両院ともに 1 日というきわめて短い期間で成立されている。立法されたことにより、

高レベル放射性廃棄物の処分政策が、民主的な手続きを経たとみなすこともできる。しかし

ながら、国会においても、国民レベルでも十分な議論は行われずに、法案は成立されている。

それゆえ、公論喚起は不十分であり、社会的アジェンダ設定の機会を逃したという指摘がさ

れている（菅原・寿楽 2010）。 

2000年の最終処分法の制定により、高レベル放射性廃棄物を300m以深に処分する地層処

分が定められ、処分費用確保のための拠出金の制度、実施主体の設立、そして、処分地選定

は文献調査・概要調査・精密調査の3段階の調査を経て選定することが決められた。同年、

地層処分を進める実施主体である原子力発電環境整備機構（Nuclear Waste Management 

Organization of Japan: NUMO）が、設立される。このNUMOの名称をめぐっては、英名にあ

る「放射性廃棄物」という言葉が和名に含まれないことから、放射性廃棄物問題を正面から

取り組むという姿勢に欠けるという指摘もされている（藤村 2007）。 

最終処分法により、3段階の立地調査（文献調査・概要調査・精密調査）が定められ、NUMO

は、立地調査には20年程度かかると想定している。そして、2002年から、第１段階である最

終処分施設立地の文献調査の対象自治体の公募を行っている。公募は、開始後の4年間に、

10ケ所前後の自治体が応募の検討をしたと報道されたが、応募には至らなかった（菅原・寿

楽 2010）。文献調査に応募した自治体には、電源三法交付金制度により、単年度2.1億円が

交付される予定であったが、応募する自治体がなかったことから、交付金は単年度10億円に

増額されている。 

最終処分法で定められている選定のプロセスは、第１段階の「文献調査」（2 年程度）は、

明らかに適性の低い場所を回避し、対象範囲を決めることを目的として、文献等の収集と調

査が行われる。そして、電源三法交付金制度により、文献調査が開始されれば単年度 10 億

円、期間内限度 20 億円が交付金として交付される。第 2 段階の「概要調査」（4 年程度）は、

安全性が確保できる場所のあることの見通しを得ることを目的として、ボーリング等の実

地調査が行われる。文献調査と同様に、概要調査地区に選ばれた場合、調査に際し単年度 20

億円、期間内限度 70 億円が交付される。第 3 段階の「精密調査」（14 年程度）は、安全性

が確保される場所であることを確認するために、地下深部の調査施設で直接調査が行われ



8 

る。精密調査における交付金額は定められておらず、今後、制度化されることとなっている。 

しかしながら、電源三法交付金のほかに、処分地には固定資産税収が見込まれており、稼

働が確定となれば創業前に税収が確保される。この場合、合計が約 1600 億円といわれる。

さらに、処分場建設と操業に伴う直接経済効果や雇用創出効果も見込まれ、経済効果は累計

額でおよそ 2.4 兆円に達すると試算されている（松田 2014）。処分地選定から、操業、閉鎖、

閉鎖後の管理などを含めると 100 年以上に及ぶ大事業である。このような大規模で安定収

入が見込まれる事業は、財源が切迫し、基幹産業のない自治体には、強力なインセンティブ

となるのである（浜田 2014, 菅原・寿楽 2010）。 

そして、2007 年 1 月に、高知県の東洋町が正式に応募を行うが、地元で激しい反対運動

が起き、リコールによる出直し選挙が行われる。その結果、反対派の候補が町長に当選し、

3 ヵ月後に文献調査の応募を撤回することとなる（菅原・寿楽 2010）。この事例は、日本に

おける高レベル放射性廃棄物管理政策における制度の問題を露呈し、研究も活発に行われ

るようになる（浜田 2014, 西郷ほか 2010, 菅原・寿楽 2010）。 

最終処分法は、公募制と 3 段階の調査という公的な選定プロセスであり、従来の原子力発

電所立地に比べると、透明性の高い制度とされる。ところが、東洋町の事例は、自治体首長

の恣意的な決断が住民に告知されることなく、合意形成を迂回する可能性もあり、地方自治

や民主主義を形骸化する危険性のあることを示した（浜田 2014）。推進主体の制度設計の意

図と応募を検討する関係者の制度への認識にギャップがあったという指摘もされている

（菅原・寿楽 2010）。最終処分法では、「調査地区の選定で、都道府県知事や市町村長の意

見を聞き、これを十分に尊重しなければならない」と規定されている。しかしながら「地域

の意見を尊重する」という表現が抽象的なことから、東洋町では、拒否権の行使の捉え方に

ついて、反対する住民や地元紙が批判的な認識をしたことが、リコール選挙に影響したと言

われる（浜田 2014）。それに関連し、最終処分法では、都道府県首長と市区町村首長のどち

らが重視されるのかということが曖昧であり、また、当該地区町村首長と広域自治体首長の

意思が異なることも予想される。実際に、当時の高知県知事は、応募に反対を示し、そして、

町長のみの判断で応募できるのは制度の欠陥だという指摘をしている（浜田 2014）。 

また、交付金をめぐっては、日本では、第 1 段階の文献調査において交付され、その使途

が公共事業や地域活性化事業が対象となっている。これは、交付金が経済的な誘因と捉えら

れることから、非民主的な側面が示され、制度の欠陥と考えられる（浜田 2014，菅原・寿

楽 2010）。 

高知県東洋町の文献調査応募取り下げを経験し、2010 年に、原子力委員会は、日本学術

会議に審議依頼をしている。日本学術会議は、福島第一原発事故後の 2012 年に「回答」を
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行っているが、その「回答」は、福島第一原発事故が、大きなインパクトを与えたといわれ、

高レベル放射性廃棄物問題が社会的関心を高めたと指摘されている（寿楽 2013）。その一方

で、福島第一原発事故を踏まえながら出された「回答」は、既に、欧米諸国で指摘・議論さ

れ、部分的には経験もされた新味のないものである、という冷ややかな指摘もされている

（安 2013）。そして、福島第一原発事故を活かすとすれば、2000 年の最終処分法の制度を

再考することであるとしている。この「新味のない回答」となってしまった背景には、応募

する自治体がない状況は、社会や制度の問題であるにもかかわらず、打開する方策を、人文・

社会科学を含めた拡大した専門家で検討してこなかったことが指摘される（安 2013）。 

実際には、この「回答」後に、経済産業省エネルギー資源庁は、放射性廃棄物ワーキング

グループ（放射性廃棄物WG）を設置し（2013年5月）、抜本的な見直しに向けた議論を始め

ている。放射性廃棄物WGでは、政策の見直しの中でも、透明性や説明責任を重視し、社会

の信頼の重要性の認識と現状に対する反省などが、繰り返し検討されていた（寿楽 2017）。

そのような中、第6回の放射性廃棄物WGの会合を重ねていた2013年12月に、「最終処分関係

閣僚会議」が設置され、閣僚会議により唐突に科学的有望地が政策化される（寿楽 2017）。

この会議体が設置されることは、放射性廃棄物WGには知らされていなかったとし、放射性

廃棄物WGの委員の一人であった寿楽（2017）は、高レベル放射性廃棄物処分問題が立地問

題にされることに大きな問題があるとし、有望地による政策見直しは真逆の展開であると

批判している。しかしながら、政府は、2015年5月、最終処分法に基づく基本方針の改定（閣

議決定）を行い、科学的適性が高いと考えられる地域（科学的有望地）7を提示する。そし

て、自治体に対して申入れを行うなどの内容を盛り込み、国が前面に立って取り組むという

方針に改めた。 

高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針の抜本的な見直しにより、NUMOは、

地層処分に関する全国での対話活動を重ね、コミュニケーション活動を強化していた。それ

にもかかわらず、応募する自治体はなく、地層処分事業の3段階の調査の第1段階である文献

調査は進でいなかった。そのような中、2020年夏以降、北海道の２つの自治体（寿都群寿都

町、古宇郡神恵内村）が文献調査への検討をはじめ、地層処分事業が進展し始める8。2020

 
7 その後、地層処分技術ワーキンググループが、地域の科学的特性を提示するための要件・

基準を取りまとめ（2017 年 4 月）、経済産業省が「科学的特性マップ」を公表している（2017

年 7 月）。 
8 2020 年 8 月 13 日に北海道寿都群寿都町が高レベル放射性廃棄物地層処分の立地調査の第

１段階である「文献調査」の受け入れ検討をしていると報道され、非公開で住民説明会も実

施した。また、寿都町に続き、2020 年 9 月 11 日に北海道古宇郡神恵内村の商工会が誘致を

めざし村議会に請願を出したことが報道される。両自治体とも、人口減で低迷する地元経済
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年10月9日に、寿都町は文献調査応募書を国へ提出し、同日、神恵内村は国からの文献調査

申入れの受諾表明を行っている。そして、2020年11月、経済産業省は正式にNUMOに対し、

北海道の寿都町と神恵内村での文献調査の認可をしている。これは、2007年に取り下げをし

た東洋町以来の文献調査の正式認可である。しかしながら、関心は限定的であり9、今のと

ころ全国的な広がりは見られない。 

 

１．４ 研究の目的 

 

高レベル放射性廃棄物については、最終処分法が制定され、最終処分事業の 3 段階の調査

の第１段階である文献調査が、北海道の 2 つの自治体（寿都群寿都町、古宇郡神恵内村）で

認可されながら、日本における関心は限定的であり、関心は全国には広がっていない。その

背景には、前述した、市民が科学技術をめぐる議論の場から排除されてきたという指摘の影

響も考えられる。その一方で、放射性廃棄物の処分問題について、後始末の難しい放射性廃

棄物が発生するということを、市民が感じないようにしてきのではないか、という政策の影

響も指摘されている（藤村 2007）。 

これらの指摘を踏まえながらも、文献調査に応募をした高知県東洋町の田嶋元町長は、リ

コール選挙後の座談会において（2008 年 11 月）「われわれは電力の恩恵を受けているが、

四国をはじめ全国のみなさんは無関心すぎたのではないか」、と語っている10。元町長は、

原子力発電することで高レベル放射性廃棄物が発生し、その処分が問題となっているとい

うことに電気を使ってきた国民一人一人が関心を持ち、そして、全国に浸透することを切望

している。北海道の 2 つの町村で文献調査が本格的に始まろうとしているが、地元の関心は

高いが全国的な関心には至っておらず、東洋町の応募時と同じ状況と考えられる。この状況

は、高レベル放射性廃棄物管理政策が日本社会に浸透していないことが示されており、寿楽

（2016）が懸念する高レベル放射性廃棄物の問題を立地問題としてしまう懸念が示唆され

る。 

そこで本研究は、高レベル放射性廃棄物管理政策の問題を市民と考えることで、政策の課

題を抽出することを目的とする。 

 

の立て直しが動機とされる。 
9 北海道では関連の報道を多数確認できる。北海道新聞電子版（閲覧：2020 年 11 月 10 日～

20 日) https://www.hokkaido-np.co.jp/tags/n_nuclear_waste 
10 「座談会 東洋町の教訓は何か？高レベル放射性廃棄物処分を考える」『月刊エネルギー

フォーラム』2008 年 11 月，pp. 72-28, 株式会社エネルギーフォーラム． 
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高レベル放射性廃棄物処分問題は、日本に限らず、各国を悩ます今日の問題である。従っ

て、高レベル放射性廃棄物管理政策について、なぜ社会に受け入れることが困難なのかとい

う、市民と政策の社会的受容性を検討することは、学術的な貢献が期待できる。 

 

１．５ 本論の構成 

 

本論文は、６章から構成される。 

まず、序章では、科学技術のリスクに関わる社会的な問題は、市民一人一人の問題と捉える

ことができ、多様な市民の参加により良質な決定を導くと期待されることより、課題の解決

には、多様な市民の参加が求められていることを述べる。そして、本研究のテーマとする日

本における高レベル放射性廃棄物政策の問題を述べ、本研究の目的、意義を示す。 

次章、第 2 章では、本研究の研究課題を導出するために、本研究の分析の視点となる、社

会的受容性論に関する先行研究の整理をし、課題への視点とする社会的受容性を述べる。そ

れを踏まえ、高レベル放射性廃棄物管理政策における社会的受容性を定義し、本研究の研究

課題を示す。 

第３章では、研究課題を検証するための方法を詳述する。本研究では、３回の市民会議を

実践し、データ収集として質問票調査を市民会議の場で行うが、その設計、内容を詳述する。

まず、本研究の分析枠組みとなる社会的受容性 4 要因について、それぞれの受容性である技

術・制度・市場・地域について詳述する。続いて、先行研究より、高レベル放射性廃棄物管

理政策の受容性に関連する項目の信頼・世代間公平性・原子力政策について述べる。そして、

質問票の構成を示す。その後、実践する市民会議の市民参加者と専門家の選定要件を述べ、

構成を示す。最後に、実践した事前説明会および 3 回の市民会議を述べる。 

第４章では、実践した３回の市民会議について、会議別の評価分析を行う。分析は、対話

形式の異なる 3 回の市民会議ごとに市民の政策選好の社会的受容性要因について、比較分

析する。3 回の会議での政策選好の変化の特徴を示し、そして、市民の政策選好の判断に関

係する要因を明らかにしていく。 

第５章では、参加した市民一人一人の変化に着目し、社会的受容性要因の分析を行う。3

回の会議を一つのプロセスとして、市民個人の 6 時点（3 回の市民会議の前後）の変化を考

察する。地層処分政策の選好の変化、そして、政策選好の判断に関係する要因の変化につい

て、２つの手法を用いて分析し、参加市民間での政策選好と判断要因の変化の違いを示し、

その特徴を示す。 

終章の第 6 章では、分析結果を踏まえ、現行の地層処分政策における市民の社会的受容性
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を示し、研究課題への回答を述べる。また、高レベル放射性廃棄物管理政策への社会的受容

性アプローチの有用性も示す。そして、本研究の意義と学術的貢献を述べ、今後の研究課題

を示し、結論とする。  
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第２章 先行研究の整理と課題の位置付け 
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第２章 先行研究の整理と本研究の位置付け 

 

本章では、本研究の分析の枠組みとなる社会的受容性研究に関する先行研究の整理をし、

社会的受容性論から高レベル放射性廃棄物管理政策を捉えることの重要性を示す。それを

踏まえ、本研究の研究課題を示す。 

 

２．１ 社会的受容性の視点 

 

社会的受容性研究（social acceptance research）は、再生可能エネルギー分野において、研

究の数と重要度が増しているといわれる（Gaede and Rowlands 2018）。ただし、その定義を

めぐっては、近年の研究においても「社会的受容性とは何か」という議論がされており

（Gaede and Rowlands 2018, 2019; Wolsink 2018, 2019）、定義は一義的ではない。 

社会的受容性はどのように捉えられ、考えられてきたのだろうか。その歴史的背景も踏ま

え、社会的受容性論の研究の発展を概観し、本研究における社会的受容性の捉え方を示す。 

 

２．１．１ 原子力発電における社会的受容性研究 

 

社会的受容性研究のはじまりは、1960 年代の原子力発電におけるリスク研究といわれる

（Wolsink 2018）。1960 年代は、農薬汚染の警告を発したレイチェル・カーソンの『沈黙の

春』（1962）が出版され、米国を中心に世界で大きな反響を呼んでいた。カーソンは、農薬

利用の実態と影響をデータに基づいて立証し、将来の危機を描いて、行動変容の必要性を訴

えた。この時期の日本においては、水俣病が認定されており、国内外において公害が社会的

に問題化していた。このように、リスク研究がはじまった時期というのは、環境運動が活発

になり、科学技術のリスクが社会的に問題視されるようになっていたのである（辛島 1997）。 

エネルギーに関しては、米国では原子力の商業利用を進めるため、1954 年に原子力法を

改正する。しかし、当時は、原子爆弾の印象が残っており、事故発災時の損害賠償が懸念さ

れ、産業界は、商業利用に消極的であったという（辛島 1997）。そこで、連邦政府は、産業

界が原子力技術に慣れるまでの 10 年間は、事故の賠償額に上限を定め、それ以上の場合は

政府が補償する趣旨の法律を、1957 年に制定する（辛島 1997）。1964 年に、政府の補償期

限の継続可否を検討することとなるが、そのころは、大型原子炉建設ブームを迎えており、

産業界は原子力技術にも慣れていた。安全に運転する見通しがされており、政府の補助は不
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要という結論が予想されていたが、予想に反し、事故被害の賠償額は大きくなる。保険制度

での補償の懸念がさらに増したことにより、原子力発電における技術的なリスク対策のあ

り方が問われることとなる（辛島 1997）。ただし、この当時に問われていた安全性とは、事

故事例の賠償の査定であり、人々のリスク認知のようなリスクの意味に関心があったわけ

ではなかったといわれる（辛島 1997）。 

リスク認知については、Starr（1969）が｢社会的便益 対 技術的リスク（Social Benefit versus 

Technological Risk）」と題する、原子力発電をテーマとして、科学技術とその産物の社会的

受容の考察を行っている。科学技術の社会的受容を、便益とリスクの認知のバランスから明

らかにしようと試みている。このStarr（1969）の研究が契機となり、その後、リスク認知の

研究は発展していくこととなる。先述のとおり1960年代の当時は、環境運動を背景に市民の

公害への関心も高く、反核運動も起こっていた。このような社会的な背景から、科学技術が

社会に適用される際のリスクに関する問題は、多くの国で共有された。そして、同じころ、

政策決定者に原子力発電の商業利用を促進する意図がある中において、リスク研究が行わ

れ、社会的受容性が議論されていくようになる（Wolsink 2019）。 

Starr（1969）は、社会は歴史的に試行錯誤を経験する中で修正をしながら、許容可能な技

術的便益とコストのバランスをとってきたということを前提として、社会的便益とコスト

の解析方法の検討を行った。Starrは、技術開発と社会的価値の関係を定量的に理解できれば、

社会的便益とコストの比を最大化できると考えた上で、事故統計データを用いて、技術利用

における市民のリスクの受容と便益の解析を行った。その結果、自発的な活動の場合におけ

るリスクの受容は、自発的でない時の1000倍であることが明らかにされた。これは、一般の

人々のリスクの受容は、そのリスクの程度だけでなく、事象や活動の質的な側面、中でも、

便益の度合いがリスクの受容に影響していることを明らかにしている。 

その後、Fischhoff et al.（1978）は「どのくらい安全なら十分に安全か（How safe is safe 

enough?）」という、リスク便益分析における基本的な問題提起を行っている。Fischhoffらは、

心理学的な手法を用いてリスクの認知、リスクの許容、そして、便益の判断の関係について

定量的な分析を行っている。そして、３つの要因（認知、許容、便益）において、体系的な

関係が低い結果が示されている。しかしながら、この分析の中で、専門家のグループと素人

のグループの原子力発電のリスクの順位において、最も大きな差があるという特徴的な差

異が確認されている。専門家は統計的あるいは科学的な情報に基づいてリスクの順位付け

を行うが、その一方で、素人のグループは直観に基づいて順位付けを行うことが明らかにさ

れ、その後の議論に影響を与えることとなる。 

原子力のリスク評価に対する社会的な関心は、原子力利用が大規模に拡大している1970
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年代に、高まっていた。原子力のリスクをマスコミが取り上げることにより、市民に不安が

広がり、科学者たちも論争を繰り広げていた。そのような中、Nowotny（1977）は、原子力

のリスク評価は本質的に政治と不可分であり、科学の純潔性（scientific purity）が政治によ

って揺るがされるものになると懸念し、批判した。そして、複雑な技術問題にも公衆が参加

できるアクセスが必要であるとし、社会的にリスク評価をする方法の必要性を主張する。

Nowotnyの指摘は、今日の社会的受容性研究でも議論される、手続き的正義（procedural justice）

の重要性を指摘する先駆的な研究であったといえる。 

しかしながら、先述のFischhoff et al.（1978）が、専門家と素人のリスクの順位付けの違い

を示したように、当時の科学者は公衆に対し、「合理的な判断をしない非専門家」という紋

切り型の見方をしていた（吉川ほか 2003）。今日においては、一般の人々のリスクの捉え方

は、専門家の捉え方よりもはるかに豊かで、専門家のリスク評価から抜け落ちがちな正当な

懸念を反映しているといわれる（岸本 2019）。それでもなお、この時期においては、Slovic

（1987）も、一般の人々は知恵（wisdom）を持っているとしながらも、ハザード（偶発的な

危険性）に関する情報が欠如していると考え、リスクに対する態度や認知において間違いを

おかす可能性があると指摘している。当時は、リスクに関しても、市民に科学技術の正しい

知識が欠けていると捉えられ、原子力発電の導入が促進されるころの社会的受容性は、人々

に科学的理解を促す理解増進型の受け身であったと指摘されるのである（平川 2015）。この

ように、一般の人々には情報が欠如しているということが前提にされるようになり、当時の

社会的受容性研究が、科学的理解増進型コミュニケーションと捉えられていたという所以

が理解できる。 

その一方で、初期の社会的受容性研究においては、Fischhoffらの研究により、許容可能な

リスクを社会的受容性研究の目的に加えたことにより、研究の目的が拡張したといわれる。

新しい技術の受容は、技術的な問題ではなく、リスクの認知という社会的な問題であると捉

えられるようになり、その目的が拡張したと考えられる。 

先述のとおり、この時期の研究から、今日においても議論される論点が示されている。

StarrやFischhoffらのリスク研究により、「安全」に関しては、継続的に議論がされるテーマ

となっている。安全をめぐっては、安全さえ確保できれば市民や消費者の安心も確保できる

と考える企業や行政、科学技術の専門家が、現在においても多いといわれている（中谷内 

2008）。吉川ほか（2003）は今日において、専門家の安全の捉え方について3つの立場がある

としている。第１に、安全基準が達成されたことを持って安全が確保されたと考える立場、

第2に、安全基準が達成されながらも社会の合意が得られず、解決できない部分を「安心」

の確保の問題とする立場、そして、第3は、安全を技術的な安全だけでなく、社会への配慮
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とともに論じる分野横断的な立場としている。 

先述のFischhoffらの「どのくらいなら安全か」という問題意識は、吉川ほか（2003）が指

摘する2つ目の立場と考えられる。その立場の例として、今日、原子力の推進派が、原子力

の安全性を「安心できるか否か」という認知の問題として定義し、受容を進めようとするPA

（public acceptance：一般の人たちの受容性）モデルに依拠しているという指摘がある（尾内 

2005）。これは、安全基準の達成についても社会に問うような、社会が安心していないとい

う主張をして、安心の確保を社会に問う立場と考えられ、安全の議論が安心に置き換えられ

ている。 

また、先述の先駆的な主張をしたNowotny（1977）の指摘は、吉川らの第3の立場といえる

であろう。安全学を提唱する村上（1998）は、「安全」の最大の脅威となる可能性が人間に

あると指摘している。そして、安全をめぐる問題において、唯一の合理的な解決が存在する

という考えでは、解決が困難であるして、多元的な価値に基づく複数解を容認する必要があ

ると指摘している。これは、Nowotnyが主張したリスク評価の社会的な合意の必要性と同じ

考えであるといえよう。 

このように原子力発電の導入促進を背景にはじまった社会的受容性研究において、「専門

家と非専門家」や「安全」というような、重要な論点が早い段階で提示されていた。しかし

ながら、社会的受容性が、原子力の商業利用の推進の中において検討されたことにより、原

子力発電の促進に関連する課題が「エネルギーに関連する受容の問題がある」という問題意

識となり、研究は発展していった（Wolsink 2019）。例えば、原発立地の議論において、原子

力発電所のリスクに対する、国・電力会社の説明と地域住民の理解との不一致が、合理性の

相違として課題とされた（Wolsink 2018）。そして、研究は、新しい科学技術をリスクも含め

て社会に受容させることを目的に、人々に科学的理解を促す理解増進型コミュニケーショ

ンとみなされた。初期の社会的受容性研究が、PA（public acceptance）の阻害要因を研究す

るものである（Wolsink 2019）といわれることからも、このころは、受け身の社会的受容性

であったことが示される。 

 

２．１．２ 再生可能エネルギーにおける社会的受容性研究 

 

1973 年の石油危機を契機として、各国で新しいエネルギー源の検討が始まる。そして、

エネルギーの転換とともに、社会的受容性研究も、1970 年代後半から 1980 年代初めにかけ

て、転換期を迎える（Solomon et al. 2010, Wolsink 2018）。 

欧州では、歴史的に風車を動力源と利用していたこともあり、風力発電の導入が早い段階
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から検討された。その中でも、風力発電の数少ない主要国となっていたデンマークとスウェ

ーデンは、1975 年頃から、風力発電の利用可能性を調査することを目的に、国家規模の風

力エネルギー・プログラムを展開する（Carlman 1988）。再生可能エネルギーの検討が各国

で活発に行われる 1980 年ごろ、技術的な開発が進む一方で、新しいエネルギーをめぐる社

会的受容性は「非技術的」要因と考えられ、とり残された課題であったといわれる

（Wüstenhagen et al. 2007）。そのような中、Carlman（1988）は、デンマークとスウェーデ

ンの風力発電の導入に関する比較分析を行い、社会的受容性の問題の考察をしている。その

結果、風力発電の導入における社会的受容性の問題は、技術的な問題というよりは、政治的・

社会的な問題であると主張した。両国において、政府の積極性に差が明らかにされ、歴史的

に風車を活用していた背景や、あるいはエネルギーの供給網などの社会インフラが影響し

ていることが示された。結論として、エネルギー政策と政府の関心という政治的な側面、歴

史的な背景、そして、エネルギー・システムと公共事業の規模という社会インフラが、社会

的受容に影響していることが明示された。 

Carlman と同じころ、Wolsink（1987）は、オランダにおける小規模の風力発電の導入に関

する問題の考察をしている。調査の結果、一般家庭においては、生活様式を変える必要がな

く経済的に負担がないのであれば、小規模の風力発電の導入を考えてもいいということが

示された。その結果を、消極的な受け身の受容と解釈し、風力発電の導入を検討する上で、

導入プロジェクトの該当地域の住民に限定して検討するのではなく、該当地域の近隣の住

民も加わることにより、プロジェクトの受容性が高まると主張している。近隣地域の住民と

のコミュニケーションをとおして、該当地域の住民に当事者意識が生まれ、受容性が高くな

るとされる。 

これらの Carlman（1988）や Wolsink（1987）の考察により、社会的受容性研究が、従来の

一般の人たちの受容性という PA とは異なることが示され、強調されるようになっていく。

初期の研究において、社会的受容性は一般の人々に限定される受け身の受容性であったが、

風力発電の導入をめぐっては、他のアクター間との関連性が高いことが認識され、能動的な

社会的受容性の研究に転換されたといわれる（Wolsink 2018, Wüstenhagen et al. 2007）。また、

社会的受容性が PA と異なるのは、新しいエネルギー技術やプロジェクトの導入において、

社会がそれを受け入れるか否か、さらには、社会で受け入れるにはどのような方法が設計で

きるのか、という問題提起を可能にすると捉えられることも指摘される（Wolsink 2018）。 

1990年代になると、多くの国が、再生可能エネルギーのシェアを増やす目標を掲げる。一

般の人々も、再生可能エネルギーの導入への理解を示すが、実際には、導入は目標どおりに

は進まない状況となる。このような背景から、Wüstenhagen et al.（2007）は、導入が進まな



19 

い要因が社会的受容性にあると考え、各国の風力発電の取り組みについて比較分析を行う。

着目したのは、国と導入の対象である地域という、マクロ・レベルとミクロ・レベルが同じ

次元において議論していることであった。そこで、次元の異なるレベルで、最適解を見出さ

そうとしていることに困難があると捉え、社会的受容性の概念の整理を行う。それまで曖昧

であった社会的受容性の定義を試みるのである。その結果、図２－１に示す3つの受容性を

示し、社会的受容性とした：①社会・政治的受容（国レベル）、②地域社会における受容（地

域レベル）、③市場的・経済的受容（国レベル）。国際エネルギー機関（International Energy 

Agency: IEA）は、2008年に社会科学系の研究者や実務者で構成する研究タスク（Task 28）

を立ち上げ、風力発電利用をめぐる社会的受容の研究を継続的に行っているが、Wüstenhagen 

et al.（2007）が示した概念を援用している（本巣 2016）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wüstenhagen et al.（2007）の示した3つの社会的受容性のうち、社会・政治的受容性（国レ

ベル）は、市場やコミュニティにおいてプロジェクトが効果的に促進される公共政策や技術

政策の制度を評価するものである。制度には、資金調達システムの確立、協調的な意思決定

のシステムも含んでいる。2つ目の地域社会における受容性（地域レベル）は、住民と地方

自治体による意思決定のプロセスを評価するものである。意思決定のプロセスには、分配の

正当性、手続きの正当性も含まれ、参加する機会や外部のアクター（投資家など）の情報の

信頼性も含まれる。3つ目の市場的・経済的受容性（国レベル）は、電力の需要と供給の視

社会･政治的受容（国レベル） 
・技術と政策 
・一般市民 
・主要なステークホルダー 
・政策立案者 

市場的受容（国レベル） 
 ・消費者，投資家 
 ・資金調達システム 
 ・送配電システム 

地域的受容（地域レベル） 
 ・手続き的公正 
 ・配分的正義 
 ・信頼 

出所：Wüstenhagen et al.（2007）より作成 

図２-１ 再生可能エネルギーの３つの社会的受容性 
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点から、消費者と投資家を含み、資金調達システムや送配電のシステムの評価である。 

これら3つの受容性は、それぞれが独立したものではなく、相互作用するものとしている

（Wüstenhagen et al. 2007）。３つの受容性の一つに地域の側面を示し、3つの受容性が互いに

作用する概念が示されたことは、地域社会の所有権（ownership）と主導権（initiative）を重

視した能動的・協働的な社会的受容性（active and collaborative social acceptance）モデルが示

されたといわれる（松岡 2018 a, 2018 b）。 

IEA（2010）は、Wüstenhagen らが示した3つの社会的受容性を援用し、各国の事例を比較

分析している。風力発電の導入が誰にとって何が問題になるのかという課題設定をし、社会

的受容性への影響要因を分析した。その結果、生活の質と福利（quality of live and well-being）、

配分的正義（distributional justice）、手続きの設計（procedural design）、導入戦略（implementation 

strategies）が、社会的受容性に影響することを明らかにした。また、導入をめぐる問題解決

の過程は単線的ではなく、唯一の普遍的な解を想定していないことが前提にあることに注

意する必要があるとしている。その上で、4つの影響要因は、3つの社会的受容性に影響する

変数として示され、個別の事業と風力発電を導入する地域社会との適合性を絞ることによ

り、問題の理解を可能とするとされている。  

この議論を日本における再生可能エネルギーの社会的受容性について、丸山（2014）や本

巣（2016）が検討を行っている。本巣（2016）は、3つの社会的受容性の中の、地域的受容

性に着目をし、考察している。風力発電の社会的関心が高まり、一般市民は好意的に評価を

しているが、実際に導入・建設する場合、地域住民は必ずしも喜んで受け入れているわけで

はなく、場合によっては、反対運動をまねいていることに着目した。そして、地域的受容性

とは何かという課題設定をし、社会的受容性を一般市民の受容と地域住民の受容の2つから

成り立つと定義し、分析を行っている。その結果、一般市民と地域住民での社会的受容性の

違いは、それぞれの問題設定のフレームの違いから生じることを示している。一般市民は、

地球環境の問題から風力発電導入を考えるが、その一方で、地域住民は、健康や生活環境に

関わる地域の問題として導入の是非を考えているという違いを示している。また、地域住民

は、大型風車よりも小型風車を評価する傾向が示され、供給量よりも自宅で消費する電力を

直接享受することを評価しているという解釈を示している。また、比較検討した地域によっ

て差はあるものの、手続き的な公正さが地域的受容性に影響することを示唆している。 

 

２．１．３ 社会的受容性論の応用 

 

Wolsink（2018）が指摘するように、社会的受容性の視点は、政策や事業を社会で受容す
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るにはどのような方法が設計できるのかという問題提起を可能とすることが示され、研究

が発展してきた。社会的受容性論が、技術の普及を促進させる受け身の受容性から受け入れ

地域による能動的な受容性に転換してきたことは、先述のとおりである。それを踏まえ、松

岡（2018a, 2018b, 松岡編 2018）は、エネルギー政策や事業を研究対象としてきた社会的受

容性論を、地域社会の持続性に向けた社会イノベーションの分析への応用を試み、発展させ

ている。 

急速な少子高齢化・人口減少が進行する中、地方創生の政策が打ち出されるが、地方の衰

退に歯止めがかかっていない現状に直面していた。そこで、松岡らは、持続可能な日本の地

方社会の形成には、地域の持続可能性に関する課題を解決するための社会的な仕組みや組

織を創出する社会イノベーションの共創が必要と考えた。そして、社会的受容性論に着目し、

社会イノベーションの形成メカニズムを考察している。分析対象の選択基準を持続可能な

社会へのアプローチである低炭素社会、資源循環型社会、自然共創社会として、飯田市、掛

川市、豊岡市の 3 市を選定し、その社会経験を分析している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その分析枠組みとして、Wüstenhagen et al.（2007）が示した 3 つの受容性を応用するが、

科学技術が持つ複雑性・不確実性・曖昧性という特性に着目し、社会・政治受容性に含まれ

ていた技術的受容性を独立させている。社会的受容性の枠組みは図２－２に示すとおり、4

つの受容性から構成している（松岡 2018）。分析フレームとして提示された 4 つの受容性

は、①技術的受容性、②制度的受容性、③市場的受容性、④地域的受容性である。Wüstenhagen 

et al.（2007）は、地域の受容性に意思決定を含めており、信頼を地域の受容性に組み込んで

（地域の）制度的受容性

（地域の）市場的受容性

社会的受容性
技術的受容性
（安全性・信頼）

制度的受容性
（手続き的公正）

市場的受容性
（経済性・分配）

地域的受容性 （地域の）技術的受容性

図２-２ 社会的受容性の分析フレーム 

（出所）松本礼史作成。松岡（2018）p.7、松岡編（2018）p.14より 
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いる。しかし、松岡は、技術的側面について、科学技術社会論などのリスクをめぐる議論を

踏まえ、技術的受容性を別要素として独立させたことにより、技術の安全性や規制機関に対

する社会的信頼を技術的受容性に含めている。 

社会的受容性の定義は、原子力発電などの技術の普及を意図する過程で使われた経緯に

より、技術の普及を向上させるべきであるという規範が込められていることがあると指摘

される（丸山 2015）。どのような視点や立場で社会的受容性を捉えているのかは、その定義

から示され確認することができる。例えば、Wüstenhagen と共同研究を行っている Wolsink

（2018）は、社会的受容性を「課題解決への能動的プロセス」と定義している。丸山（2015）

は、受容性という用語を「再生可能エネルギーが地域に解釈される文脈や過程といったダイ

ナミズムを分析的に捉えるための概念」と定義している。それぞれの定義から、Wolsink や

丸山が、「普及させるべき」とする規範的な立場にないことを読み取ることができる。そし

て、松岡（2018a, 2018b; 松岡編 2018）は、社会イノベーションの過程を、地域の行政（政

府）、民間（企業）、住民（市民）が科学者や専門家と協働して地域の持続性課題に取り組む

という協働のプロセスと捉え、「多様なレベルの多様なアクターによる双方向的で協働的な

動態的概念」として社会的受容性を定義している。松岡の立場も規範的な立場ではなく、社

会的受容性を、社会イノベーションの形成プロセスのメカニズムとして捉えていることが

わかる。 

分析の対象として、社会的イノベーションの創出を経験している地方の自治体から、低炭

素社会の事例として飯田市（CO2 の削減）、資源循環型社会の事例として掛川市（ごみの削

減）、自然共創社会の事例として豊岡市（コウノトリ農法）を選定している。そして、それ

ぞれの地域の経験において、どのようなアクターが、どのように意見交換をし、社会的合意

を形成していったのかというプロセスを 4 つの受容性から分析している。 

分析評価において、技術的受容性を、技術の浸透や技術的な知見の蓄積で評価している。

制度的受容性は、関連する制度の確立や事業の立ち上げ・推進のための仕組みを評価してい

る。そして、市場的受容性は、市場参入資格や経済的合理性を評価している。また、地域的

受容性は、地域における技術、制度、市場について評価を行っている。 

その結果、3 都市において、4 つの社会的受容性のいずれもが、社会イノベーションの創

発に作用したことが示された。その中でも制度的受容性（マクロ・レベル）が地域的受容性

に大きく作用していることが示唆されている。また、分析をとおして、マルチ・アクターに

よる「場」の形成が重要であることが示されている。社会イノベーションの形成には、制度

による仕組みと地域における多様なアクターによる協働の場が必要であることが明らかに

された。考察において、対象とした 3 つの市は、対象とした時期に社会的受容性の条件が揃
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った可能性もあると指摘されている。この指摘は、それぞれの市においては、人口が減少し

ている状況にあり、地域の持続性が維持されていくのか、地域に持続力があるのかというこ

とを肯定することが難しい状況にあることを踏まえた指摘である。 

松岡らの社会的受容性論の応用は、新規性のある試みであると考えられる。社会的受容性

論は、エネルギー分野を対象として発展し、技術や政策を社会に導入する際の課題を議論す

るものであった。そして、有形・無形の違いはあるものの、既存するものを社会に導入する

ことを議論する社会的受容性であった。それに対し、松岡らは、未だ社会に存在をしていな

い、地域の持続可能性課題を解決する社会イノベーションの創出という形成プロセスを評

価分析している。社会に存在しなかった課題解決策が形成されるプロセスに応用している

ことから、従来にはない試みであったと考えられる。さらなる研究の積み重ねは必要である

が、社会イノベーション創出の 3 市の事例は、社会的受容性論の有用性を拡げた応用事例で

あると考えられる。 

 

２．１．４ 高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性論 

 

２．１．４．１ 科学的有望地政策の社会的受容性論による評価 

 

松岡（2017、松岡ほか 2019）は、バックエンド問題についても、社会的受容性論から考察

している。その際、前節で示した社会的受容性の 4 つの要因：技術・制度・市場・地域を、

分析の枠組みとして援用している。バックエンド問題とは、原子力発電で生じる使用済核燃

料の再処理工程の後工程、高レベル放射性廃棄物の最終処分方法や最終処分地の選定プロ

セスを含む問題である。 

松岡（2017）は、政府の高レベル放射性廃棄物の処分に関する基本方針の改定（2015 年 5

月）により示された「科学的有望地」をめぐる政策について、社会的受容性論の観点から問

題点の考察をしている。福島第一原発事故後、安全リスクをめぐり様々なリスクコミュニケ

ーションが試みられていた。しかしながら、バックエンド問題も含めて、リスクコミュニケ

ーションにおいては、人々に科学的知識が足りないとする「欠如モデル」と、状況（文脈）

を踏まえたコミュニケーションが必要であると考える「文脈モデル」が対立する議論であっ

た。そこで松岡は、この 2 項対立の議論を乗り越える方法として、社会的受容性論に着目

し、4 要因（技術・制度・市場・地域）の社会的受容性を援用し、社会的合意形成に向けた

議論の枠組みの問題点を考察した。 

分析は、社会的受容性を「高レベル放射性廃棄物政策が社会に受け入れられる条件や程度
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を示すもの」と定義し、評価分析している。政策における技術的受容性を、技術的影響評価

と捉えている。安全性には、要件や基準に対する社会的信頼性やその設定の手続きも含んで

いる。また、技術的代替性も評価に加えている。制度的受容性は、社会的・政治的適応性と

捉え、政策の正統性や一貫性を評価している。市場的受容性は、再処理費用も含めたバック

エンドの費用とし、経済性を評価している。最後に、地域的受容性は、最終処分地に選定さ

れる地域の手続き的正当性や分配的正当性を評価している。 

分析の結果、政府が示した科学的有望地政策は、いずれの 4 つの社会的受容性に欠けてい

ることを示している。まず、技術的受容性は、長期の安全性に関する要件・基準に対する社

会的信頼性に欠け、技術的選択肢の検討が行われていないことから技術的代替性がないこ

とを示している。さらに、政府の方針改定により社会科学的視点が放棄され、生物多様性保

全という自然環境的視点や社会環境的視点が欠落していることを指摘している。よって、技

術的受容性は、極めて低いという評価がされた。 

制度的受容性については、専門的な検討がないまま安易に基本方針が変更されたことに

より、正統性は低い評価となった。また、核燃料サイクル政策は限界にあり見直しが求めら

れながらも、核燃料サイクルを前提とした科学的有望地政策は、将来を見通した政策の一貫

性が欠けるという評価がされた。 

市場的受容性は、再処理費用も含めたバックエンドのコストが問題であることから、技術

的受容性と制度的受容性との関連で議論をすべきという考えがある。そして、再処理を行わ

ず、直接処分をする方が経済的である（原子力委員会 2011）ということも示されており、

経済性の視点に欠けた政策であるという評価がされた。 

地域的受容性については、科学的有望地政策がどのような手続きで有望地が提示される

のかということを評価している。まず、基本方針の変更が安易に行われたことが指摘され、

重要な観点であった社会科学的基準が放棄されていた。そして、地球科学的観点を基準とす

る有望地が示される（当時、該当地域は未発表）ことは、地域的受容性を著しく低くすると

指摘された。また、文献調査の受け入れによる交付金についても、分配的公正性や妥当性が

問われると指摘している。さらに、将来世代のリスクに対し現在世代が得る便益について、

世代間公平性の問題もあることから、政策における地域的受容性は低いという評価がされ

た。 

以上から、2015 年に提示された科学的有望地政策は、4 つのいずれの受容性の評価から

も、社会的受容性は低いということが明示された。結論として、高レベル放射性廃棄物管理

政策を社会が受け入れるには、前提となっている核燃料サイクル政策の再検討も含めた、政

策フレームの転換の必要性を指摘している。 
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２．１．４．２ 海外事例の社会的受容性論による評価 

 

日本におけるバックエンド問題について、社会的受容性論から政策の評価分析を行い、政

策フレームの転換が必要なことが示された（松岡 2017）。それを踏まえ、松岡ほか（2019）

は、社会的受容性論から海外事例の分析を行っている。 

着目したのは、地層処分をめぐり国内外で議論されている、R&R（ reversibility & 

retrievability：可逆性と回収可能性）の議論である。OECD/NEA（2001）は、R&R の可逆性

（reversibility）を「地層処分の一連の段階、ある特定の段階、あるいは計画の任意の発展レ

ベルを元に戻す可能性」と定義している。また、回収可能性（retrievability）を「放射性廃棄

物の地下埋設を元の地表に戻す可能性」と定義している。松岡らは、R&R の議論に着目す

ることにより、議論が受動的社会的受容性を前提としているのか、あるいは、協働的な社会

的受容性の醸成を目的にした議論なのかという、議論の社会的性格が示されることを期待

し、政治のしくみと市民社会の関係性の分析が可能となると考えていた。 

R&R の政策に関し、OECD/NEA 諸国においては、技術的な回収可能性のみを規定してい

る国（スイス、アメリカ、ドイツ、フィンランドなど）、明確な R&R の法的な規定がない国

（日本、英国、ベルギーなど）、そして、可逆性の明確な法的規定がある国（フランス）に

分かれる。松岡ほか（2019）は、分析の対象事例を、R&R の政策を基準に 2 つ選定した。

回収可能性のみを規定している事例として、フィンランドを選定し、可逆性の規定をしてい

る事例として、フランスを選定し、社会的受容性の観点から分析を行った。 

フィンランドは、世界の中で地層処分の政策のフロントランナーとみなされている。他国

が、市民参加の熟議の意思決定プロセスを計画したのに対し、フィンランドは例外であった。

それが可能であった背景には、市民が原子力業界や規制機関に対し高い信頼をし、NGO に

対する信頼が低いことが指摘される。また、業界や規制機関で非常に強固な、いわゆる「原

子力村」が形成され、知識生産を独占していたことが影響したと考えられている。それは、

国民が処分方法に懐疑的で地層処分の理解が浸透していないことが示されながらも、実施

機関の高い専門能力や公正な姿勢に対する社会的信頼が高いことから理解することができ

る。よって、社会的信頼が政策の受容性を支えたことが示唆されている。また、フィンラン

ドの人口規模（550 万人）や立地選定の好条件11という社会特性も受容性を捉える上で重要

 
11  処分場が原発立地内の島に選定されている。これは、既存の原発施設が地域社会にある

場合、新たな原子力関連施設が受け入れやすいという「Nuclear Oases 仮説」と呼ばれ、Blowers

（1991）が提唱している。 
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であると指摘されている。 

考察として、フィンランドにおいて地層処分の政策が進展していることは、協働的で能動

的な社会的受容性というよりは、受容の条件がそろったことによる、受け身の社会的受容性

であったという評価をしている。 

一方、フランスは、放射性廃棄物処分施設の立地は、高レベル放射性廃棄物と低レベル放

射性廃棄物のいずれにおいても進展しておらず、フィンランドとは異なり、既存の原子力施

設が社会的な役割を果たしてはいない。また、意思決定プロセスもフィンランドとは異なる。

フランスでは、地層処分をめぐり、国レベル（CNDP：国民討論）と地域レベル（CLIS：地

域情報フォローアップ委員会）において、討論するプロセスが組み込まれている。 

フランスはこのプロセスにおいて、地層処分の実施機関と地域社会との間で紛争を経験

するが、紛争をとおして、多様な意見を踏まえ、1991 年にバタイユ法（Loi Bataille）により

可逆性が規定されている。そして、この規定が契機となり、可逆性は国際的にも議論されて

いくこととなり、その後の地層処分の議論に影響を与えている。このプロセスが組み込まれ

ていることから、フランスにおける地層処分めぐる政策は、協働的な社会的受容性の醸成プ

ロセスと評価している。 

しかしながら、フランスでは、政策の行き詰まりの解決策として可逆性が提案されたこと

により、その概念の理解は一様にはならなかった。可逆性が社会的受容性の政治的・社会的

条件として受けとめられるようになる一方で、大きく 2 つの考えに分けられている。一つ

は、地層処分を擁護し、地層を信頼するという可逆性のある地層処分を主張するものである。

もう一つは、社会を信頼することにより可逆性の容易な地上保管を主張するものである。そ

して、2006 年に、市民社会は地上保管を支持していたが、実際には、「可逆性のある地層処

分法が実施すべき政策」に規定される。結果は、市民社会が支持した地上保管ではないが、

この議論をとおして、現在世代の将来世代に対する倫理的責任や順応的管理という幅のあ

る議論が展開されている。 

松岡らは、フランスの事例を、「決定ありき」の決定論的なアプローチではなく、社会的

学習や順応的なアプローチも含めた、柔軟で段階的な可逆的な政策策定プロセスを設計す

る重要性を示しているという評価をしている。フランスの事例は、制度の再設計が必要であ

る日本への示唆として、バックエンド問題を「地層処分ありき」という枠組みで再設計する

ことに限界があることを示しているという。そして、現在世代の責任として、現在世代が最

終処分方法を決めないということも選択肢の一つと考えられることを示唆していると指摘

している。 
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２．２ 研究課題の設定 

 

社会的受容性研究は、原子力発電の商業利用の促進を背景にはじまり、リスクも含め一般

に受容させるという受け身の社会的受容性から、エネルギー転換により、協働的で能動的な

受容性に転換してきた。そして、松岡らの研究は、従来、エネルギー分野で発展してき社会

的受容性論の分野を、地域社会で創出された社会的イノベーションの形成プロセスに拡張

させた。地域の持続性の課題を解決するための社会的仕組みや組織を創出する社会イノベ

ーションの形成プロセスに着目し、社会的受容性論の観点から評価分析を行い、技術・制度・

市場・地域という 4 つの社会的受容性の枠組みを提示している。 

さらに、日本における高レベル放射性廃棄物管理政策についても、社会的受容性論の観点

から評価分析を行い、いずれの 4 つの要因において、社会的受容性が低いことが明らかにさ

れた。そして、高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容には、政策フレームの転換が必

要なことが指摘されている。さらに、フランスの事例を同様に社会的受容性の観点から分析

し、日本への示唆として、社会的学習や順応的なアプローチも含めた、柔軟で段階的な可逆

的な決定プロセスを設計する重要性が指摘されている。 

松岡らの社会的受容性論からの高レベル放射性廃棄物管理政策の研究は、既存の政策を

社会的受容性の観点から評価分析をし、政策をめぐる課題を示した。今後の示唆として、「地

層処分ありき」ではない、政策フレームの転換の必要性を指摘している。Wolsink（2018）

は、社会的受容性を課題解決への能動的プロセスと捉え、社会で受け入れるにはどのような

方法が設計できるのかという問題提起を可能とすると指摘する。松岡らの研究により、現行

の高レベル放射性廃棄物管理政策の課題は抽出された。しかしながら、松岡らの研究は、現

行の政策の策定プロセスと記述内容を対象とする国レベル、すなわち、マクロ・レベルの評

価分析であった。現行の政策の受容性が社会でどのように形成されるのか、言い換えると、

社会構成員である市民がどのように政策を捉えるのか、ということは検討されていない。 

舩橋（2013a）は、地層処分の選定が進まないのは、コミュニケーション技術や説得の仕

方の巧拙の問題ではないと指摘している。そして、合意形成ができない放射性廃棄物問題は、

社会科学によって答えられる問題であると理解しているという。類似の指摘として、放射性

廃棄物問題において技術的アプローチを行うことは、社会的な懸念の理解に欠けることか

ら、人々には受容されず、もはや通用しないという指摘もある（Ramana 2018）。このよう

な指摘がありながら、具体的な方策の提示には至っていない。 

具体的な検討として、放射性廃棄物管理政策は、政策の見直しの原動力となる潜在的な影

響を調査することが、学術研究者に求められる（Nowlin 2016）。そのためには、社会を構成
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するアクターの政策の規定因に着目する必要があると指摘される。従来、放射性廃棄物処分

政策の意思決定は、技術官僚的なアプローチによる、トップダウンで行われてきた（Lidskog 

and Sundqvis 2004）。政策フレームの転換の必要性が指摘されていることからも、転換への

潜在的な原動力となるミクロ・レベルの視点が重要と考えられる。つまり、社会構成員であ

る市民の高レベル放射性廃棄物管理政策の規定因を考察することが、必要であると考えら

れる。 

そこで、市民の高レベル放射性廃棄物管理政策の規定因を考察するために、松岡らの高レ

ベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性 4 要因による分析に着目する。松岡らは、現行の

政策の策定プロセスや記述内容を評価の対象にした、国レベルというマクロ・レベルの社会

的受容性の分析であった。本研究では、松岡らの示した社会的受容性 4 要因を援用し、視点

を市民というミクロ・レベルに置き、市民の高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性

を考察する。高レベル放射性廃棄物管理政策について、社会的受容性 4 要因によるミクロ・

レベルの評価分析は、既往の研究にはない試みであると考えられる。 

市民の高レベル放射性廃棄物管理政策の規定因とは、市民の現行政策の評価を決める要

因と換言することができる。そこで、本研究における研究課題を次のとおり設定する： 

「市民は現行の高レベル放射性廃棄物管理政策をどのように評価するのかということを、社会的

受容性 4要因から分析し、市民の社会的受容性要因を明らかにする」 

研究課題の検証は、松岡の示した 4 つの要因の社会的受容性を援用するが、本研究での高

レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性を「4 つの受容性：技術・制度・市場・地域か

ら構成し、政策を評価する概念」と定義し、市民が高レベル放射性廃棄物管理政策をどのよ

うに評価するのかということを検証していく。 

研究課題の検証には、市民がどのように現行の高レベル放射性廃棄物管理政策を考える

のかを明らかにする必要がある。前述したが、舩橋（2013a）は、地層処分の選定が進まな

いのは、コミュニケーション技術や説得の仕方の巧拙の問題ではないと指摘している。その

一方で、福島第一原発事故後、安全リスクをめぐり様々なリスクコミュニケーションが試み

られ、原子力をめぐるリスクコミュニケーションにおいては、2 つのモデルが 2 項対立をし

ていたといわれる（松岡ほか 2019）。よって、情報の提供や議論の仕方が市民の政策の社会

的受容に影響することも考えられる。また、放射廃棄物管理政策のプロセスにおいて、どの

ように人々が政策を考えるのか、時間の経過でどのような変化をするのかということを詳

細に調べる必要があるという指摘もされている（Seidle et al.2013）。そこで、まず、次のサ

ブ・クエスチョンを設定する：  

「市民が高レベル放射性廃棄物管理政策の判断をするときに、社会的受容性４要因（技術・制度・
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市場・地域）は、どのように関係し、また、それらは変化をするのか明らかにする」（第４章）。 

まず、市民の政策の評価、すなわち、政策に対する賛否がどのようになるのか明らかにし、

その評価の判断に関係する要因を示し、そして、それらの変化を検証していく。 

また、議論は、同一の事実や情報であっても、受け取る人の状況に応じて異なるといわれ

る。したがって、議論の場において、情報を判断する際、前提となっている認識や解釈、政

策判断の選択肢の中で、どこで判断の違いが生じているかを可視化し認識しあう重要性が

指摘される（平川 2018）。研究課題を検証するには、市民の捉え方がどこで違いを示し、

また、変化するのかということを明らかにすることが求められる。そこで、2 つ目のサブ・

クエスチョンを次のとおり設定する： 

「市民が高レベル放射性廃棄物管理政策の評価をするときに、市民の間における評価や変化の

違いを社会的受容性４要因（技術・制度・市場・地域）から明らかにする」（第５章）。 

以上のように、本研究における研究課題とそれを検証するための 2 つのサブ・クエスチョ

ンを示した。研究課題を検証することにより、現行の高レベル放射性廃棄物管理政策の社会

的受容性をより具体的に理解するができ、そして、問題点も示されることが期待できる。さ

らに、本研究をとおして、高レベル放射性廃棄物管理政策への社会的受容性論の可能性と限

界が示されることも期待できる。次章において、研究課題を検証する方法を述べる。  
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第３章 研究の方法 

 

 本章では、研究課題を検証するための方法論を述べる。前章で示した社会的受容性論を高

レベル放射性廃棄物管理政策への方法論として、どのように捉え、設計するのかということ

を詳述する。 

 

３．１．分析の方法 

 

前章での社会的受容性論の整理において、原子力発電の立地や再生可能エネルギーの社

会への導入をめぐり、社会的受容性の議論が発展してきたことを示した。まず、発展におい

て、社会的受容性が受け身から協働的で能動的な受容性に転換されてきたことを述べた。そ

して、転換される中において、曖昧であった概念枠組みも整理されてきていることを示した。

その中で、松岡（松岡 2017, 2018a, 2018b, 松岡ほか 2019，松岡編 2018）が、社会的受容性

4 要因（技術・制度・市場・地域）を提示し、社会的イノベーションの形成プロセスや高レ

ベル放射性廃棄物管理政策の分析フレームとしての有用性を示していることを述べた。 

本研究では、松岡らの研究が示した社会的受容性 4 要因（技術・制度・市場・地域）の枠

組みを援用し、市民の高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性要因を検証していく。 

 

３．１．１．分析フレーム 

 

３．１．１．１ 社会的受容性４要因 

 

本研究では、市民がどのように現行の高レベル放射性廃棄物管理政策を評価するのかと

いうことを、社会的受容性 4 要因（技術・制度・市場・地域）から、評価分析していく。 

前章で示した、高レベル放射性廃棄物管理政策のマクロ・レベルにおける社会的受容性の

分析では、社会的受容性を「高レベル放射性廃棄物政策が社会に受け入れられる条件や程度

を示すもの」と定義し、社会的受容性 4 要因を用いて分析している（松岡 2017）。その際

の社会的受容性 4 要因は、次のように設定された。まず、政策における技術的受容性は、技

術的影響評価として、安全性には、要件や基準に対する社会的信頼性やその設定の手続きも

含んでいる。制度的受容性は、社会的・政治的適応性として、政策の正統性や一貫性を評価

している。市場的受容性は、再処理費用も含めたバックエンドの費用として、経済性を評価
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している。最後に、地域的受容性は、最終処分地に選定される地域の手続き的正当性や分配

的正当性を評価している。 

本研究では、現行の高レベル放射性廃棄物管理政策を市民の視点から社会的受容性を評

価することから、より具体的な地層処分政策をめぐる 4 要因のフレームを設定する。社会的

受容性 4 要因の技術・制度・市場・地域のそれぞれの受容性を、次のとおり示す。 

 

1）技術：現行の最終処分法では、高レベル放射性廃棄物を地層処分することが定められて

いることから、技術は、地層処分をめぐる安全性の評価と考えられる。地層処分の技術の安

心度が、社会的受容で最も重要な要素であるという指摘もある（坂本・神田 2002b）。地層

処分をめぐる安全性には、地層処分の技術も含まれるが、地層 300m 以深に処分することを

考えると、人体や地球環境への影響の評価も含む必要がある。また、放射能レベルの減衰が

超長期にわたることから、時間的な安全性の評価もすべきであると考えられる。 

よって、技術の評価項目には、プロジェクトの安全性、地層処分技術の安全性、技術的代

替性、地質環境の安全性、地下水の影響、超長期の安全性の評価で構成する。 

 

2）制度：制度についは、現行の最終処分法（2000年）により高レベル放射性廃棄物を地層

処分することが定められている。また、基本方針改定（2015年）により、自治体への申し入

れ等を国が前面に立ち取り組むことが示されている。さらに、日本の高レベル放射性廃棄物

処分において、手続き的公正が社会的受容に強い影響があるということも示されている（水

上･西田 2007，大友ほか 2014，大友ほか 2019，高浦ほか 2013）。手続き的公正は、情報公

開、開かれた討論（熟議）、市民参加のプロセスなどの必要性が指摘されている。 

そこで、制度については、現行の最終処分法の評価（現行の最終処分法に則ること、政府

の積極介入）、情報開示、市民参加の討論、市民参加の仕組み、段階的な検討の評価で構成

する。 

 

3）市場：市場については、地層処分事業の経済的合理性を評価する必要があると考えられ

る。また、放射性廃棄物管理の先行研究からは、処分場が迷惑施設と位置付けられ、経済的

不利益を被り立地選定が難航すると指摘されている（Slovic 1991）。よって、分配的正当性

の評価も含むべきと考えられる。 

これらを踏まえ、市場については、地層処分の経済的合理、処分地立地による経済効果、

処分地立地による不利益・風評被害の評価で構成する。 
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4）地域：地域については、本研究を実施していた時点（2019 年 3 月～7 月）では、地層処

分事業に進展はなく、具体的を該当地域はない状況であった。よって、特定の地域ではなく、

地層処分をした場合の地域を想定し、評価をすることとしている。地域における、技術は立

地地域の安全性の評価と考えられる。制度については、処分地選定の手続きの評価と考えら

れる。そして、市場については、立地地域に交付金が支給されることも考慮した経済発展の

評価と考えられる。また、現行の最終処分法では、国内の全ての高レベル放射性廃棄物を一

箇所で処分することとなっている。よって、一箇所処分することによる、地域におけるリス

クや負担の公平性などの地域間公平性も評価に含むことが求められる。 

これらを踏まえ、地域についは、立地地域の安全性、一箇所処分の公平性、選定における

地域住民の意思反映、交付金等による地域経済の発展、地層処分事業における地域の自然・

社会・文化的配慮による評価で構成する。 

 

３．１．１．２ 高レベル放射性廃棄物管理政策の関連項目 

 

IEA（2010）は、Wüstenhagen et al.（2007）が示した3つの社会的受容性を用いて、風力発

電の導入の各国の比較分析を行っている。その結果、社会的受容性に影響する4つの影響要

因を示している。そして、社会的受容性に影響する変数が示されたことで、地域社会との適

合性を絞ることができ、問題の理解を可能としたと指摘している。この指摘を踏まえ、本研

究においても、社会的受容性4要因に関連する要因を、分析フレームに加えていくこととす

る。加える項目については、先行研究において議論される、高レベル放射性廃棄物管理政策

に関連する重要な論点を基準に選定する。 

 

１）信頼：信頼は、高レベル放射性廃棄物管理政策研究、リスク研究、そして、社会的受容

性研究に共通する重要なテーマである（Slovic 1987, Earle 2010, 大友ほか 2019）。社会的受

容性研究において、Wüstenhagen et al.（2007）が示した定義では、信頼を地域の受容性に含

めている。その背景には、再生可能エネルギーの導入において、信頼は地域の受容性に影響

することが考慮されている。地域が技術を導入する場面において、投資家や仲介者の信頼、

投資家・仲介者（ブローカー）が発信する情報の信頼が、地域の受容性に影響をすることか

ら、信頼が地域の受容性に組み込まれている。しかしながら、本研究を実施した当時（2019

年 3 月～7 月）、日本での地層処分事業は停滞しており状況は進捗しておらず、該当地域が

ないことから、特定の地域は想定していない。 

地層処分事業が具体的に進展すれば、地域における国や実施機関への信頼は、重要な要因
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となる可能性は考えられるが、該当地域のない状況であり、また、高レベル放射性廃棄物管

理政策研究における信頼の重要性を踏まえ、本研究では、信頼を関連項目として加えること

とする。その評価は、国・NUMO の説明責任、各機関・団体の信頼（政府・NUMO・原子

力産業・規制委員会・学術界・反原発団体）で構成する。 

 

2）世代間公平性：世代間公平性は、高レベル放射性廃棄物管理政策研究において近年議論

されるテーマである（Cotton 2009，Johnson 2011，Besley 2012）。地層処分は時間軸の長さ

の特性から、将来世代を配慮した最適化の管理という倫理的な課題が議論される（坂本・神

田 2002c，Shrader-Frechette 2000，寺本 2018）。また、福島第一原発事故を引き起こしたに

もかかわらず、政府が「将来世代に負担を先送りしないよう、現世代の責任で取り組むべき

問題」としていることに対し、長谷川（2017）は、欺瞞であると指摘する。長谷川（2017）

は、「現在世代の責任」をかかげ処分地選定を進める前に、将来世代に対する現在世代の責

任から抜本的な原子力政策の見直しをすべきという。この長谷川（2017）の指摘は、原子力

政策とも関連するものであるが、世代間公平性の論点が一義的でないことを示している。 

これらを踏まえ、世代間公平性を関連項目に加える。その評価は、現在世代の責任で処分

する、将来世代の決定権を尊重する、そして、費用について、現在世代が費用負担すべきと

いう項目で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）原子力政策：原子力政策については、通常、一般の廃棄物処分が問題となるときには、

問題となる廃棄物の削減の議論から始まる。しかしながら、現行のエネルギー政策に、放射

性廃棄物低減の視点はない（吉岡 2015）。福島第一原発事故を経験しながらも、いまだ原

子力政策の見直しがされていない。同様に、福島第一原発事故後に原子力政策に関する国民

的合意を欠いたまま、最終処分地選定という個別的課題が先行することを批判し、従来の政

策枠組みを白紙に戻す覚悟を持って、見直すべきという指摘もされている（長谷川 2017）。 

評
価
項
目

社会的受容性4要因

技術 制度 市場 地域

高レベル放射性廃棄物管理の関連項目

信頼 世代間公平性 原子力政策

表３－１ 分析フレーム 

出所）筆者作成。山田ほか（2019; 2020; 2021）より。 
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よって、原子力政策も関連する項目に加える。そして、原発の再稼働、核燃サイクル政策、

原子力エネルギー政策の方向性を決めてから地層処分を検討する、という評価で構成する。 

以上を踏まえ、表３－１に本研究での分析フレームを示す。 

 

３．１．２．質問票の設計 

 

本研究では、市民の高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性を検証するため、市民

がどのように現行の政策を捉えるのか、また、それは変化するのかということの測定に質問

票を用いる。質問票は、先述の分析フレーム、社会的受容性 4 要因（技術・制度・市場・地

域）と関連項目（信頼・世代間公平性・原子力政策）により構成をする。 

まず、質問票は、本研究で実践した市民会議については後述するが、全体のプログラムを

構想し、設計を行った。質問票は、市民会議の開始前・会議終了後という 1 つの会議で 2 回

実施することとした。会議前・会議後の 2 回実施することにより、会議における変化を測定

することが可能となる。市民会議は 3 回実施されており、会議前（会議開始時）と会議後

（会議終了時）の 6 時点における、市民の高レベル放射性廃棄物管理政策に関する考えを測

定することができた。 

前後の比較をすることから、質問票は、同じものを使用し条件を揃えた。また、参加市民

は、同じ会議で 2 度、質問票に回答をすることが求められ、さらに、当日のプログラムの時

間より、質問票は選択形式を採用し、回答時間を 20 分と設定した。 

質問票の設問の構成は、前節で示した分析フレームにより設計した。まず、はじめに、市

民の地層処分に対する政策選好（賛否）の確認を行い、その後、分析フレームの評価を行う

設問で構成した。分析フレームに加え、市民参加が困難な理由（問 25）と将来世代とは何

年ぐらい先の世代を想定するかについて（問 41）、質問している。設問については、高レベ

ル放射性廃棄物管理政策の質問調査の先行事例（田中 1998, 中村ほか 2016, 中村 2019）を

参考としている。 

質問票は、41 の設問（回答 52 項目）で構成した。その中で、市民の回答を確認するため

に、類似のチェック質問も設定した。よって、全体の構成は、政策選好、技術（設問 6＋確

認質問 1）、制度（設問 6＋確認質問 2）、市場（設問 3＋確認質問 2）、地域（設問 5）、信頼

（設問 2＋確認質問 5）、世代間公平性（設問 3）、原子力政策（設問 3）、市民参加が困難な

理由（設問１）、想定する将来世代の年数（設問 1）であった。 

選択形式は、5 件法（①賛成／そう思う、②どちらかといえば賛成／どちらかといえばそ

う思う、③どちらでもない、④どちらかといえば反対／どちらかといえばそう思わない、⑤
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反対／そう思わない）とした。自由記述一問を除いて、回答は、全て選択形式とした。所要

時間を 20 分と想定していたが、実際には、第 1 回市民会議において全員が 15 分以内に回

答を終了したことから、第 2 回会議以降は回答時間を 15 分とした。 

表３－２に、質問票の設問のうち確認質問を除いた抜粋の質問票を示す。 
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問 1 高レベル放射性廃棄物の地層処分政策についてどのように考えるか。

回答:① 賛成, ②どちらかといえば賛成, ③どちらでもない, ④どちらかといえば反対, ⑤反対

問 2

問 3

問 4

問 5

問 6

問 7

問 8

問 9

問 10

問 11

問 12

問 13

問 15

問 16

問 17

問 18

問 19

問 20

問 21

問 22

問 23

問 24

問 14

問 32

問 40

問 33 原子力発電所の再稼働についてどのように考えるか。

問 34

問 35

問 25

問 41

政策選好

社
会
的
受

容
性
4
要
因

技
術

高レベル放射性廃棄物の地層処分は安全だと思うか。

回答: ①そう思う, ②どちらかといえばそう思う, ③どちらでもない, ④どちらかといえばそう思わな
い, ⑤思わない

地層処分に必要な科学技術は確立していると思うか。

高レベル放射性廃棄物の中間貯蔵（乾式地上保管）は安全だと思うか。

数万年から数十万年に及ぶ地層処分の安全性評価は信頼できると思うか。

太平洋プレートなど４つのプレートがひしめき合う変動帯の日本で地層処分は可能
だと思うか。

地層処分の後に地下水により放射性物質が地表へ運ばれても自然環境や生活環境に
は大きな影響はないと思うか。

制
度

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（最終処分法）」（2000年）に従って
地層処分を実施すべきと考えるか。

2015年から、国が前面に立って地方自治体へ地層処分へ向けた文献調査受入の申し
入れをすることになったが、こうした国の積極的な関与は妥当と思うか。

国や実施機関（NUMO）は地層処分について十分な情報公開をしていると思うか。

地層処分を進めるに際し、市民が参加した討論（熟議）が行われていると思うか。

高レベル放射性廃棄物の地層処分政策において、制度として市民参加の仕組みが整
備されていると思うか。

高レベル放射性廃棄物の処分方法は将来の技術革新の可能性もあり、時間をかけて
段階的な柔軟な処分方法を検討すべきという意見についてどう思うか。

市
場

地層処分は中間貯蔵（乾式地上保管）よりも経済的にみて合理的であると思うか。

地層処分場の立地地域には雇用創出や産業振興などの経済効果があると思うか。

地層処分場の立地地域は風評被害などの不利益をこうむると思うか。

地
域

2000年の最終処分法では4万本のガラス固化体を一箇所（一地域）に処分をすること
になっているが、このことは地域間公平性から公平だと思うか。

地層処分場の立地地域は国からの交付金などの財政収入の増加が見込まれるが、こ
うしたことから立地地域の経済発展が可能であると思うか。

地層処分地の選定において、地域住民の声が反映されたり、住民の意思が尊重され
る仕組みが整備されていると思うか。

地層処分地の選定において、地域の歴史や文化などの社会環境や景観などの自然環
境を考慮した選定が行われると思うか。

高レベル放射性廃棄物を地層処分後に処分場近傍に新たな活断層の発見などがあっ
ても、立地地域の安全は確保されると思うか。

想定する
将来世代

将来世代に高レベル放射性廃棄物の最終処分政策の決定権を委ねる場合、その将来
世代とは何年ぐらい先の世代を想定するか。

① 300年先,  ② 500年先, ③ 1000年先,  ④ 5000年先,  ⑤ 1万年以上先

関
連
項
目

信
頼

高レベル放射性廃棄物の地層処分において、国や実施機関（NUMO）は情報公開や説
明責任を果たしていると思うか。

高レベル放射性廃棄物の地層処分に関し、以下の組織や団体は信頼できるか。

① 国（政府),  ② NUMO（原子力発電環境整備機構),  ③ 電力会社・原子力産業,
④ 原子力規制委員会,  ⑤ 大学・研究機関・学会,  ⑥ 反原発市民団体

公
平
性

世
代
間

地層処分の立地選定から事業完了までには100年以上かかるが、地層処分費用は現在
の世代が全て負担すべきと考えるか。

私たちが発生させた高レベル放射性廃棄物は、私たちの世代で地層処分すべきと思
うか。

高レベル放射性廃棄物の最終処分は、私たちの世代で決めず、将来世代の決定権を
尊重すべきと思うか。

政
策

原
子
力

原子力発電所で使い終えた核燃料を再利用するための核燃料サイクル政策をどのよ
うに考えるか。

高レベル放射性廃棄物の地層処分は、原子力発電を続けるか否かの将来の方向性を
明確にしてから検討するべきと思うか。

市民参加
が困難な

理由

高レベル放射性廃棄物の地層処分政策において、市民参加が難しい理由についてど
う思うか。

①難しいテーマである、②身近な問題ではない、③参加する機会がない、④関心は
あるが時間がない、⑤結論が決まっている、⑥冷静な議論がしにくい、⑦その他
（具体的に　記述）

表３－２ 質問票（抜粋） 
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３．２．市民会議の位置づけ 

 

３．２．１．場の設計 

 

研究課題を明らかにするために、実際に市民が現行の高レベル放射性廃棄物の地層処

分政策を考える場が必要であることを述べた。それでは、どのような場を設計すればい

いのだろうか。 

高レベル放射性廃棄物の処分問題の解決には、技術的安全性の説明だけでなく、政策

過程に市民参加のしくみが必要だといわれる（Johnson 2011, Krütli et al. 2010b, Solomon 

et al. 2010）。第 2 章で述べたとおり、原子力のリスク評価について、原子力利用が拡大し

ている 1970 年代に、既に類似の指摘がされていた。原子力のリスクについて社会的な関心

が高まり、市民に不安が広がる中、マスコミや科学者たちが論争を繰り広げていた。そして、

原子力のリスク評価は本質的に政治と不可分であると捉え、複雑な技術問題に公衆が参加

し得るアクセスが必要であると、Nowotny（1977）は主張した。 

また、テクノロジー・アセスメントにおける人文・社会科学の果たす役割について、最終

的には国民との対話が必要としながらも、人文・社会科学の研究者が理工系研究者と対話を

行う必要性が指摘される（小林 2007）。人文社会学が蓄積した視点や考察から、「何のため

の科学技術なのか」という科学技術の社会的意義について理工系研究者と共に考えること

が重要だという。類似の指摘は、実験社会科学研究でも確認できる。社会制度の設計は技術

者だけでは決定することができない問題であるとし、専門家と非専門家のコミュニケーシ

ョンや理工系研究者と人文社会科学系研究者との対話が重要になるという指摘がされてい

る（田口 2018）。それは、対話を通して抽象的で漠然としたものを具体的なものとして議論

することを可能とすると考えられることから、対話が重要であるとされている。つまり、具

体化することにより、どのような問題を解決しなければならないのかという論点や議論の

出発点を共有することを可能にすると考えられる（田口 2018）。 

これらの指摘から、社会全体で討議する場の構成として、専門家の構成には、理工系研究

者と人文社会科学系研究者の参加が求められる。本研究を進めるうえで、理工系と人文社会

科学系の専門家が市民と協働する場の設定が求められる。 

それでは、市民については、どのように構成すればいいのだろうか。日本においても、環

境問題については、市民参加の機会が増えつつあるといわれている。しかしながら、日本で

の市民参加はまだ発展途上の部分が多いと指摘されている（前田ほか 2008）。世界の動向は、

投票参加が中心の間接民主主義を補完することを可能とする話し合いを通して、参加する
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直接民主主義による討議民主主義が広がっているという（井出 2012）。 

各国で市民参加の討議が広がる中において、Webler（1995）は、欧米での様々な市民参加

型の会議を比較分析し、会議の手続きについて考察をしている。その結果、会議の運営を権

威者が行わないことを前提として、公平性（fairness）と実効性（competence）という 2 つの

評価基準を示した。参加の公平性とは、市民全体を代表するような参加者であり、参加者が

発言の機会を与えられ、発言が尊重されることとしている。また、参加の実効性とは、参加

者が検討課題に対する自分の態度や価値観を振り返ることで理解を深め、また、参加者同士

で共通理解を深めることが可能であることとしている。 

本研究における、市民会議の手続きの要件である参加の公平性を担保するには、市民を代

表するような代表性の考慮が必要となる。また、科学的研究においては、母集団を反映した

サンプルが望ましいといわれる。しかしながら、本研究は、高レベル放射性廃棄物管理政策

の合意や意思決定を目指すものではなく、実施する市民会議もそのような位置づけではな

い。類似の研究を行っている八木ほか（2007a, 2007b）も、社会的意思決定の場ではないの

であれば、母集団を代表する構成である必要はないと指摘している。類似の指摘を Silverman

（1993）もしており、一般の人々を観察する特徴を考慮すると、国民的な広範囲にわたる代

表制のあるサンプルを分析するのではなく、小規模のサンプルを用いることを推奨すると

している。さらに、Wynne（1991）は、大規模な標準化されたアンケート調査では、複雑な

信念や理解が排除される可能性を懸念している。 

これらを踏まえ、本研究における市民の選定での参加の公平性については、その構成に偏

向がないこと、また、会議における発言等の機会を担保することで公平性とする。また、実

効性については、参加する市民が、高レベル放射性廃棄物処分政策の理解、そして、政策の

選好（賛成・中立・反対の選択）ができることを実効性とする。 

 

３．２．２．市民会議の考え方 

 

日本における原子力をテーマとする市民参加の研究として、八木ほか（2007a, 2007b）や

中村ほか（2016, 2017, 2018）がある。 

八木らは、市民と専門家の対話を実施し、原子力に関するコミュニケーションをとおして、

コミュニケーションの枠組み、そして、リスク認知の構造と信頼関係を示している。リスク

認知は技術的要因、社会的要因、コミュニケーションの要因から成立し、対話を通して市民

と専門家の両者に、信頼構築されることを明らかににしている。八木らが実施した対話は、

ワークショップに近いコミュニケーションの実践活動である。原子力施設立地地域（宮城県
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女川町：9 回実施、青森県六ケ所村：6 回実施）において、複数回開催している。市民参加

者は、地元の有志勉強会（女川町）および商工会青年部（六ケ所村）を中心として組織して

いる。市民参加者は、反復参加を要請していたが参加者数は 10～20 名で変動している。年

齢層は 40 歳代～60 歳代（女川町）、20 歳～40 歳代（六ケ所村）であった。日程およびテー

マについては、適宜、参加者の希望で調整し決定している。 

中村ほか（2016, 2017, 2018）は、環境ガバナンスの研究として、高レベル放射性廃棄物を

テーマにした市民会議を継続的に開催している。環境エネルギー政策の立案・評価への市民

の主体的な参画と対話のあり方の検討をしている。主眼は、対話の場の構成、専門家の配置

の有無の考察にあり、その結果として、市民が主体となって対話をする可能性を示している。

中村ほかは、2015 年から 2018 年にかけ、愛知県春日井市（3 回）、静岡県御前崎市（1 回）

において市民対話を開催している。市民参加者は、住民基本台帳より無作為抽出した 698～

1400 名に郵送で参加を呼びかけ、そのうちの 0.9%～2％が参加表明をし、5 名～14 名の市

民が参加している。 

八木ほか（2007b）は、原子力コミュケーションの機能不全を解消するため、質的研究の

観点から原子力コミュケーションの枠組みの検討をした。従来の原子力に関するコミュニ

ケーションやリスク研究では、定量的手法を用いた実証的な調査が可能かということに、研

究内容と研究目的が設定されていたという。その手法は、無作為抽出によりサンプルの代表

性を高め、可能な限り具体論から離れ、普遍的な結論を求めようとする傾向があったと指摘

する。研究手法の吟味に重点が置かれ、既存の手法やモデルに適応しない社会事象は研究対

象から除外されてしまう傾向があるという。結果として、有益な様々な知見は得られながら

も、統計的分析に適さない有益な知見が研究対象から落ちた可能性もあり、定量的研究にも

限界があると指摘する（八木ほか 2007b）。質的研究は対象となる人々の視点から問題のフ

レームを捉えることを重視し、定量的研究よりも現場に近い研究であると指摘する。そして、

質的研究と定量的研究を対立させるのではなく、２つは相補完的であるとしている（八木ほ

か 2007b）。 

今日、社会は多元化の一途をたどり、人間の心と社会に関わる様々な学問分野で、質的研

究が注目されているといわれる（Flick 1998）｡その背景には、社会にある現象がもはや当た

り前のものと言えなくなっていることが多いからだと指摘される。当たり前のものと言え

なくなった未知の現象へのアプローチでは、既成の理論のやり方では限界があることから、

量的研究の方法だけでは扱えない研究課題があると考えられる（Flick 1998, 岡村 2004）。質

的研究と定量的研究は本質的に２つのアプローチは異なるが、質的研究は定量的研究を補

完し、統計的な解釈の説明に貢献できるといわれる（Flick et al. 2004）。 
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これらの指摘を踏まえ、また、日本での既往の研究を考慮すると、フォーカス・グループ

（focus group）に着目できる。フォーカス・グループは、社会科学におけるデータ収集法と

して開発された手法である。単独で用いられることもあるが、質問票調査、観察、単独イン

タビューなど他の方法と一緒に用いられることもある（Flick 1998）。フォーカス・グループ

は、Merton（1957）が利用し広まったといわれ、グループ・ディスカッションの特殊型と考

えられている。特定のテーマ、話題にフォーカスし、参加者が意見を交わしながら議論をす

ることから、フォーカス・グループと呼ばれる。その特徴は、議論を通してグループにダイ

ナミクスが生じ、知見を深めるところにあるといわれる。人々の意思決定の多くは、周囲の

人々との会話の中で形成されていくという認識に支えられることから、この手法を用いる

ことで、実情に即した情報が得られるといわれる（関口 2013）。中でも、タブー視されてい

る話題に関する意見や態度を対象とする場合、秩序あるインタビューよりもグループによ

るディスカッションの力を利用する方が適切であると指摘される（Flick 1998）。本研究の議

論のテーマが、高レベル放射性廃棄物の処分問題という原子力分野であることからも、手法

として合目的と考えられる。 

グループは、12 名以上になると議論が抑制される恐れがあることから、通常、10 名程度

で構成される（Brannen and Nilsen 2002）。参加者は面識がなく、同質（性、年齢、民族、階

級、社会・経済的地位、教育レベルなど）であることで、自由な議論が促されるといわれる。

この同質という意味は、例えば、グループに雇用主と被雇用者がいる場合に、自由に意見を

述べあうことが困難となることが想定されることから、同質が望ましいとされる。 

以上より本研究で実践する市民会議をフォーカス・グループとして設計し、データ収集を

行い、研究課題を検証していくこととする。 

 

３．３ 市民会議の構成 

 

３．３．１ 市民の構成 

 

フォーカス・グループは、12 名以上で構成すると議論が抑制される懸念があることから、

通常は、10 名程度で構成されると述べた。本研究においても、参加市民 10 名で構成するこ

とも検討できるが、類似の先行研究の経験を参考とした。実践された先行研究では、参加を

表明していた市民が事前に参加辞退や当日欠席をしているケースが多数確認できる［参加

表明数／最終参加者数：24 名／16 名（前田ほか 2008），2015 年：17 名／12 名，2016 年：

16 名／13 名，2017 年：16 名／14 名，2018 年：10 名／5 名（中村ほか 2016，2017，2018）]。
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これらの先行事例から、参加承諾を事前に得ていても、会議開催当日の参加の確約とはなら

ず、欠席者を留意する必要があることがわかる。本研究では、後述するが、同じ参加者が事

前説明会を含めると合計 4 回にわたり、東京（新宿区）に集うことを計画している。よっ

て、市民参加者数については、欠員の可能性を考慮し構成する必要がある。 

つぎに、市民参加者の選定は、どのように行うべきであろうか。先述の中村たちの研究で

は、無作為抽出を行っている（中村ほか 2016，2017，2018, 中村 2019）。その結果、年齢

やジェンダーという属性が偏ってしまった。先述のとおり本研究では、偏向のないよう市民

の選定を行うことで、会議の手続きの要件である公平性を担保することとしている。よって、

属性に偏向がないように、次の 3 つの属性において、偏りのない選定を行うこととした。3

つの属性とは、居住地域：都市（首都圏）と地方（福島）、世代バランス（3 世代：18-29 歳、

30-59 歳、60 歳以上）、ジェンダーバランスである。さらに、フォーカス・グループに求め

られる同質性を考慮し、自由に議論できる場を想定し、地層処分の専門知識を有しないこと、

原子力産業に利害関係のないこと12も基準としてすることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を踏まえ、属性のバランスを考慮し、市民参加者を 12 名構成することとし、選定し

た13。表３－３に、本研究の市民参加者の構成を示す。表が示すように、居住地域の構成に

ついては、首都圏 9 名、福島 3 名となり、同数とすることができなった。当初は偏りがない

 
12 グループで討論することにより集団分極化（Group Polarization）が起こる可能性が指摘さ

れる（Sunstein 2002）。集団分極化とは、討論開始時点の参加者が中間点よりもどちらかに傾

斜する場合、討論することにより傾きの分布の方向にシフトしていく傾向となるといわれ

る。また、Janis (1991)は、集団が討論をすると、その失敗の要因として、他者の評価を気に

することで意見を述べない、あるいは、自信過剰により他者の主張を受け入れないという集

団思考 (Groupthink)となることを指摘している。これらの指摘を考慮し、原発推進・反原発

のいずれの活動に関与していないことを基準とした。 
13  市民の選定は、5 つの基準を充たす市民を研究を主催した研究会メンバーのネットワー

クにより選定を行なっている。 

年齢層 男性 女性 首都圏 福島

18-29歳 1 2 3

30-59歳 2 2 3 1

60歳以上 2 3 3 2

合計 5名 7名 9名 3名

市
民

表３－３ 市民の構成 

出所）筆者作成。山田ほか（2019; 2020; 2021）より。 
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よう、同数で調整を試みていた。しかしながら、開催場所が東京都内であり、また、合計 4

回の日程調整は、時間の制約があった。最終的に、全ての日程に参加可能な市民の居住地域

を、同数とすることができなかった。 

実際に会議を行ったところ、12 名全員が揃ったのは、事前説明会と第 1 回市民会議であ

った。この結果からも、市民参加者数 12 名というのは、合理的かつ妥当な人数であったと

考えられる。なお、いずれの会議の欠席者も、居住地域は首都圏であった。 

 

３．３．２ 専門家の構成 

 

専門家の構成は、地層処分に推進・慎重・中立という 3 つの立場を考慮した（表３－４）。

地層処分政策に対して、推進・慎重・中立という 3 つの立場の異なる専門家から市民への情

報提供は、意見の二項対立を避けるものである。先述の類似の既往研究では、八木ほか（2007a，

2007b）は、エネルギー工学専攻の大学教員 2 名で構成されているが、専門家は技術的な質

問への対応ということから、原子力政策等における立場は明示されていない。中村ほか

（2016, 2017, 2018）においては、工学系の研究員 1 名および大学教員 1 名の計 2 名で構成

され、地層処分政策に対し、肯定派・慎重派の立場を明らかにして参加している。よって、

本研究における、推進・慎重・中立という立場の異なる 3 名の専門家の構成は、先行研究に

はない、本研究の一つの特徴であるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、専門分野については、先述のとおり、社会全体で討議する場の構成要件を考慮し、

理工学系研究者と社会科学系研究者に協力を依頼した。したがって、研究協力の依頼に際し、

それぞれの立場を明確にし、既往の研究等に参加経験のあることを基準に人選を行った。 

3 名の専門家とは事前に打合せを行い、説明する内容は、社会的受容性 4 要因（技術・制

度・市場・地域）を中心とするものとした。地層処分に対するそれぞれの立場や社会的受容

性 4 要因は、多様な視点や論点を提示するものである。市民の日常である実社会には多様な

地層処分に推進の立場（研究機関所属・理学）

地層処分に慎重な立場（大学教員･物理化学）

地層処分に中立の立場（大学教員･科学技術社会学）

専
門
家

表３－４ 専門家の構成 

出所）筆者作成。山田ほか（2019; 2020; 2021）より。 
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考え方や価値観があることから、少しでも多様性のある社会状況に近い環境を整えること

を目指し、設計を行った。 

さらに、市民会議においては、研究代表者（大学教員、環境経済学が全体の司会進行役と

してファシリテーターの役割を務めた。 

 

３．４ 市民会議の実践 

 

先述のとおり、地層処分事業の実施主体である原子力発電環境整備機構（NUMO）は、2000

年に設立され、2002 年より文献調査地の公募を始めている。そして、公募開始と同時に、

国民との対話活動を継続的に行っている。その間、2007 年に高知県東洋町が文献調査への

応募をするものの、後に取り下げをして以来、処分事業に進展はなかった。 

本研究の市民会議は、処分事業に進展のなかった 2019 年 3 月～7 月に開催し、評価分析

を行っている。その後、2020 年 8 月になり、それまで進展のなかった事業が動きだすこと

になる。北海道の２つの自治体（寿都群寿都町、古宇郡神恵内村）が文献調査への応募表明

を行い、同年 11 月に、経済産業省が許可を出し、文献調査が動き始めている。北海道では

応募表明以来、頻繁に関連報道が行われており、関心は高くなっている14。しかしながら、

およそ 20 年におよぶ対話活動を NUMO は全国で展開をしているが、関心の広がりは全国

的とは言い難い状況である。従って、繰り返しになるが、本研究は、高レベル放射性廃棄物

管理政策に進展のない中で課題設定をし、データを収集し、考察が行っている。市民会議を

実践した時期も、進展のない状況にある中で開催されている。 

NUMO は、およそ 20 年にわたり対話活動を重ねているものの、対話活動の基本的な考え

方は「地層処分事業の内容およびその必要性と安全性等について全国のみなさまの理解を

得る活動」である15。NUMO の対話活動が、国民の信頼を得るための安全性の理解を深める

活動になっていることがわかる。これは、前章で示した、新しい科学技術をリスクも含め市

民社会に受容させることを目的とする、科学的理解を促す理解増進型コミュニケーション

である。この発想は、市民に科学の正しい理解が欠けているという「欠如モデル」に依拠し

ているという指摘ができる（平川 2015）。 

 

14 北海道新聞電子版（閲覧：2020 年 11 月 10 日～20 日)  

https://www.hokkaido-np.co.jp/tags/n_nuclear_waste 

15 原子力環境整備機構（NUMO）（閲覧：2019 年 4 月 10 日～15 日）
https://www.numo.or.jp/about_numo/ 
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大越ほか（2007）は、高レベル放射性廃棄物の地層処分の社会的受容に関し、日本の状況

をスウェーデンとフィンランドにおける PA（public acceptance）活動と比較分析している。

その結果、リスクコミュニケーションの向上の必要性を指摘している。大越らは、社会的受

容性と PA を同義としている。地層処分の政策が進展している北欧においては、受け身の社

会的受容性により、政策が進展しているという指摘もされている（Lidskog and Sundqvis 2004，

松岡ほか 2019）。この指摘を踏まえると、社会的受容性と PA を同義と捉えることも可能で

あったと考える。 

今日の社会的受容性論では、受け身であることから「欠如モデル」は批判される。しかし

ながら、リスクコミュニケーションや科学技術社会論では、「欠如モデル」は、批判をされ

ながらも継続的に議論される対話モデルでもある（科学技術社会論学会 2018, Trench 2008）。

そこで、実施する市民会議の対話形式については、まず、「欠如モデル」に着目し、対話形

式の検討を行う。 

 

３．４．１ 異なる３つの対話形式 

 

「欠如モデル (deficit model)」は、1980 年代の英国での「科学技術の公衆理解」（PUS: Public 

Understanding of Science）の議論の中で、科学技術社会論研究者である Wynne (1991) が、そ

れまでの PUS 活動を批判的に検討し、名付けたコミュニケーション・モデルである。 

Wynne が批判したころの PUS 活動は、一般の人々を科学知識の欠如した存在とし、一方

向的な情報提供による科学知識の伝達と科学知識の受容促進・啓蒙する活動であった。「科

学的合理性＝社会的合理性」であった時代、すなわち、科学的な予測やデータによる判断が

大多数の一般の人々も納得できた時代においては、PUS の枠組みを市民の知識が「欠如モ

デル」であるとして語ることができた（藤垣 2008c）。しかしながら、科学技術の知識（科

学的合理性）だけでは問題の解決が困難となり、双方向的な PUS への転換が図られていっ

た。その後、欠如モデルは批判されていくが、その解釈は多様であり、その多義性から欠如

モデルは絶えることなく、今日においてもその解釈をめぐって議論が行われている（科学技

術社会論学会 2018，Trench 2008）。 

コミュニケーション・モデルは、一方向から双方向へと転換が図られていき、欠如モデル

の代替モデルとして「文脈モデル（context model）」が議論されようになる。文脈モデルは、

「『状況』（文脈）に即した（situation-specific, contextualized）知識を一般の人々は有してい

る」（藤垣 2008b）と考える、文脈を踏まえたコミュニケーションのモデルである。文化人

類学者のギアーツ（1991）は、地域住民の現場の状況に依存した知識を「ローカル・ノレッ
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ジ：固有の知識（local knowledge）」とよんだ。Wynne（1996）は、地域住民とのコミュニ

ケーションを通して、現場の状況に基づいたローカル・ノレッジから研究者が気付くことの

なかった示唆を得る可能性があると指摘する。そして、住民は、それぞれの日常生活や仕事・

労働の状況（文脈）に即した役立つ知識体系を有していることから、市民の状況（文脈）を

踏まえた双方向のコミュニケーションの重要性を指摘した。それが、「文脈モデル」である。 

 さらに、リスクコミュニケーションにおいても、参加の必要性が指摘されるようになる。

前章で述べた、英国での、英国上院科学技術委員会による報告書『科学と社会（Science and 

Society）』（2000年）により、双方向の対話の姿勢を重視すべきであるということが明示さ

れる。双方向対話を通じた「知識交換（knowledge exchange）」を目指す、科学コミュニケ

ーションの政策が展開されていく（標葉 2016）。注目すべきこととして、この「知識」を、

単純な科学的知識に留めていないことが指摘できる。「知識」に、社会正義（social justice）

という価値観まで含んでおり、それぞれのアクターが持つ特有の知識をより意識している

のである（標葉 2016）。そして、研究者のコミュニケーション活動に対する意識の実態の

把握やコミュニケーション参加促進の施策が行われていく中で、参加の試みも実施され、双

方向のコミュニケーションから「市民参加」へと転換されていく（標葉 2016）。 

このように、リスクコミュニケーション研究は、受け身の「欠如モデル」から市民参加に

転換する中において、①一方向、②双方向、③参加型、という３つの対話形式が示されてい

る。Trench（2008）も、類似のコミュニケーション・モデルとして、「欠如モデル」・「対話

型（dialogue）モデル」・「参加型（participation）モデル」という３つのモデルを示してい

る。その上で、いずれのモデルも、優越や序列をつけるものではないとしている。そして、

それぞれのモデルは、状況に応じて活用しアプローチも変動し得るとしている。標葉（2016）

も、批判されている欠如モデルについて、問題は「科学技術情報を与えれば、科学技術受容

も促進される」という思考にあると指摘している。なぜなら、コミュニケーションにおいて、

情報の共有というのは重要な前提条件であり、基礎をなすものと位置づけられるからであ

るとしている。 

以上を踏まえ、本研究の市民会議を①一方向型、②双方向型、③参加型：市民主体の議論、

という３つの形式の会議として、実施する。そして、実施する順序については、先述の標葉

（2016）が指摘するように、情報の共有が重要な前提条件ということを考慮し、まず、一方

向形式の会議から実施することとする。 

なお、市民会議の実施の前に、市民参加者の高レベル放射性廃棄物管理政策の知識を一定

にすることを目的に、事前説明会を行っている。 
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３．４．２ 市民への事前説明会 

 

市民会議に先立ち、第 1 回市民会議の一週間前に事前説明会を開催した。事前説明会は、

市民参加者の高レベル放射性廃棄物管理政策に関する理解や知識を一定の水準にすること

を目的に、参加者同士のアイスブレーキングも兼ね実施した（表３－５）。 

事前説明会の内容は，市民会議を主催した研究グループの研究代表および副代表（2 名）

が行い、高レベル放射性廃棄物管理政策に関する、基本的な説明であった。なお、事前説明

会には、専門家 3 名は参加せず、市民参加者と研究主催した研究グループ・メンバーが参加

している。市民出席者は、市民参加者 12 名全員であった。当日会場で資料を配布し、資料

を投影しながら説明を行った。 

説明は、まず、研究代表（社会科学系）より、研究の趣旨説明が行われた。続いて、日本

における原子力発電後の使用済み核燃料、その処理、そして、処分というバックエンド問題

を説明し、併せて、海外の動向を概観した。次に、工学系の研究副代表より、高レベル放射

性廃棄物とは何か、そして、地層処分とはどのようなものかという、基礎的な技術的説明が

行われた。そして、最後に、社会科学系の研究副代表より、本研究における社会的受容性と

構成する 4 要因の説明が行われた。併せて、科学技術コミュニケーションにおける３つのモ

デル：欠如モデル、文脈モデル、市民参加モデルの説明も行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．４．３ 第 1回市民会議：一方向形式 

 

第 1 回市民会議では、専門家が参加市民に対して、地層処分に関する情報を一方向で説

明のみが行われている。すなわち、一方向形式の会議であり、質疑応答は行われていない。

参加市民は説明を聞くことに徹し、専門家は説明をすることに徹している。 

専門家の説明は、事前に準備した資料が、会議当日に参加市民に配布された。そして、専

13:00-13:10 趣旨説明(研究代表）

13:10-13:45 自己紹介

13:45-13:55 休憩

13:55-14:30

14:30-15:00

15:00-15:15

15:15-15:45 質疑応答

事前説明会

2019年3月16日(土)於早稲田大学(東京) 13時～15時45分

地層処分：日本と諸外国の動向　(研究代表)

地層処分の概要 (研究副代表･大学教員･水理地質学)

地層処分の社会的受容性 (研究副代表･大学教員･資源経済学)

表３－５ 事前説明会 

出所）筆者作成。山田ほか（2019; 2020）より。 
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門家は、資料を投影しながら、地層処分に関する専門的知識の説明を行っている。各専門家

の説明時間は 40 分とした（表３－６）。当日は、市民参加者 12 名全員が出席していた。な

お、各専門家は、他の専門家の説明には同席せず、別室で控えるようにしていた。 

専門家の説明は、それぞれの地層処分に対する立場を示し、次節で示す社会的受容性の評

価項目である 4 要因（技術・制度・市場・地域）および関連項目（信頼・世代間公平性・原

子力政策）について、それぞれの専門を中心に網羅的に行われた。推進の立場の専門家は、

高レベル放射性廃棄物とは何かということについて歴史的な経緯も含め地層処分の説明を

し、その必要性を示した（資料頁数 34 枚）。慎重な立場の専門家は、現行の地層処分政策に

おける懸念点を予算も含め示し、推進・慎重の両立場の利点・懸念点を並列し説明を行って

いる（資料頁数 40 枚）。中立の立場の専門家は、地層処分の考え方とその難しさを述べ、多

様な論点があることを提示した（資料頁数 35 枚）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．４．４ 第２回市民会議：双方向形式 

第２回市民会議（表３－７）は、参加市民と専門家が質疑や議論を行う双方向形式の会議

である。 

専門家ごとに、それぞれ前回（第 1 回市民会議）の説明の振返りを行い（5 分程度、第１

回と同じ説明資料を使用）、その後、参加市民と専門家による質疑応答と議論が行われた（各

20 分）。そして、市民が各専門家 3 名との討議を終えた後、参加市民・専門家・研究主催メ

ンバーによる総合討論が行われた（75 分）。なお、第２回市民会議では、市民に欠席 2 名（首

都圏在住者）がおり、当日は、参加市民 10 名が出席している。 

 

13:00-13:10 趣旨説明及び参加者紹介(ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ)

13:10-13:28 会議前質問票回答

13:28-13:33 休憩

13:34-14:15 地層処分に推進の立場から（専門家）

14:15-14:22 休憩

14:22-15:02 地層処分に慎重な立場から（専門家）

15:02-15:12 休憩

15:12-15:55 地層処分をどう考えるのか（専門家）

15:55-16:00 休憩

16:00-16:17 会議後質問票回答

16:17-16:25 休憩

16:25-17:00 質疑応答

第1回市民会議

2019年3月23日(土)於早稲田大学(東京)13時～17時

表３－６ 第 1回市民会議 

出所）筆者作成。山田ほか（2020）より。 
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３．４．５ 第３回市民会議：市民主体の議論 

 

第３回市民会議（表３－８）も双方向形式であるが、参加市民たちが主体となって地層処

分の議論を行うという、市民主体の会議である。議論は、「地層処分はなぜ難しいのか」と

いうテーマとして、社会的受容性の評価項目である 4 要因（技術・制度・市場・地域）およ

び関連項目（信頼・世代間公平性・原子力政策）について、ファシリテーターの司会により、

参加市民だけによる地層処分の議論が行われた（75 分）。その後、専門家と研究主催メンバ

ーも加わった、全員による総合討論が行われた（65 分）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、前半の参加市民だけの議論において、3 名の専門家は、同室で議論を傍聴していた

が、参加市民間の議論には参加をしていない。そして、後半の全体討論で、同じテーブルに

13:00-13:08 趣旨説明（ファシリテーター）

13:10-13:23 会議前質問票回答

13:23-13:27 休憩

13:27-13:50 地層処分に推進の立場から(専門家)第1回の要点(5分)･質疑･討論

13:50-14:15 地層処分に慎重な立場から(専門家)第1回の要点(5分)･質疑･討論

14:15-14:40 地層処分をどう考えるのか(専門家)第1回の要点(5分)･質疑･討論

14:40-14:55 休憩

14:55-16:10 総合討論

16:10-16:15 休憩

16:15-16:30 会議後質問票回答

16:30-17:00 全体のまとめ

第2回市民会議

2019年5月12日(日)於早稲田大学(東京) 13時～17時

表３－７ 第２回市民会議 

出所）筆者作成。山田ほか（2020）より。 

13:00-13:05 趣旨説明（ファシリテーター）

13:05-13:20 会議前質問票回答

13:20-14:35 市民討論：なぜ地層処分は難しいのか

　―技術的側面と社会的側面－

14:35-14:45 休憩

14:45-15:50 総合討論

15:50-16:05 会議後質問票回答

16:05-16:10 休憩

16:10-16:30 第1回･第2回の結果について

16:30-16:50 第1回･第2回の報告への質疑･応答

16:50-17:00 全体のとりまとめ

第3回市民会議

2019年7月20日(土)於早稲田大学（東京）13時～17時

表３－８ 第３回市民会議 

出所）筆者作成。山田ほか（2020）より。 
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つき議論に加わっている。第 3 回市民会議では、市民に欠席 1 名（首都圏在住者）がおり、

当日は、参加市民 11 名が出席している。 
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第４章 社会的受容性要因の会議別の分析 
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第４章 社会的受容性要因の会議別の分析 

 

４．１ 本章のねらい  

 

本章では、実際に、市民が現行の地層処分政策を考える場を設定し、「「市民が高レベル

放射性廃棄物管理政策の判断をするときに、社会的受容性４要因（技術・制度・市場・地域）

は、どのように関係し、また、それらは変化をするのか明らかにする」という課題を検証し

ていく。 

本章のねらいは、３回実施した市民会議別の分析をとおして、市民の政策の選好（政策の

賛否）を示し、その判断に関係する要因を明らかにし、それらが 3 回の会議においてどのよ

うな変化を示すのか、あるいは、一定なのかということを明らかにすることにある。また、

検証には、第 3 章で示した社会的受容性 4 要因（技術・制度・市場・地域）と関連項目を分

析枠組みとして用いる。 

  

４．２ 分析の方法 

 

本章での分析は、参加市民の質問票の回答を第１回市民会議から第 3 回市民会議の 3 つ

の会議ごとに集計した。そして、5 件法の回答（選択肢①～⑤）を、「賛成・肯定的評価」

（①「賛成」「そう思う」+②「どちらかといえば賛成」「どちらかといえばそう思う」）」、「ど

ちらでもない」（③「どちらでもない」）、「反対・否定的評価」（④「どちらかといえば反対」

「どちらかといえばそう思わない」＋⑤「反対」「そう思わない」）」の 3 段階に再集計した。 

次に、3 段階に再集計した結果である「賛成・肯定的評価」、「どちらでもない」、「反対・

否定的評価」を（+1, 0, -1）としてスコア化した。 

また、政策選好については、各会議の会議前と会議後でどのような変化をしたかというこ

とを可視化するために、数量化も行った。数量化は、政策選好の「賛成・どちらでもない」

の間で賛否の方向を問わず、政策選好の変化を数えるものである。例えば、「反対」から「ど

ちらでもない」に変化した場合、変化量は１、「賛成」から「反対」に変化した場合は変化

量 2 となる。なお、スコアと変化量については、それぞれの平均を算出することとする。会

議において欠席者がいたことより、３つの会議の比較検討するために平均を用いる。研究に

参加した市民は 12 名であったが、12 名全員が揃ったのは事前説明会と第 1 回市民会議であ

った。第 2 回市民会議の市民参加者は 10 名（欠席 2 名は首都圏居住者）、第 3 回市民会議
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の市民参加者は 11 名（欠席 1 名は首都圏居住者）であった。 

さらに、市民の政策選好の判断要因を明らかにするため、政策選好と評価項目である社会

的受容性 4 要因（技術・制度・市場・地域）と関連項目（信頼・世代間公平性・原子力政策）

の関係について、政策選好と評価項目の相関係数を算出16し考察も行った。  

以上の方法により、会議別の評価分析を行っていく。市民の政策選好の結果とその政策選

好をどのように判断するのか、換言すると、政策選好の判断に評価項目のどの要因が関係す

るのか、ということを考察する。 

 

４．３ 分析結果 

 

４．３．１ 市民の政策選好と判断に関係する要因 

 

４．３．１．１ 市民会議別の政策選好と変化 

 

図４－１に、３回の会議別の、参加市民の政策選好の結果を示す。図中の矢印と矢印に付

随する数字は、それぞれの会議において、会議前と会議後の選好の変化を示している。矢印

と変化人数を表示したのは、会議前と会議後の政策選好の結果が同じ人数になる場合もあ

り、政策選好の変化の確認ができなくなるからである。例えば、第２回市民会議は、政策選

好に「賛成、どちらでもない、反対」が会議前（5, 2, 3）と会議後（5, 2, 3）が同じであった。

この選好の結果からでは、会議前後での変化は示されない。よって、変化を可視化し確認が

できるように変化を矢印と人数で示している。 

まず、第 1 回市民会議の結果である。第１回会議は一方向形式であった。専門家からの情

報提供前の第 1 回市民会議前の政策選好「賛成、どちらでもない、反対」の結果は、（5, 2, 

5）であった。賛成（5）と反対（5）は同数となった。市民の選定については先述（第 3 章）

したが、選定基準に、原子力業界や反原発団体等と関与のない市民を前提としている。また、

地層処分政策に対しての考えについて、事前に確認も行っていない。よって、会議前の結果

において賛否が同数となったのは、市民の率直な政策選好の結果である。そして、第１回市

民会議後の結果は、「賛成、どちらでもない、反対」が（3, 4, 5）であった。政策選好に変化

のない人が 8 人（全体 12 人）であり、「賛成」が減り「どちらでもない」が増えた。また、

賛成・反対の間での変化はなかった。 

 
16 算出には、Excel 2016 の相関係数式を使用。 
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次に、双方向型の第２回市民会議の結果である。結果は、会議前後とも「賛成、どちらで

もない、反対」が（5, 2, 3）であった。会議前と会議後の政策選好の変化を見ると、政策選

好に変更のなかった市民は 5 人（全体 10 人）である。「賛成から反対」に選好に変化のあっ

た市民が 1 人おり、賛成・反対の間での変化は第 1 回では示されなかった変化である。ま

た、「どちらでもない」から「賛成」に変化した市民も 1 人おり、政策選好の変化が第 1 回

よりも多いことが確認できる。 

最後は、市民主体で議論を行った第 3 回市民会議の結果である。会議前は「賛成、どちら

でもない、反対」が（7, 1, 3）であり、会議後の結果は「賛成、どちらでもない、反対」が

（6, 4, 1）であった。会議後に、政策選好に変更のなかった市民は７人（全体 11 人）であっ

た。会議後に「反対」から「賛成」に選好を変えた市民が 1 人おり、この「反対から賛成」

という否定的な選好から肯定的な選好への変化は、第 1 回・第 2 回では示されなかった変

化である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議前

※数字は人数 3

2

1

1 1

4

会議後

会議前

※数字は人数 4 1

2

1     1 1

会議後

会議前

※数字は人数 5

       2

   1

1

1 1

会議後

5 2 3

5 2

第1回市民会議（一方向：市民出席者12名)

賛成（①+②） ③どちらでもない 反対（④+⑤）

5

第3回市民会議（市民主体：市民出席者11名）

第2回市民会議（双方向：市民出席者10名）

6 4

賛成（①+②） ③どちらでもない

7

凡例：     賛成方向への変化　 　  反対方向への変化　 変化なし

1

1 3

2 5

3 4 5

反対（④+⑤）

3

賛成（①+②） ③どちらでもない 反対（④+⑤）

図４－１ 各会議における市民の政策選好とその変化 

出所）筆者作成。山田ほか（2020）より。 
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表４－１に、各会議の会議前・会議後の平均スコアと平均変化量の結果を示す。 

第 1 回市民会議は，第 2 回と第 3 回に比べて平均変化量が少なく、会議後の平均スコ

アが（−0.17）と負であることから、否定的に評価が変化していることが示されている。

第 2 回市民会議は、平均変化量が（0.60）となっており３回の中で最も変化が多い。次

に変化が多かったのは、第 3 回市民会議の（0.45）である。また、第 1 回から第 3 回へ

と会議を重ねるごとに、会議後のスコアが（-0.17，0.20，0.45）と変化していることか

ら、政策選好が肯定的に変化していることが示されている。なお、全 3 回に出席した 10

名においても、同じように算出を行い、同じ傾向を示すことを確認した。 

 

４．３．１．２ 政策選好と評価項目との相関分析 

 

次に、参加市民が地層処分政策の選好を判断するときに、どのような根拠で判断するのか、

あるいは、政策選好の判断に何が関係するのかということを明らかにするため、政策選好と

評価項目の相関係数を算出した。相関係数については、X=政策選好、Y=評価項目として、

下記で算出をしている。 

 

 

 

評価項目は、社会的受容性 4 要因（技術・制度・市場・地域）と関連項目である信頼・世

代間公平性・原子力政策の設問から、主要設問を抜粋し、表４－２に示す。そして、算出し

た政策選好と評価項目との相関係数の結果を、表４－３に示す。なお、全 3 回の会議に出席

した 10 名についても、同様に相関係数を算出し、ほぼ同じ傾向であることを確認した。 

 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙 (𝑋, 𝑌) =
  𝑥𝑖 − 𝑥   𝑦𝑖 − 𝑦 

   𝑥𝑖 − 𝑥 2    𝑦𝑖 − 𝑦 2
 

市民会議 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回

市民出席者12名 市民出席者10名 市民出席者11名

会議前
平均スコア 0.00 0.20 0.36 0.00 0.20 0.30

会議後
平均スコア -0.17 0.20 0.45 -0.30 0.20 0.40

平均
変化量 0.33 0.60 0.45 0.40 0.60 0.50

全3回出席10名

表４－１ 各会議のスコアと変化量 

出所）筆者作成。山田ほか（2020）より。 
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相関係数の結果より、地層処分政策選好に技術（問２：地層処分の安全性）は、3 回の会

議を通して高い相関性が示され、中でも、会議後の相関性は高いことが確認できる。制度（問

8：法制度に基づく実施）も、3 回の会議を通して政策選好と高い相関性が示される。市場

（問 15：地層処分は中間貯蔵よりも経済的である）は、第１回と第３回の会議後では政策

選好と高い相関性が示される。地域（問 18：地域間公平性）は、第 2 回の会議前で政策選

好とやや高い相関性が示される。信頼（問 23：国・NUMO の説明責任）は、必ずしも有意

ではないが第 2 回会議前後と第 3 回会議後に政策選好とやや高い相関性があることが示さ

れる。世代間公平性（問 32：現在世代の責任で最終処分）は、第 1 回と第 2 回は有意では

ないが市民会議後に政策選好と高い相関性を示す。原子力政策（問 33：原発再稼働）は、3

技術

制度

市場

地域

信頼

世代間公平性

原子力政策

関
連
評
価
項
目

国や実施機関（NUMO）は地層処分において情報公開や説明責任を果たし
ているか。

私たちが発生させた高レベル放射性廃棄物は、私たちの世代で地層処分
すべきか。

原子力発電所の再稼働についてどのように思うか。

4
要
因

社
会
的
受
容
性

高レベル放射性廃棄物の地層処分は安全と思うか。

回答: ①そう思う, ②どちらかといえばそう思う, ③どちらでもない, ④どちらかといえばそう思
わない, ⑤思わない

「最終処分法(2000年)」に従って地層処分を実施すべきと思うか。

地層処分は中間貯蔵（乾式地上保管）よりも経済的に合理的であると思
うか。

一箇所(一地域)に処分をすることは、地域間公平性から公平と思うか。

政策選好 高レベル放射性廃棄物の地層処分政策についてどう思うか。

回答:①賛成, ②どちらかといえば賛成, ③どちらでもない, ④どちらかといえば反対, ⑤反対

表４－２ 主要評価項目と設問（会議別の分析） 

 

出所）筆者作成。山田ほか（2020）より。 

地層処分政策選好（問1）との相関 会議前 会議後 会議前 会議後 会議前 会議後 会議前 会議後 会議前 会議後 会議前 会議後

技術 地層処分の安全性（問2） 0.59
*

0.73
**

0.57
#

0.70
* -0.16 0.72

**
0.51

#
0.77

**
0.57

#
0.70

* -0.28 0.65
*

制度 法律に従って実施すべき(問8) 0.69
** 0.46 0.71

*
0.68

*
0.97

***
0.89

***
0.66

*
0.89

***
0.71

*
0.68

*
0.96

***
0.87

***

市場 中間貯蔵より経済的（問15） 0.19 0.66
* 0.48 0.07 0.45 0.77

** 0.22 0.46 0.48 0.07 0.31 0.72
*

地域 地域間の公平性（問18） 0.07 -0.13 0.79
** 0.53 0.19 0.40 0.08 0.15 0.79

** 0.53 0.00 0.41

信頼　国・NUMOの説明責任（問23） -0.19 0.40 0.66
* 0.52 0.07 0.66

* 0.00 0.70
*

0.66
* 0.52 0.25 0.60

*

世代間公平性 現世代で処分（問32） 0.14 0.61
* 0.29 0.53 0.07 0.26 0.46 0.48 0.29 0.53 -0.11 0.11

原子力政策　原発再稼働（問33） 0.37 0.28 0.19 0.10 0.23 -0.04 0.29 0.07 0.19 0.10 0.30 -0.14

社
会
的
受

容
性
4

要
因

相関係数（5段階）[両側検定] 第1回（一方向）

市民出席12名

第2回（双方向）

市民出席10名

第3回(市民主体)

市民出席11名

# p<.1,  * p<.05,    **<.01,    ***<.001

全3回出席10名

第1回（一方向） 第2回（双方向） 第3回(市民主体)

表４－３ 政策選好と評価項目の相関係数 

 

出所）筆者作成。山田ほか（2020）より。 
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回全ての市民会議において、政策選好との相関性は低くなっている。 

 相関係数の結果を整理すると、必ずしも有意ではないが、全ての評価項目が政策選好と相

関性があることが示され、中でも、社会的受容性 4 要因（技術・制度・市場・地域）は比較

的高い相関性が示されている。つまり、技術と制度の要因が、政策選好と高い相関性がある

ことが明示された。 

 

４．３．２ 政策選好と社会的受容性 4要因 

 

４．３．２．１ 政策選好と技術的要因 

 

 相関係数の結果より、技術（問 2: 地層層処分の安全性）が市民の政策選好と高い相関性

のあることが示された。質問票には「地層層処分の安全性（問 2）」の他にも技術的要因の

設問があることから、本項では、技術的要因の設問と政策選好のクロス集計を行い、市民の

技術的要因の評価を考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛成
(①+②)

どちらで
もない

反対
(④+⑤)

賛成
(①+②)

どちらで
もない

反対
(④+⑤)

賛成
(①+②)

どちらで
もない

反対
(④+⑤)

賛成
(①+②)

どちらで
もない

反対
(④+⑤)

賛成
(①+②)

どちらで
もない

反対
(④+⑤)

賛成
(①+②)

どちらで
もない

反対
(④+⑤)

そう思う
(①+②) 3 1 3 3 1 3 1 5 1 1 5 3 6

どちらで
もない 2 1 1 2 1 2 1 2 1

思わない
(④+⑤) 1 4 4 1 2 1 2 2

そう思う
(①+②) 1 1 3 2 1 3 1 1 5 1 1 4 1 1 5 2

どちらで
もない 2 1 1 2 1 2 1 2 1

思わない
(④+⑤) 2 1 3 3 2 1 2 3 2 1

そう思う
(①+②) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

どちらで
もない 1 1 3 2 1 2 1

思わない
(④+⑤) 2 2 3 2 3 4 2 1 2 3 1 2 5 1 2 4 2 1

そう思う
(①+②) 1 2 2 4 1 4 1 4

どちらで
もない 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2

思わない
(④+⑤) 3 2 5 1 5 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1

そう思う
(①+②) 2 1 3 1 1 1 2 3

どちらで
もない 3 1 1 1 2 3 1 2 1

思わない
(④+⑤) 2 2 5 3 5 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 3 1

そう思う
(①+②) 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1

どちらで
もない 1 1 1 1 3 2 1 2

思わない
(④+⑤) 3 2 5 2 3 4 3 2 2 1 1 3 2 1 2 3

そう思う
(①+②) 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2

どちらで
もない 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1

思わない
(④+⑤) 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 4 1 1

（市民出席者11名）

(

問
3
6

)

事
故
の
可
能
性

確
認
設
問
･

（市民出席者11名）

(

質
問
2

)

処
分
の
安
全
性

HLW地層処分政策選好 (問1)

技
術
要
因

(

問
7

)

安
全
性

地
下
水
の

(

問
3

)

確
立

科
学
技
術
の

(

問
4

)

安
全
性

中
間
貯
蔵
の

(

問
5

)

安
全
性

超
長
期
の

(

問
6

)

安
全
性

地
質
環
境
の

第1回会議前 第1回会議後 第2回会議前 第2回会議後 第3回会議前 第3回会議後

（市民出席者12名）（市民出席者12名）（市民出席者10名）（市民出席者10名）

表４－４ 政策選好と技術的要因のクロス集計 
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質問票において技術的要因として、6 つの設問と１つの確認質問で構成されている。設問

項目は、「地層層処分の安全性（問 2）」、「地層処分の技術の確立（問 3）」、「中間貯蔵（地上

乾式保管）の安全性（問 4）」、「超長期の安全性（問 5）」、「地質環境の安全性（問 6）、地下

水の安全性（問 7）」、そして、地層処分の安全性の設問の確認として設定した「事故が起こ

る可能性（問 36）」という７項目である。クロス集計の結果を、表４－４に示す。また、こ

の会議前後別のクロス集計をスコア化し、その結果を表４－５に示す。なお、スコアは、平

均スコアである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、政策選好が「賛成」の参加市民は、「地層処分の安全性（問 2）」を、総じて肯定的

に評価している。全ての会議後の評価が平均スコア（1.0）であることから、一貫して肯定的

な評価となっている。「地層処分の技術の確立（問 3）」は、会議で差はあるものの、会議後

には肯定的な評価となっている。「中間貯蔵の安全性（問 4）」は、第１回会議前は評価が分

かれるが、それ以降は否定的な評価である。中間貯蔵に否定的な評価ということは、地層処

分の政策を肯定的に捉えていることと整合することが示される。なお、「中間貯蔵の安全性

（問 4）」のスコアは反転させている。「超長期の安全性（問 5）」は、各会議においても評価

にばらつきがあるが、どちらかといえば肯定的な評価である。「地質環境の安全性（問 6）」

および「地下水の安全性（問 7）」については、肯定的・中立・否定的な評価のいずれもが示

され、評価にばらつきのあることが確認される。また、「事故の可能性（問 36）」は、各会議

でばらつきがあるものの、どちらかというと否定的な評価であることから、事故の可能性は

低いとしている。なお、スコアは反転させている。 

つまり、政策選好が「賛成」の市民は、地層処分の安全性について、技術は確立され、地

上保管より地層処分を安全とし、超長期の安全性や事故についても大丈夫だろうという評

価をしている。しかしながら、地質環境や地下水については、その限りではない。 
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※中間貯蔵の安全性(問4）及び確認設問･事故の可能性(問36）のスコアは反転させている

第3回会議前 第3回会議後

地質環境の
安全性（問6）

地下水の
安全性（問7）

確認設問：事故の
可能性(問36) ※

第1回会議前

処分の安全性
(問2)

科学技術の確立
(問3)

中間貯蔵の
安全性(問4) ※

超長期の
安全性（問5）

第1回会議後 第2回会議前 第2回会議後

表４－５ 政策選好と技術的要因のクロス集計のスコア化 
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次に、政策選好が「どちらでもない」の市民は、「地層処分の安全性（問 2）」について、

肯定的な評価も確認されるが、やや否定的な評価が示される。「地層処分の技術の確立（問

3）」および「中間貯蔵の安全性（問 4）」は肯定的な評価と否定的な評価に分かれている。

「超長期の安全性（問 5）」は、第 1 回会議では評価が肯定と否定で分かれるが、第 2 回お

よび第 3 回では、否定的な評価である。「地質環境の安全性（問 6）」および「地下水の安全

性（問 7）」は、否定的な評価であることが確認される。また、「事故の可能性（問 36）」の

評価はばらつきがあるが、やや肯定的な評価であり、事故の可能性があるという評価である。 

つまり、政策選好が「どちらでもない」の市民は、地層処分の安全性について、地上保管

より安全とし、一定の技術は認めながらも、超長期の安全性は認められず、地質環境や地下

水に不安があり事故の懸念もあり、地層処分の安全性をやや否定的に評価している。 

最後に、政策選好が「反対」の市民は、「地層処分の安全性（問 2）」および「超長期の安

全性（問 5）」の評価は、第 3 回会議前を除き、否定的な評価の傾向が示される。「地層処分

の技術の確立（問 3）」および「中間貯蔵の安全性（問 4）」は肯定的な評価も示されるが、

やや否定的な評価の傾向である。地層あるいは地上のいずれの処分方法も否定的な評価と

いうことが示される。「地質環境の安全性（問 6）」は、否定的な評価である。「地下水の安

全性（問 7）」は、第 3 回会議前に肯定的な評価も示されるが、否定的な評価の傾向が確認

される。「事故の可能性（問 36）」は、会議において、評価にばらつきのあることが示され

る。 

つまり、政策選好が「反対」の市民は、地層処分の安全性について、一定の技術を多少認

めながらも、地上保管と地層処分のいずれの安全性も認められず、超長期の安全性、地質環

境や地下水に不安があり、事故の可能性も考えられ、地層処分の安全性を否定的に評価して

いる。 

技術的要因の政策選好の判断への関係性を整理すると、政策選好が「賛成」の判断には、

地層処分の安全性や技術の確立が関係していることが示されたが、技術に関し、地質環境や

地下水の安全性などに疑念のあることが示された。また、政策選好が「どちらでもない」「反

対」の判断には、技術的な確立はやや認めるものの、総じて批判的な評価であることが示さ

れた。 

 

４．３．２．２ 政策選好と制度的要因 

 

同様に、制度についても、政策選好と全ての制度的要因の設問（５問）と確認質問（1 問）

のクロス集計を行った。制度的要因の設問は、「法制度に従い地層処分を実施（問 8）」、「国
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の積極関与の妥当性（問 9）」、「国・NUMO の十分な情報公開（問 10）」、「市民参加の討論

の実施（問 11）」、「市民参加の制度（問 12）」、そして、地層処分の政策プロセスに関する確

認質問として設定した「国民との対話が不充分（問 37）」という６項目である。 

クロス集計の結果を、表４－６に示す。また、会議前後別のクロス集計をスコア化し、そ

の結果を表４－７に示す。なお、スコアは、平均スコアである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、政策選好が「賛成」の参加市民は、「法制度に従い地層処分を実施（問 8）」と「国

の積極関与の妥当性（問 9）」については、否定と中立の評価も確認されるものの、傾向と

しては肯定的な評価である。「国・NUMO の十分な情報公開（問 10）」は、肯定的な評価も

確認されるものの、傾向としては否定的な評価である。「市民参加の討論の実施（問 11）」、

「市民参加の制度（問 12）」は、否定的な評価である。また、地層処分の政策プロセスに関

する確認質問の「国民との対話が不充分（問 37）」は、クロス集計では肯定する評価である

ことから、対話が不充分であるという評価をしている。 

つまり、政策選好が「賛成」の市民は、地層処分に関する制度について、法制度に従い地

層処分を実施することを認め、政府の積極的な関与を妥当としている。しかしながら、政府
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表４－６ 政策選好と制度的要因のクロス集計 
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や NUMO の情報公開は不十分であり、地層処分に関する市民参加の討論も実施されず、市

民参加の制度は不十分としている。 

次に、政策選好が「どちらでもない」の参加市民は、「法制度に従い地層処分を実施（問

8）」を否定的に評価している。「国・NUMO の十分な情報公開（問 10）」については、肯定

と中立の評価が確認されるものの、傾向としては、否定的な評価である。「市民参加の討論

の実施（問 11）」、「市民参加の制度（問 12）」は、一貫して否定的な評価である。また、確

認質問の「国民との対話が不充分（問 37）」は、クロス集計では肯定的な評価が示されるこ

とから、対話が不充分という評価をしている。一方、「国の積極関与の妥当性（問 9）」は、

否定と中立の評価も確認されるものの、傾向としては肯定的な評価である。 

つまり、政策選好が「どちらでもない」の市民は、地層処分に関する制度について、政府

や NUMO の情報公開は不十分であり、地層処分に関する市民参加の討論も実施されず、市

民参加の制度も不十分として法制度に従い地層処分を実施することを認めていない。しか

しながら、政府の積極的な関与については、妥当としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、政策選好が「反対」の市民は、「法制度に従い地層処分を実施（問 8）」、「国・NUMO

の十分な情報公開（問 10）」については、中立の評価が確認されるものの、傾向としては、

否定的な評価である。「市民参加の討論の実施（問 11）」、「市民参加の制度（問 12）」は、一

貫して否定的な評価である。確認質問の「国民との対話が不充分（問 37）」は、クロス集計

では肯定的な評価を示しており、対話が不充分という評価をしている。一方、「国の積極関

与の妥当性（問 9）」については、評価が肯定・中立・否定でわかれ、ばらつきが確認され

る。 

つまり、政策選好が「反対」の市民は、地層処分に関する制度について、政府や NUMO

の情報公開は不十分であり、地層処分に関する市民参加の討論も実施されず、市民参加の制

度も不十分として法制度に従い地層処分を実施することを認めていない。しかしながら、政

府の積極的な関与については、評価の傾向が示されなかった。 
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表４－７ 政策選好と制度的要因のクロス集計のスコア化 
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制度的要因の政策選好の判断への関係性を整理すると、政策選好が「賛成」の判断には、

法制度に従い地層処分を実施することや政府の積極的な関与を妥当と考えていることが判

断に関係していることが示された。一方で、市民参加の仕組みなど政策プロセスについては

不充分としていることから、「賛成」の選好と矛盾する。よって、政策選好の判断には関係

していないことが示された。政策選好が「どちらでもない」「反対」の選好には、地層処分

の制度の要因を不充分と評価していることから、選好の判断に関係していることが示され

た。しかしながら、国の関与の選好判断への関係は、確認されなかった。 

 

４．３．２．３ 政策選好と市場的要因 

 

市場についても、政策選好と全ての市場的要因の設問（３問）と確認質問（1 問）のクロ

ス集計を行った。市場的要因の設問は、「地層処分は中間貯蔵よりも経済的に合理的である

（問 15）」、「産業振興などの経済効果がある（問 16）」、「立地地域は不評被害などの不利益

を受ける（問 17）」、また、地層処分の市場に関する確認質問の「立地地域に十分な経済的

な見返りはない（問 38）」という４項目である。クロス集計の結果を、表４－８に示す。ま

た、会議前後別のクロス集計をスコア化した結果を表４－９に示す。なお、スコアは、平均

スコアである。 
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表４－８ 政策選好と市場的要因のクロス集計 
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まず、政策選好が「賛成」の参加市民は、「地層処分は中間貯蔵よりも経済的である（問

15）」の評価において、肯定・中立・否定で評価がわかれており、評価のばらつきが確認さ

れる。「立地地域に経済効果がある（問 16）」は、第 1 回会議を除き否定的な評価である。

「立地地域は不評被害などの不利益を受ける（問 17）」は、クロス集計では肯定する評価で

あることから、風評被害があるという評価をしている。また、地層処分の市場に関する確認

質問の「立地地域に十分な経済的な見返りはない（問 38）」は、クロス集計では肯定する評

価であることから、経済的な見返りがないという評価である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、政策選好が「賛成」の市民は、地層処分に関する市場的要因、すなわち経済的な

側面について、地層処分が中間貯蔵という乾式地上保管よりも経済的という評価の判断が

つかず、立地による経済効果も期待できず、立地地域は風評被害を受けると考えている。 

次に、政策選好が「どちらでもない」の参加市民は、「地層処分は中間貯蔵よりも経済的

である（問 15）」の評価においては、会議ごとで肯定・中立・否定の評価にわかれ、ばらつ

きが示されるが、やや否定的な評価である。「立地地域に経済効果がある（問 16）」は、会

議ごとで肯定・中立・否定の評価にわかれ、一定の傾向が示されていない。「立地地域は不

評被害などの不利益を受ける（問 17）」は、クロス集計では肯定する評価であることから、

風評被害があるという評価をしている。また、地層処分の市場に関する確認質問の「立地地

域に十分な経済的な見返りはない（問 38）」は、クロス集計では肯定する評価であることか

ら、経済的な見返りがないという評価である。 

つまり、政策選好が「どちらでもない」の市民は、地層処分の経済的な側面について、地

層処分が中間貯蔵よりも経済的であるという評価はしておらず、立地による経済効果も期

待できず、立地地域は風評被害を受けると考えている。 

最後に、政策選好が「反対」の参加市民は、「地層処分は中間貯蔵よりも経済的である（問

15）」、「立地地域に経済効果がある（問 16）」を、肯定や中立の評価が確認されるものの、

否定的な評価を示している。「立地地域は不評被害などの不利益を受ける（問 17）」は、ク
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表４－９ 政策選好と市場的要因のクロス集計のスコア化 
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ロス集計では肯定する評価であることから、風評被害があるという評価をしている。また、

地層処分の市場に関する確認質問の「立地地域に十分な経済的な見返りはない（問 38）」は、

クロス集計では肯定する評価であることから、経済的な見返りがないという評価である。 

つまり、政策選好が「反対」の市民は、地層処分の経済的な側面について、地層処分が中

間貯蔵より経済的合理性があるという評価はしておらず、立地による経済効果も期待でき

ず、立地地域は風評被害を受けると考えている。 

市場的要因の政策選好の判断への関係性を整理すると、政策選好が「賛成」の判断には、

技術や制度の要因ほど政策選好に関係していないことが示された。一方で、政策選好が「ど

ちらでもない」「反対」の判断には、市場的要因を否定的評価していることから、関係して

いることが示された。 

 

４．３．２．４ 政策選好と地域的要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域についても、政策選好と全ての地域的要因の設問（５問）と確認質問（１問）のクロ

ス集計を行った。地域的要因の設問は、「一箇所処分することの地域間公平性（問 18）」、「交
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表４－１０ 政策選好と地域的要因のクロス集計 
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付金等による地域の経済発展の可能性（問 19）」、「選定プロセスでの地域住民の声・意思の

尊重（問 20）」、「選定における地域の文化・社会的配慮（問 21）」「処分後の立地地域の安全

確保（問 22）」また、地層処分の地域に関する確認質問として設定した「立地地域に風評被

害はない（問 39）」という６項目である。クロス集計の結果を、表４－１０に示す。また、

会議前後別のクロス集計をスコア化した結果を、表４－１４に示す。なお、スコアは平均ス

コアである。 

まず、政策選好が「賛成」の参加市民は、「一箇所処分することの地域間公平性（問 18）」

の評価において、肯定・中立・否定の評価が確認されるものの、やや否定的な評価である。

「交付金等による地域の経済発展の可能性（問 19）」については、肯定・中立・否定の評価

でばらつきがあり、評価の傾向は示されない。「選定プロセスでの地域住民の声・意思の尊

重（問 20）」、「選定における地域の文化・社会的配慮（問 21）」、「処分後の立地地域の安全

確保（問 22）」、確認質問の「立地地域に風評被害はない（問 39）」についても、肯定・中立

の評価も確認されるものの、否定的な評価である。 

つまり、政策選好が「賛成」の市民は、地層処分に関する地域的要因について、一箇所処

分は地域間公平性がなく、選定プロセスでの地域の配慮を欠き、風評被害を懸念し、交付金

による経済発展については判断をしかねている。 

次に、政策選好が「どちらでもない」の参加市民は、「一箇所処分することの地域間公平

性（問 18）」について、肯定・中立・否定の評価が確認されるものの、やや否定的な評価で

ある。「交付金等による地域の経済発展の可能性（問 19）」については、肯定・中立・否定の

評価にわかれ、ばらつきがあることから、評価の傾向が示されない。「選定プロセスでの地

域住民の声・意思の尊重（問 20）」、「選定における地域の文化・社会的配慮（問 21）」、「処

分後の立地地域の安全確保（問 22）」、そして、確認質問の「立地地域に風評被害はない（問

39）」は、肯定・中立の評価も示されるものの、否定的な評価である。 
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表４－１１ 政策選好と地域的要因のクロス集計のスコア化 
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つまり、政策選好が「どちらでもない」の市民は、地層処分に関する地域的要因について、

一箇所処分は地域間公平性がなく、選定プロセスでの地域の配慮を欠き、風評被害を懸念し、

交付金による経済発展については判断をしかねている。 

最後に、政策選好が「反対」の参加市民は、第 1 回会議では、肯定・中立の評価も確認さ

れるが、地域的要因のすべての項目を否定的に評価している。つまり、政策選好が「反対」

の市民は、地層処分に関する地域的要因について、一箇所処分は地域間公平性がなく、風評

被害を懸念し、交付金による経済発展、また、選定プロセスでの地域の配慮を欠くとしてい

る。 

地域的要因の政策選好の判断への関係性を整理すると、政策選好が「賛成」の市民の評価

と「どちらでもない」の市民の評価は類似している。すなわち、「賛成」の政策選好の判断

には、地域の要因の関係は弱いと考えられる。一方、「どちらでもない」の判断には、「地域

の経済発展」の評価の傾向は示されなかったが、「地域の経済発展」も含め政策選好の判断

に関係したというが可能性考えられる。また、政策選好が「反対」の判断には、地域的要因

を否定的な評価をしていることから、関係していることが示された。 

 

４．３．３ 政策選好と関連項目 

 

続いて、関連項目についても、同様の分析を行い、次のとおり、結果を示す。 

 

４．３．３．１ 政策選好と信頼 

 

信頼の全設問、国と NUMO（実施機関）の信頼についての確認質問も含め、政策選好と

クロス集計を行った。該当する設問は、「国や NUMO の説明責任（問 23）」、地層処分政策

において「国の信頼（問 24-1）」、「NUMO の信頼（問 24-2）」、「電力会社・原子力産業の信

頼（問 24-3）」、「原子力規制委員会の信頼（問 24-4）」、「大学･研究機関･学会（問 24-5）」、

「反原発市民団体（問 24-6）」、および確認質問として、「国は国民の意見を地層処分政策に

反映（問 26）」、「NUMO は技術力を持ち情報公開（問 27）」という９項目である。クロス集

計の結果を、表４－１２に示す。また、会議前後別のクロス集計をスコア化した結果を、表

４－１３に示す。なお、スコアは平均スコアである 

まず、政策選好が「賛成」の参加市民は、「国や NUMO の説明責任（問 23）」、「地層処分

に関し、国を信頼（問 24-1）」、「電力会社・原子力産業の信頼（問 24-3）」、「反原発市民団体

（問 24-6）」、「国は国民の意見を地層処分政策に反映（問 26）」という 5 つの項目で、中に
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は肯定する評価が示されるものの、総じて否定的な評価である。一方、NUMO に対する「地

層処分に関し、NUMO を信頼（問 24-2）」、「NUMO は技術力を持ち情報公開（問 27）」の評

価は、ばらつきも示されるが、やや肯定的な評価である。また、「原子力規制委員会の信頼

（問 24-4）」および「大学･研究機関･学会（問 24-5）」は、肯定・中立の評価もあるが、肯定

的な評価である。「反原発市民団体（問 24-6）」は、会議によりばらつきはあるが、やや否定

的な評価である。 

つまり、政策選好が「賛成」の市民は、地層処分政策において国に対しては、国民の声が

政策に反映されず説明責任を果たしていないことから信頼が低くなっている。一方、研究者

などの研究機関や原子力規制委員会、そして、NUMO の技術力には信頼をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、政策選好が「どちらでもない」と「反対」の参加市民は、「原子力規制委員会の信
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表４－１２ 政策選好と信頼のクロス集計 
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定的な評価はない。つまり、政策選好が「どちらでもない」および「反対」の市民は、地層

処分政策において、学術研究機関や原子力規制委員会を信頼するものの、国や実施機関が説

明責任を果たしていると評価していないころから信頼が低くなっていることが示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信頼の政策選好の判断への関係性を整理すると、「賛成」の政策選好の判断には、NUMO

の技術力は、必ずしも否定はしていないが、国・NUMO の説明責任の欠如により信頼が低

くなっている。よって、信頼は、「賛成」の選好判断への関係は弱いと考えられる。一方、

「どちらでもない」および「反対」の判断には、信頼の項目を否定的に評価していることか

ら、その政策選好の判断に関係していると考えられる。 

 

４．３．３．２ 政策選好と世代間公平性 

 

次に、関連項目である世代間公平性と政策選好のクロス集計の結果である。該当する設問

は、「自分世代で地層処分（問 32）」、「地層処分は将来世代の決定権を尊重（問 40）」、「100

年事業の地層処分費用は現在世代が負担（問 14）」、という３項目である。クロス集計の結

果を、表４－１９に示す。また、会議前後別のクロス集計をスコア化した結果を、表４－１

４に示す。さらに、その結果を会議ごとに集計し、表４－１５に示す。なお、スコアはいず

れも平均スコアである 

まず、政策選好が「賛成」の参加市民は、「自分世代で地層処分（問 32）」を、中立・否定

的な評価もあるが、肯定的に評価している。「地層処分は将来世代の決定権を尊重（問 40）」

は、中立・否定的な評価もあるが、肯定的な評価である。ただし、スコアの結果からも「自

分世代で処分（問 32）」よりも肯定する意見は少ない。「100 年事業の地層処分費用は現在世
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表４－１３ 政策選好と信頼のクロス集計のスコア化 
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代が負担（問 14）」は、肯定・中立・否定で評価が分かれている。 

つまり、政策選好が「賛成」の市民は、地層処分政策について、将来世代の選択権を尊重

したいとしながらも、自分たちの世代で地層処分をすべきとしている。費用負担については、

評価が分かれる。 

次に、政策選好が「どちらでもない」の参加市民は、「自分世代で地層処分（問 32）」を、

第 1 回・第 2 回の会議ではやや肯定的な評価であるが、第 3 回では否定的な評価である。

「地層処分は将来世代の決定権を尊重（問 40）」は、第 1 回では意見が分かれるが、第 2 回・

第 3 回の会議では、肯定的な評価である。「100 年事業の地層処分費用は現在世代が負担（問

14）」は、肯定・中立・否定で評価が分かれる。 

つまり、政策選好が「どちらでもない」の市民は、地層処分政策について、自分たちの世

代で地層処分をすべきと考えながらも、将来世代の選択権を尊重したいという評価が上回

る。ただし、その費用負担については、意見が分かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、政策選好が「反対」の参加市民は、「自分世代で地層処分（問 32）」と「地層処分

は将来世代の決定権を尊重（問 40）」の評価において、会議ごとで肯定と否定の評価に分か
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表４－１５ 政策選好と世代間公平性のクロス集計のスコア化 
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表４－１４ 政策選好と世代間公平性のクロス集計 
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れている。一方、「100 年事業の地層処分費用は現在世代が負担（問 14）」は、否定の評価も

確認されるが、やや肯定的な評価である。 

つまり、政策選好が「反対」の市民は、地層処分政策について、自分たちの世代で地層処

分をすべきと将来世代の選択権を尊重したいという評価に分かれるが、その費用負担につ

いては、現在世代が負担すべきと考えている。 

世代間公平性の政策選好の判断への関係を整理すると、「賛成」の政策選好の判断には、

「自分世代で地層処分（問 32）」が関係していることが示されている。また、「どちらでも

ない」の政策選好の判断には、「地層処分は将来世代の決定権を尊重（問 40）」が関係して

いることが示されている。一方、「反対」の判断には、世代間公平性の関係は低いと考えら

れる。 

 

４．３．３．３ 政策選好と原子力政策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、関連項目である原子力政策と政策選好のクロス集計の結果である。該当する設問

は、「原発再稼働（問 33）」、「核燃料サイクル政策（問 34）」についての意見、そして、「地

層処分の検討前に原子力政策の方向性を明示（問 35）」、という３項目である。クロス集計

の結果を表４－１４に示す。また、会議前後別のクロス集計をスコア化し、表４－１５に示

す。なお、スコアは、平均スコアである。 

まず、政策選好が「賛成」の参加市民は、「原発再稼働（問 33）」、「核燃料サイクル政策

（問 34）」、「地層処分の検討前に原子力政策の方向性を明示（問 35）」について、肯定・中
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立・否定で評価が分かれている。つまり、政策選好が「賛成」の市民では、地層処分政策に

おける原子力政策の意見は分かれている。 

 

 

 

 

 

 

次に、政策選好が「どちらでもない」の参加市民は、「原発再稼働（問 33）」と「核燃料サ

イクル政策（問 34）」の評価において、肯定・中立・否定の評価が確認されるものの、やや

否定的な評価である。「地層処分の検討前に原子力政策の方向性を明示（問 35）」について

は、肯定・中立・否定の評価が確認されるものの、やや肯定的な評価である。 

つまり、政策選好が「どちらでもない」の市民は、地層処分政策において、原発再稼働や

核燃料サイクル政策への賛同は、消極的であることが示される。一方で、原子力政策の方向

性を明確にしてから地層処分の検討をすべきと考えている。 

 最後に、政策選好が「反対」の参加市民は、「原発再稼働（問 33）」と「核燃料サイクル政

策（問 34）」の評価において、肯定・中立・否定の評価が確認されるが、否定的な評価であ

る。「地層処分の検討前に原子力政策の方向性を明示（問 35）」について、肯定・中立・否定

の評価が確認されるが、肯定的な評価である。 

つまり、政策選好が「反対」の市民は、地層処分政策において、原発再稼働や核燃料サイ

クル政策に賛同しておらず、原子力政策の方向性を明確にしてから地層処分の検討をすべ

きと考えていることが示される。 

原子力政策の政策選好の判断への関係性を整理すると、「賛成」の政策選好の判断には、

原子力政策の関係は弱いと考えられる。一方、「どちらでもない」と「反対」の政策選好の

判断には、原子力政策の方向性を明確にしてから地層処分の検討をすべきと考えているこ

とが関係していることが示される。 

 

４．３．４ 市民の考える市民参加の難しさ 

 

 質問票では、地層処分政策における市民参加の難しさについて質問をしている。そこで、

政策選好とクロス集計を行い、政策選好との関係を考察した。 

設問は、「難しいテーマである（問 25-1）」、「身近な問題ではない（問 25-2）」、「参加する
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機会がない（問 25-3）」、「関心はあるが時間がない（問 25-4）」、「結論が決まっている（問

25-5）」、「冷静な議論がし難い（問 25-6）」という６項目である。クロス集計の結果を、表４

－１８に示す。また、会議ごとの変化を可視化するため、結果を棒グラフで示した（図４－

２～図４－４）。 

 クロス集計の結果から、政策選好が「賛成」の参加市民は、地層処分政策の市民参加の

難しさについて「難しいテーマである（問 25-1）」、「身近な問題ではない（問 25-2）」、「参加

する機会がない（問 25-3）」、「冷静な議論がし難い（問 25-6）」を肯定的に評価している。ま

た、「結論が決まっている（問 25-5）」は、評価が分かれるがやや肯定的な評価である。「関

心はあるが時間がない（問 25-4）」は、やや否定的な評価である。つまり、政策選好が「賛

成」の市民は、地層処分政策が難しいテーマで、身近な問題ではなく冷静な議論が難しく、

また参加する機会もないことに、市民参加の難しさを感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策選好が「どちらでもない」の参加市民は、地層処分政策の市民参加の難しさについて

「身近な問題ではない（問 25-2）」、「参加する機会がない（問 25-3）」をやや肯定的に評価し

賛成
(①+②)

どちらで
もない

反対
(④+⑤)

賛成
(①+②)

どちらで
もない

反対
(④+⑤)

賛成
(①+②)

どちらで
もない

反対
(④+⑤)

賛成
(①+②)

どちらで
もない

反対
(④+⑤)

賛成
(①+②)

どちらで
もない

反対
(④+⑤)

賛成
(①+②)

どちらで
もない

反対
(④+⑤)

そう思う
(①+②) 4 1 5 3 3 5 5 2 2 5 3 7 1 2 6 2 1

どちらで
もない 1

思わない
(④+⑤) 1 1 1 1 1 1 2

そう思う
(①+②) 4 3 3 3 2 3 2 2 4 1 3 7 1 2 6 4

どちらで
もない 1 1 1 1

思わない
(④+⑤) 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

そう思う
(①+②) 4 1 4 3 3 5 3 2 2 4 1 3 7 2 5 3 1

どちらで
もない 1 1 2 1 1 1 1

思わない
(④+⑤) 1 1 1 1 1

そう思う
(①+②) 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1

どちらで
もない 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1

思わない
(④+⑤) 2 3 2 3 3 1 1 4 1 3 1 1 4 2 1

そう思う
(①+②) 2 3 2 1 3 2 1 2 4 1 3 3 2 4 1 1

どちらで
もない 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

思わない
(④+⑤) 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2

そう思う
(①+②) 4 1 3 2 2 5 3 2 2 4 1 1 7 2 3 2 1

どちらで
もない 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2

思わない
(④+⑤) 2 1 1 1 1 1 2
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（市民出席者11名）

HLW地層処分政策選好 (問1)

第1回会議前 第1回会議後 第2回会議前 第2回会議後 第3回会議前 第3回会議後

（市民出席者12名）（市民出席者12名）（市民出席者10名）（市民出席者10名）（市民出席者11名）

表４－１８ 政策選好と「市民参加の難しさ」のクロス集計 
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ている。「「難しいテーマである（問 25-1）」、「冷静な議論がし難い（問 25-6）」については、

中立・否定の評価もあるが、やや肯定的な評価をしている。また、「関心はあるが時間がな

い（問 25-4）」と「結論が決まっている（問 25-5）」は、評価が分かれるが、やや否定的な評

価である。つまり、政策選好が「どちらでもない」の市民は、地層処分政策が身近な問題で

はなく、参加する機会もないことに市民参加の難しさを感じている。また、参加する時間が

ない、あるいは、結論が決まった議論とは考えていない。 

政策選好が「反対」の参加市民は、地層処分政策の市民参加の難しさについて「「難しい

テーマである（問 25-1）」、「身近な問題ではない（問 25-2）」、「参加する機会がない（問 25-

3）」、「結論が決まっている（問 25-5）」「冷静な議論がし難い（問 25-6）」において、否定・

中立の評価も確認されるが、やや肯定的に評価している。「関心はあるが時間がない（問 25-

4）」については、中立・否定の評価も確認されるが、やや否定的な評価をしている。つまり、

政策選好が「反対」の市民は、地層処分政策が身近な問題ではなく、参加する機会もなく結

論も決まっており冷静な議論が困難であることに、市民参加の難しさを感じている。そして、

参加する時間がないとは考えていない。 

クロス集計の結果から地層処分における市民参加の難しさを整理すると、各政策選好の

共通として「難しいテーマであり」、「身近な問題ではなく」、「参加する機会もなく」、そし

て「冷静な議論が難しい」と市民が評価していることが示された。この結果は会議別に集計

した棒グラフにも示される。 

棒グラフから「難しいテーマ」、「参加する機会がない」、「冷静な議論が難しい」について

は、3 回の会議をとおして「そう思う」の意見の変動は少ない。その一方で、「身近な問題

ではない」については、市民会議を重ねると「そう思う」の意見が増えている。クロス集計

では、第 3 回市民会議において「そう思わない」としたのは、政策選好が「反対」であった

1 名（11 人中）であったことからも、「身近でない」とした意見が増えていることが示され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 図４－２ 市民の考える市民参加の難しさ （その１） 
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４．４ 考察 

 

４．４．１ 受け身の社会的受容性の限界と社会的側面 
 

本章では、実践した対話形式の異なる地層処分政策に関する市民と専門家の 3 回の市民

会議を、会議別に評価分析を行った。そして、参加市民の現行の地層処分政策の評価に、技

術と制度の受容性の関係が強いことが示された。すなわち、参加市民は、地層処分政策を、

技術的安全性だけでは、判断をしていないことが明示された。つまり、地層処分政策は、技

術的安全性だけでは社会的受容されないということが示唆される。原子力発電の商業利用

を促進するころの社会的受容性は、人々に科学的理解を促し理解を増進するという受け身

の社会的受容性であった。しかしながら、本章の結果より、市民は、地層処分政策を技術的

な安全性だけでは判断をしておらず、安全性の理解だけでは政策の社会的受容にはつなが

らないことが示され、受け身の社会的受容性の限界が明らかにされた。 

本章で示された、市民の地層処分政策の選好の判断に、技術と制度の高い関係性があると

いう結果は、先行研究の議論に一致する。高レベル放射性廃棄物管理政策研究において、技

図４－３ 市民の考える市民参加の難しさ （その２） 

 

図４－４ 市民の考える市民参加の難しさ （その３） 
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術的安全性の説明だけでなく、政策過程に市民参加のしくみが必要といわれている（Krütli 

et al. 2010b, Solomon et al. 2010）。本研究の参加市民も、市民参加のしくみも含め、政府や

実施機関の説明責任など現行の地層処分の制度に対して厳しい評価をしていた。サステナ

ビリティ研究においても、科学技術と制度が持続可能性の問題に関わるといわれ、社会的意

思決定の重要性が議論されている（Miller et al. 2014）。本章の結果から示された、参加市民

が地層処分政策を考える際、技術的安全性と市民参加や現行の制度を重要視していること

からも、先行研究の指摘に首肯できる。したがって、高レベル放射性廃棄物管理政策は、技

術的安全性だけでは市民との議論が成り立たないことが示される。 

さらに、技術的要因において、「賛成」の政策選好をした市民は、技術的安全性を認めな

がらも、超長期の安全性や地下水の安全性、あるいは事故の可能性については、否定的な評

価が示されている。参加市民からも、時間のスパンがあまりに非現実的なことから、何が正

解なのかわからない（第 3 回市民会議）という、超長期の難しさを指摘する意見があった。

つまり、地層処分は、不確実性が高いことから想像することが困難となり、否定的な評価に

なったということが考えられる。このことから、高レベル放射性廃棄物の地層処分という不

確実性の高い、科学技術のリスクに関する政策を判断する際、技術的な安全性だけでは判断

が難しくなり、制度のような社会的な側面も含め、総合的に政策を判断したという解釈が考

えられる。 

本章の分析より、地層処分政策の社会的受容性の醸成には、技術的側面と社会的側面を統

合したアジェンダを設定することが重要となることが示唆された。 

 

４．４．２ 会議の対話形式と政策選好の変化 

 

さらに、本章では、実践した対話形式の異なる市民会議別の分析を行った。その結果、市

民会議の回数を重ねると政策選好において「賛成」の意見が増え、「反対」の意見が減少す

るという結果を得た。 

第 1 回市民会議は一方向形式であり、市民は一方的に専門家の説明を聞くことに徹し、質

疑応答を実施していない。当日の会議終了時に感想で、「疑問や質問を抱いた」という声が

参加市民から聞かれた。参加市民は、説明を聞いた後、自分自身で考え、政策選好を判断し

た。したがって、質疑ができなかったことにより、態度を決めることができず態度保留した

ということが考えられる。専門家からも、第 1 回市民会議終了時に、「情報を一方的に伝え

るだけでは、参加市民の反応の把握が困難であった」との感想があった。一方向形式の会議

は、専門家は伝えることにとどまり、参加市民は受け取ることにとどまることになるという



76 

ことが示唆される。 

この示唆は、先行研究においても指摘されている。市民の政策選好は固定したものではな

く、議論に参加することで、時間をかけて選好は変容していくと考えられる（Gregory and 

Slovic, 1997）。話すことや聞くことを通じ、自らの意見を見直すという反省性を経由し政策

選好の変容が生じるといわれる（Young 1996, 田村 2004, 2018）。本研究において、質疑応

答や議論を行った双方向形式の第 2 回と第 3 回の市民会議では、市民と専門家あるいは市

民同士が具体的な意見を交わし、新しい情報や他者の意見に照らした。よって、双方向形式

の会議をとおして、地層処分政策の選好を変更したという解釈ができる。 

他方、今回の研究では、事前説明会を含めて 3 月～7 月の 5 か月の間で 4 回にわたり、地

層処分政策の説明と議論を行った。参加市民からは、福島からの参加者も含め、事前説明会

において「原子力発電により、高レベル放射性廃棄物が発生するとは知らなかった」という

声が聞かれた。さらに、「原発を始める際、なぜ検討をしなかったのかと思うが、今、廃棄

物があるのだからどうにか処分をしなければならない」（第 2 回会議）という発言もあっ

た。この発言は、地層処分政策に「賛成」の選好の市民が「現在世代の責任」を肯定する評

価が多いこととも関連すると考えられる。市民は、市民会議を通して「どうにかしなければ」

という社会的責任を自覚するようになったという解釈も可能となる。 

対話形式の異なる 3 回の会議を通して、政策選好の変化に双方向のコミュニケーション

や社会的責任が関係していることが示唆される。ただし、社会的責任の萌芽には、累積効果

の影響も考えられる。よって、社会的責任と双方向の対話形式との関係については、慎重な

検討が必要であると考える。 

それを踏まえ、本章で示された政策選好の変化は、地層処分政策の社会的受容性を考える

上での、一つの示唆と考えられる。政策形成のプロセスにおいて、膠着した意見の対立や並

行する議論を乗り越え、合意形成を図るために熟議が必要とされる（Young1996）。3 回の

会議をとおして、市民の政策選好が変化することが示された。本研究の市民会議は合意形成

の場ではないが、地層処分政策の社会的受容性に置き換え考えると、3 回の市民会議をとお

して、政策選好の変化が示されたことは、地層処分政策の社会的受容性が変化したという解

釈ができる。つまり、地層処分政策を社会的受容していくには、市民と専門家が協働し、継

続的に議論する場が必要であると考えられる。 

 

４．４．３ 政策選好の判断要因と社会的受容性 

  

会議別の比較分析から示された、参加市民の地層処分政策の判断に関係する要因を、選好
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別に整理し、表４－１９に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 回の市民会議の分析により、参加市民の政策選好の判断の特徴は、次とおり示された。

地層処分政策の選好が「賛成」の市民は、技術的に安全であり、最終処分法に則り地層処分

を進めることを認め、現在世代において処分すべきという社会的責任を感じている。そして、

地層処分政策の選好が「どちらでもない」あるいは「反対」の市民は、政府や実施機関への

信頼が低く、最終処分法に則り地層処分を進めることを認めず、技術的安全性も不十分と考

えている。そして、「どちらでもない」の政策選好をした市民は、現在世代の責任で最終処

分をするよりも、将来世代の選択権を尊重すべきであると考えていることが示された。 

この結果を、地層処分政策の社会的受容性から考えると、次のとおりになる。まず、政策

選好が「賛成」の市民の社会的受容性には、技術・制度・現在世代の責任が受容性に関係の

あることが示される。次に、政策選好が「どちらでもない」の市民の社会的受容性には、技

術・制度・信頼・将来世代の選択権が関係していることが示される。最後に、政策選好が「反

対」の市民の社会的受容性には、技術・制度・市場・地域・信頼が関係していることが示さ

関連項目
（信頼･世代間公平性･原子力政策）

技
術

地層処分の技術は確立され、地上保管より地層処分を安全とし、超長期の安
全性や事故の懸念はない。しかしながら、地質環境や地下水には、やや懸念
がある。

制
度

法制度に従い地層処分を実施することを認め、政府の積極的な関与を妥当と
している。しかしながら、情報公開は不十分であり、市民参加の制度は不十
分としている。

市
場

立地地域は風評被害を受ける懸念があり、地層処分の経済的合理性、立地に
よる経済効果も期待をしていない。評価が、政策選好と矛盾する。

地
域

一箇所処分は地域間公平性がなく、選定プロセスでの地域の配慮を欠き、風
評被害の懸念もあり交付金による経済発展に疑念がある。評価が政策選好と
矛盾する。

技
術

地層処分は地上保管より安全とし、一定の技術は認めるが、超長期の安全
性、地質環境や地下水に不安があり事故の懸念もあり、地層処分の安全性に
やや懸念がある。

制
度

政府やNUMOの情報公開は不十分であり、地層処分に関する市民参加の制度

を不十分として、法制度に従い地層処分を実施することを認めていない。し
かしながら、政府の積極的な関与は妥当としている。

市
場

地層処分の経済的合理性、立地による経済効果も期待できず、立地地域は風
評被害を受けるという懸念がある。

地
域

一箇所処分は地域間公平性がなく、選定プロセスでの地域の配慮を欠き、風
評被害の懸念があることから、交付金による経済発展は判断ができない。

技
術

一定の技術を多少認めながらも、地上保管と地層処分のいずれの安全性も認
められず、超長期の安全性、地質環境や地下水の安全性の懸念や事故の可能
性もあり、地層処分の安全性に懸念がある。

制
度

政府やNUMOの情報公開は不十分であり、地層処分に関する市民参加の制度

を不十分として、法制度に従い地層処分を実施することを認めていない。た
だし、政府の積極的な関与については、判断ができない。

市
場

地層処分の経済的合理性を認めず、立地による経済効果も期待できず、立地
地域は風評被害を受けるとしている。

地
域

一箇所処分は地域間公平性がなく、風評被害を懸念し、交付金による経済発
展、また、選定プロセスでの地域の配慮を欠くとしている。

反
対

- 信頼は、国民の声が政策に反映されず

説明責任を果たしていないことから
国・NUMOの信頼は低いが、NUMOの

技術力には信頼をしている。
-  原子力政策の意見は分かれる。

- 世代間公平性では、自分たちの世代で

地層処分をすべきとしている。

- 信頼は、国やNUMOが説明責任を果た

していると評価できず信頼は低い。
- 原発再稼働や核燃サイクル政策にはあ

まり賛同できず、原子力政策の方向性
を明確にしてから地層処分の検討をす
べきと考える。
- 世代間公平性では、自分たちの世代で

処分するよりも将来世代の選択権を尊
重している。

- 信頼は、国やNUMOが説明責任を果た

していると評価できず信頼は低い。
- 原発再稼働や核燃サイクル政策には賛

同できず、原子力政策の方向性を明確
にしてから地層処分の検討をすべきと
考える。
- 世代間公平性では、費用負担は、現在

世代が負担すべきと考えるが、処分に
ついては、自分たち世代と将来世代で
意見が分かれる。

選
好

社会的受容性4要因
（技術・制度・市場・地域）

賛
成

ど
ち
ら
で
も
な
い

表４－１９ 参加市民の政策選好と各評価項目の概要 

 

出所）筆者作成。 
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れる。 

社会的受容性 4 要因を中心に強弱の差はあるものの、政策選好と設定した評価項目に相

関性が示されており、政策選好の判断に関係していることが示される。その中でも、技術と

制度が政策選好と高い相関性があることが示され、政策選好の判断への関係が強いことが

明らかにされた。 

 

４．４．４ 地層処分問題の難しさ 

 

地層処分政策における市民参加の難しさの設問の中で「身近な問題ではない」は、市民会

議を重ねると「そう思う」の意見が増えた。参加市民は、福島からの参加者も含め「原子力

発電により、高レベル放射性廃棄物が発生するとは知らなかった」と述べていた。そして、

第 2 回市民会議では、「今、廃棄物があるのだからどうにか処分をしなければならない」と

いう、社会的責任の萌芽が読み取れた。さらに、会議を重ね、地層処分に「賛成」の選好も

増えていた。しかしながら、会議を重ねると「身近ではない」とする意見が増えていた。 

この結果については、その説明は慎重に行うべきと考えるが、解釈を試みる。一つは、地

層処分問題の難しさの理解が進んだことと関係し、身近ではなくなったということが推察

される。参加市民の発言に、将来世代が何年先かという問いについて「300 年が一番短いの

に驚いた」、「100 年先もわからないが、そのくらいのことを考えないといけないのか。答

えは出ない」、「質問票の回答で悩んだのが時間のスパンである。我々の考えるスパンとあま

りにも違い過ぎ、何が正解なのかわからない。」（第 3 回市民会議）という発言があった。

地層処分問題のもつ超長期性により、「身近か」とは感じられなくなったと考えられる。 

もう一方で、「20 年経って進捗がないのなら、今、結論を出さなくてもいいのではないか」

（第 2 回市民会議）という声もあった。超長期にわたるのなら、「私たちの世代」ではなく

先送りをするほうがいいのではないかという思いが働き、身近な課題ではなくなってしま

ったという推察も可能である。 

いずれにしても、これらの解釈は推察で留まってしまう。しかしながら、この「身近では

ない」という回答が増えたことは、市民会議での発言も含め、地層処分問題を議論すること

の難しさの一つの示唆と考えられる。 
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第５章 社会的受容性要因の市民個別の分析 
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第５章 社会的受容性要因の市民個別の分析 

 

５．１ 本章のねらい 

 

本章では、市民が高レベル放射性廃棄物管理政策の評価をするときに、市民の間における

評価や変化の違いを、社会的受容性４要因（技術・制度・市場・地域）から明らかにする。 

議論は、同一の事実や情報であっても、受け取る人の状況に応じて異なるといわれる。そ

して、議論の場において、情報を判断する際、前提となっている認識や解釈、政策判断の選

択肢の中で、どこで判断の違いが生じているかを可視化し認識しあうことの重要性が指摘

される（平川 2018）。 

そこで本章では、市民個別の分析を行い、市民の政策の捉え方がどこで違いを示し、また、

それらが変化するのかということを検証する。 

 

５．２ 分析方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民会議の参加市民は 12 名であるが、3 回全ての市民会議に参加した市民は 10 名であっ

たことから、本章での分析対象は、この 10 名の参加市民とする。 

分析は、第 4 章と同様に、参加市民の質問票の回答を集計し、5 件法の回答（選択肢①～

技術

制度

市場

地域

信頼

世代間公平性
-現世代責任

-将来世代選択権

原子力政策

地層処分は中間貯蔵（乾式地上保管）よりも経済的に合理的であると思
うか。

評価項目

回答: ①そう思う, ②どちらかといえばそう思う, ③どちらでもない, ④どちらかといえばそう思
わない, ⑤思わない

高レベル放射性廃棄物の地層処分政策についてどう思うか。

高レベル放射性廃棄物の地層処分は安全と思うか。

「最終処分法(2000年)」に従って地層処分を実施すべきと思うか。

政策選好

4
要
因

社
会
的
受
容

性

関
連
評
価
項

目

国や実施機関（NUMO）は地層処分において情報公開や説明責任を果たし
ているか。

私たちが発生させた高レベル放射性廃棄物は、私たちの世代で地層処分
すべきか。
高レベル放射性廃棄物の最終処分は、私たちの世代で決めず、将来世代
の決定権を尊重すべきか。

原子力発電所の再稼働についてどのように思うか。

一箇所(一地域)に処分をすることは、地域間公平性から公平と思うか。

回答:①賛成, ②どちらかといえば賛成, ③どちらでもない, ④どちらかといえば反対, ⑤反対

表５－１ 評価項目と設問 

出所）筆者作成。山田ほか（2021）より。 
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⑤）を、「賛成・肯定的評価」（①「賛成」「そう思う」+②「どちらかといえば賛成」「どち

らかといえばそう思う」）」、「どちらでもない」（③「どちらでもない」）、「反対・否定的評価」

（④「どちらかといえば反対」「どちらかといえばそう思わない」＋⑤「反対」「そう思わな

い」）」の 3 段階に再集計した。そして、3 段階に再集計した「賛成・肯定的評価」、「どちら

でもない」、「反対・否定的評価」を（+1, 0, -1）としてスコア化した。 

表５－１に、本章の分析対象とする項目を示す。分析評価項目は、政策選好、社会的受容

性 4 要因（技術・制度・技術・地域）と関連項目である信頼・世代間公平性（自分たちの世

代で処分、将来世代の選択権）・原子力再稼働の 9 つの項目である。 

 

５．２．１ 積算プロット図分析 

 

まず、実践した 3 回の市民会議を１つのプロセスとして捉え、そのプロセスにおける参加

市民一人一人の変化の分析を行。質問票調査は、各会議の前後で 2 回行っていることから、

3 回の会議をとおして合計 6 回の調査を行っている。よって、6 時点における政策選好およ

び政策選好の判断の変化と関係を分析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析は、市民一人一人の回答をグラフにプロットし、6 時点の変化を可視化する。この分

析方法は、山田ほか（2020）の共著者である、竹内（日本大学）17が考案したものであり、

「積算プロット図分析」と呼んでいる。 

 
17 竹内真司、日本大学文理学部教授 

図５－１ 積算プロット図の例 
出所）筆者作成。 
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その方法は、3 段階に再集計したスコアを、市民ごとに 6 時点で順次積算（第 1 回会議前

→同会議後→第 2 回会議前→同会議後→第 3 回会議前→同会議後）し、政策選好と各評価

項目の関係をグラフに分布させ、積算プロット図として可視化する。縦軸に政策選好をとり、

横軸に評価項目（表５－1）をとり、各時点のスコアの積算値をプロットする（最高点+6、

最低点-6）。 

積算プロット図分析は、各時点のスコアを積算し分布させることにより、その分布傾向が

示され、個人の政策選好と評価項目の特徴を読み取ることができる。積算プロット図の例を

図５－１に示し、図の読み方を説明する。 

グラフは、第 1 回会議前の政策選好と評価項目のスコアが原点である。そして、各スコア

が順次積算されプロットされていく。例示（図５－１）では、まず、縦軸が（-1）にプロッ

トされていることから、第 1 回会議前の政策選好のスコアが（-1）であることが示されてい

る。また、横軸に（+1）と（-1）がプロットされ、評価項目「技術（凡例：×）」のスコア

が（+1）、「制度（凡例：○）」のスコアが（-1）ということが示されている。その後、「技術」

は正の方向に、「制度」は負の方向に比例に近い直線が描かれている。また、縦軸の政策選

好が 3 つ目のプロット、すなわち第 2 回会議前のスコアがプラスに転じ、それ以降、順次正

の方向に増えている。よって、例示の政策選好は、「反対」から「賛成」に転じたことが読

み取れる。また、「技術」は政策選好と正の比例の傾向を示すことから、技術は政策選好の

判断に関係していると考えられる。一方、「制度」は、政策選好と負の比例の傾向を示すこ

とから、政策選好の判断との関係は低いと考えられる。 

なお、例示には、政策選好、評価項目「技術」、「制度」の 6 時点のスコアを括弧内に示し

ている。例示では、政策選好の積算値の最大値（+2）と最小値（-2）のレンジ＝4 であった。

このレンジの幅が狭くなると、グラフの読み取りが困難となる可能性がある。これは積算プ

ロット図分析での一つの難点と考えられる。 

 

５．２．２ 会議内変化・会議間変化分析 

 

さらに、2 つ目の分析として、会議と会議の間の変化の考察を行うため、同じ会議の「会

議前・会議後」と「会議と会議の間」の変化の比較分析を行う。この分析方法は、山田ほか

（2020）の共著者である、松本（日本大学）18が考案したものであり、「会議内変化・会議間

変化分析」と呼んでいる。 

 
18 松本礼史、日本大学生物資源科学部教授 



83 

前章での分析では、同じ会議内における会議前と会議後の回答の変化について、会議別に

比較分析し考察を行った。したがって、会議の間の変化、例えば、第 1 回会議後の回答と次

の会議である第 2 回会議前の回答の差については、考察を行っていない。また、前項で述べ

た積算プロット図分析は、参加市民一人一人の 6 時点のプロセスでの変化を分析するもの

であり、6 回の回答を一つのプロセスとしている。 

それに対し、「会議内変化・会議間変化分析」は、会議内・会議間に分けることにより、

会議の中と会議の外、すなわち、会議内と会議の外の日常生活に戻ったときの比較分析を行

うことが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２に、「会議内変化」と「会議間変化」の考え方を示す。「会議内変化」とは、3 回

の市民会議のそれぞれの会議前（開始時）と会議後（終了時）における、回答の変化である。

また、「会議間変化」とは、当会議後から次の会議前の回答の変化、すなわち、約１カ月半

の日常生活に戻る期間を挟んだ後の変化となる。図５－２に示すように、例えば、第 1 回市

民会議後と第 2 回市民会議前の会議の間の変化である。 

変化の測定は、3 段階のスコア（+1, 0, -1）を用いる。会議内と会議間の 5 つの期間にお

ける変化を、棒グラフで示し可視化する。図５－３に例を用いて、棒グラフの読み方を説明

する。グラフ例（図５－３）に示されている「技術」は、第 2 回会議後→第 3 回会議前の

「会議間」のスコア（+2）という肯定的な変化が示される。また、第 3 回会議前・後の「会

議内」ではスコア（-1）という否定的な変化が示される。さらに、第 2 回会議後の技術の評

価が（-1）であり、第 3 回会議前に評価が（+1）と変化していると、「会議間変化」は（+2）

となり、棒グラフが肯定的な方向に 2 スコア示される。また、「制度」「市場」「地域」「信頼」

は、棒グラフが示されていないが、これは、6 時点での評価が全て同じであったことを示し、

会議内・会議間の変化がなかったことが示されている。 

2019年3月23日開催

第1回会議前

↓
2019年5月12日開催

第1回会議後 → 第2回会議前

↓
2019年7月20日開催

第2回会議後 → 第3回会議前

↓

第3回会議後

会議間変化

会議内変化

会議内変化

会議内変化

会議間変化

図５－２ 会議内変化と会議間変化のコンセプト 
出所）筆者作成。 
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５．３ 分析結果 

 

５．３．１ 参加市民個人の結果 

 

それぞれの積算プロット図分析および会議内変化・会議間変化分析の結果を、次のとおり、

参加市民個人（A～J）ごとに示す（図５－４～図５－１３）。積算プロット図は、プロット

の重なりが多くなることから、社会的受容性 4 要因と関連項目に分け、それぞれのプロット

図を示す。 

 

参加市民 A の結果： 図５－４に、参加市民 A の結果を示す。積算プロット図より、第 1

象限を中心にプロットが分布していることから、「政策選好」が肯定的な評価であり、他の

項目も肯定的な評価であることがわかる。中でも、「政策選好」と「技術」のプロットが正

の比例を示しており、6 時点の評価が一貫していることがわかる。このプロット図から、政

策選好の判断に技術の関係が強いことが読み取れる。また、「市場」と「信頼」のプロット

も「技術」と類似しており、スコアの積算値も（+4）であることから、政策選好の判断への

関係がやや強いことが読み取れる。「地域」と「現在世代の責任」もやや類似の傾向が示さ

れる。一方で、「地域」、「将来世代の選択権」、「原発再稼働」は、やや否定的な評価である。

よって、政策選好の判断に「地域」、「将来世代の選択権」、「原発再稼働」の関係は弱いとい

うことが読み取れる。 

また、会議内変化・会議間変化のグラフからも「政策選好」と「技術」では棒グラフが示

図５－３ 会議内変化・会議間変化のグラフ例 

出所）筆者作成。 
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されていないことから、6 時点の評価が一貫していたことを読み取ることができる。「信頼」

と「現在世代の責任」の変化は、他の項目に比べ変化が少ないことが読み取れる。ただし、

会議内と会議間での特徴的な変化の規則性は観察されない。 

 参加市民 A の結果から、政策選好の特徴として「賛成」で一貫したことが示された。そ

して、その政策選好の判断に「技術」の関係が強いことが観察された。また、会議内変化・

会議間変化では、積算プロット図分析との整合性を確認することはできたが、その他には、

特徴的な変化は観察されなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加市民 Bの結果：図５－５に、参加市民 B の結果を示す。積算プロット図より、第 3 象

限から第 4 象限にプロットが分布していることから、「政策選好」は否定的な評価であるが、

正の方向への変化も観察できる。会議内変化・会議間変化図と照らすと、起点が（0）であ

り、第 2 回会議後から第 3 回会議前の会議間では正の方向に変化（+2）するが、第 3 回会議

内の変化が負の方向に変化（-1）している。よって、参加市民 B は 6 時点において「政策選

好」が賛成・中立・反対の中で変動している。 

積算プロット図と会議内変化・会議間変化図から、「将来世代の選択権」は肯定的な評価

で一貫し、「信頼」と「原発再稼働」は否定的な評価で一貫したことが示される。「現在世代

の責任」は変化のスコアが（-1）であり、ほぼ一貫して否定的な評価である。「市場」と「地

図５－４ 参加市民 Aの結果 
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域」については、会議間と会議内でそれぞれ 1 回ずつ、変化の幅が 2 スコアある変化があ

る。積算プロット図でも左右に振れる動きをしており、肯定的な変化と否定的な変化をした

ことがわかる。 

参加市民 B の変化の中で、「政策選好」、「技術」、「制度」において、第 2 回会議後→第 3

回会議前という「会議間」と第 3 回会議前→第 3 回会議後の「会議内」の変化が同じ方向に

なっていることが観察できる。「会議間」では、グラフが上向きに示され肯定的な変化であ

るのに対し、「会議内」では、下向きにグラフが示され否定的な方向の変化となっている。

積算プロット図からも、「技術」と「制度」に類似の傾向が確認できる。よって、市民 B の

政策選好の判断には、「技術」と「制度」が関係していることが読み取れる。 

参加市民 B の結果から、政策選好の変化の特徴としては、変動していることが示された。

そして、政策選好の判断には、「技術」と「制度」の関係が強いことが示された。さらに、

「会議内」では否定的な方向に変化し、「会議間」では肯定的な方向に変化するという、一

つの規則性のある変化が観察された。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加市民 C の結果：図５－６に、参加市民 C の結果を示す。積算プロット図より、「政策

選好」が第 3 象限から第 4 象限にプロットが分布しているが、6 時点目のプロットが正の方

向に変化している。また、会議内変化・会議間変化のグラフも第 3 回会議前→第 3 回会議後

の変化がスコア（+2）の変化をしている。よって、参加市民 C は、3 回の会議をとおして

図５－５ 参加市民 Bの結果 
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「政策選好」が「反対」から「賛成」に変化したことが示される。 

積算プロット図と会議内変化・会議間変化グラフから、「市場」は肯定的な評価で一貫し、

「地域」、「信頼」、「原発再稼働」は否定的な評価で一貫したことが示される。「技術」と「将

来世代の選択権」は、積算スコアが（+4）となっており、肯定的な評価である。「制度」は

積算スコアが（-4）であることから、否定的な評価である。よって、積算プロット図からも、

政策選好の判断に「制度」「地域」「信頼」「原発再稼働」が関係したと考えられる。その中

でも、「制度」は、第 3 回会議前→第 3 回会議後の会議内変化で肯定的な方向に変化をして

おり、「政策選好」と同じ方向の変化をしている。よって、「制度」は、政策選好の判断への

関係が強いと考えられる。 

参加市民 C の結果から、政策選好の変化の特徴は、反対から賛成に変化した特徴が観察

された。そして、政策選好の判断には、「制度」「地域」「信頼」「原発再稼働」の関係が強い

ことが示された。会議内変化・会議間変化における特徴的な変化は観察されなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加市民 Dの結果：図５－７に、参加市民 D の結果を示す。積算プロット図において、プ

ロットが第１から第 4 象限の全ての象限に分布している。社会的受容性 4 要因は、第 2 象

限から第 3 象限を中心に分布しており、やや批判的な評価であることが読み取れる。「政策

選好」は、プロットが正の方向に変化していることから、「反対」から「賛成」に変化した

図５－６ 参加市民 Cの結果 
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ことがわかる。 

積算プロット図と会議内変化・会議間変化図から、「原発再稼働」は肯定的な評価で一貫

したことが示される。また、「信頼」は、ほぼ一貫して否定的な評価である。政策選好の判

断に関係したと考えられるのは、否定的な評価から肯定的な評価に変化している項目であ

ると考えられる。社会的受容性 4 要因の中では、「技術」と「制度」である。ただ、「制度」

は、肯定的な評価に転じるのが、「政策選好」の評価よりも 3 時点遅れていることから関係

は弱いと考えられる。関連項目においては、「将来世代の選択権」の変化が「政策選好」の

変化に類似しており、判断に関係したことが考えられる。また、会議内変化・会議間変化の

結果からは、特徴的な変化は示されなかった。 

参加市民 D の結果から、政策選好の変化の特徴としては、変動していることが示された。

そして、政策選好の判断には、「技術」と「将来世代の選択権」の関係が強いと考えられる。

会議内変化・会議間変化における特徴的な変化は観察されなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加市民 Eの結果：図５－８に、参加市民 E の結果を示す。積算プロット図において、第

1 象限から第 2 象限にプロットが分布していることから、「政策選好」が肯定的な評価であ

ることがわかる。積算プロット図より、「技術」と「現在世代の責任」はスコアの積算値（+5）

が「政策選好」と一致し、正の比例が示される。「制度」はスコアの積算値は（+2）である

が、政策選好と正の比例が観察できる。また、会議内変化・会議間変化図より「制度」が政

図５－７ 参加市民 Dの結果 
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策選好と類似した変化を示している。第 1 回会議前→第 1 回会議後の「会議内」では否定の

方向に変化し、また、第 1 回会議後→第 2 回会議前の「会議間」では肯定方向に変化をして

いる。従って、「制度」も政策選好の判断への関係がやや強いと考えられる。 

2 つの分析図より、「地域」と「信頼」は一貫して否定的な評価であることがわかる。「市

場」、「将来世代の選択権」、「原発再稼働」も、やや否定的な評価である。従って、政策選好

の判断に「地域」、「市場」、「信頼」「将来世代の選択権」、「原発再稼働」の関係は弱いとい

うことが示される。 

参加市民 E の結果から、政策選好の変化の特徴として、「賛成」でほぼ一貫したことが示

された。そして、政策選好の判断に「技術」、「制度」、「現在世代の責任」の関係が弱いこと

が示された。さらに、「制度」において、参加市民 B と同様に、「会議内」では否定的な方向

に変化し、「会議間」では肯定的な方向に変化するという、一つの規則性のある変化が観察

された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加市民 Fの結果：図５－９に、参加市民 F の結果を示す。積算プロット図をみると、政

策選好の積算値の最大値（-1）と最小値（-2）でありレンジ＝1 である。レンジの幅が狭く、

読み取りがやや困難である。まず、「政策選好」については、プロットが第 3 象限から第 4

象限に分布していることから、否定的な評価であるが、正の方向の変化も観察できる。積算

プロット図における積算の起点のスコアが（-1）であり、会議内変化・会議間変化図と照ら

図５－８ 参加市民 Eの結果 



90 

すと、政策選好は「賛成」に転じていない。市民 F は 6 時点において「政策選好」が賛成・

中立・反対で変動している。 

2 つの分析図より、「将来世代の選択権」は肯定的な評価で一貫し、「信頼」は否定的な評

価で一貫したことが示される。また、「原発再稼働」は、ほぼ一貫して肯定的な評価であり、

「現在世代の責任」は、ほぼ一貫して否定的な評価である。社会的受容性 4 要因では、積算

プロット図より「地域」は正のスコアも示され、他の 3 要因の傾向とは一致しない。他の 3

要因である「技術」、「制度」、「市場」は類似の傾向が観察できる。 

会議内変化・会議間変化図より、「政策選好」、「技術」、「制度」において、先述の参加市

民 B と E と同様に、「会議内」では否定的な方向に変化し、「会議間」では肯定的な方向に

変化する特徴が観察される。市民 F の政策選好の判断には、「技術」と「制度」の関係が強

いと考えられる。 

参加市民 F の結果から、政策選好の変化の特徴としては、変動していることが示された。そ

して、政策選好の判断には、「技術」と「制度」の関係が強いと考えられる。さらに、「政策

選好」、「技術」、「制度」において、「会議内」では否定的な方向に変化し、「会議間」では肯

定的な方向に変化する、という規則性のある変化が観察された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加市民 G の結果：図５－１０に、参加市民 G の結果を示す。積算プロット図において、

第３象限から第４象限にプロットが分布していることから、「政策選好」が否定的な評価で

図５－９ 参加市民 Fの結果 
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あることがわかる。スコアの積算値が（-5）ということから、選好がほぼ一貫して「反対」

であることがわかる。「制度」、「市場」、「地域」、「信頼」、「原発再稼働」はスコアの積算値

が（-6）であり、一貫して否定的な評価であることが示される。また、「技術」は、正の方向

の評価もあるが、総じて否定的な評価である。政策選好の判断には、「制度」、「市場」、「地

域」、「信頼」、「原発再稼働」の関係が強いと考えられる。 

参加市民 G の結果から、政策選好の特徴として、「反対」でほぼ一貫したことが示される。

その政策選好の判断に「制度」、「市場」、「地域」、「信頼」、「原発再稼働」の関係が強いこと

が示された。会議内変化・会議間変化における特徴的な変化は観察されなかった。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加市民 Hの結果： 図５－１１に、参加市民 H の結果を示す。積算プロット図のプロッ

トの分布が第１象限から第 2 象限である。また、政策選好の積算値の最大値（+2）であり、

最小値（0））であることからレンジ=+2 である。会議内変化・会議間変化図と照らし合わせ

ると、積算プロット図の起点スコアが（0）であることから、政策選好は賛成と中立で変動

したことが観察できる。 

また、会議内変化・会議間変化図から、「政策選好」と「技術」の変化が一致している。

積算プロット図においても、「政策選好」と「技術」の起点のスコアが（0）で一致している。

よって、「政策選好」と「技術」の評価の変化は一致することより、政策選好の判断に「技

図５－１０ 参加市民 Gの結果 
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術」の関係が強いことが読み取れる。また、「現在世代の責任」についても、積算プロット

図において「技術」と類似の傾向が観察できる。よって、「現在世代の責任」も政策選好の

判断への関係が強いと考えられる。「市場」は中立的な評価で一貫し、「信頼」は否定的な評

価で一貫している。 

さらに、会議内変化・会議間変化図から、「制度」において、「会議内」では否定的な方向

に変化し、「会議間」では肯定的な方向に変化する特徴が観察される。しかしながら、「制度」

の会議内変化・会議間変化は政策選好の変化とは異なっており、政策選好の判断への関係は

弱いと考えれる。 

参加市民 H の結果から、政策選好の特徴としては、変動していることが示された。そし

て、政策選好の判断には、「技術」と「現在世代の責任」の関係が強いことが示された。さ

らに、「制度」において、「会議内」では否定的な方向に変化し、「会議間」では肯定的な方

向に変化する、という規則性のある変化が観察された。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加市民 Iの結果：図５－１２に、参加市民 I の結果を示す。積算プロット図より、第 1 象

限から第 2 象限にプロットが分布していることから、「政策選好」が肯定的な評価である。

また、積算プロット図および会議内変化・会議間変化図より、「市場」と「地域」以外は、

6 時点の評価が一貫していることがわかる。「政策選好」と「技術」、「制度」、「現在世代の

図５－１１ 参加市民 Hの結果 
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責任」のプロットは正の比例を示し、「信頼」、「将来世代の選択権」、「原発再稼働」は負の

比例を示している。よって、参加市民 I の政策選好の判断には、技術」、「制度」、「現在世代

の責任」の関係が強いことが示される。 

 参加市民 I の結果から、政策選好の変化の特徴として「賛成」で一貫したことが示された。

その政策選好の判断に「技術」、「制度」、「現在世代の責任」の関係が強いことが示された。

また、会議内変化・会議間変化における特徴的な変化は観察されなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加市民 Jの結果：図５－１３に、参加市民 H の結果を示す。積算プロット図のプロットの

分布は第１象限から第 4 象限である。政策選好の積算値の最大値（+1）と最小値（-1）であ

りレンジ＝2 であり、読み取りがやや困難である。プロット図における起点のスコアは（+1）

であり、会議内変化・会議間変化図と照らし合せると、否定的な評価の傾向であり、政策選

好は賛成・中立・反対で変動していることが読み取れる。 

積算プロット図から、「政策選好」と類似の変化を示すのは、「制度」「市場」「地域」「信

頼」であり、政策選好の判断に関係があると考えられる。「信頼」は一貫して否定的な評価

である。会議内変化・会議間変化からは、規則的な変化や特徴を読み取ることはできない。 

 参加市民 J の結果から、政策選好の変化の特徴としては、変動していることが示された。

そして、政策選好の判断には、「制度」「市場」「地域」「信頼」」の関係が強いと考えられる。 

図５－１２ 参加市民 Iの結果 
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５．３．２ 政策選好の変化の傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前項において、積算プロット図分析および会議内変化・会議間変化分析という２つの分析

結果を個人別に示した。その結果から、参加市民の政策選好の傾向が、①政策選好がほぼ一

貫する、②政策選好が反対から賛成に変化する、③政策選好が変動する、という 3 つに大別

されることが示された。その傾向を、表５－２に示す。 

 

政策選好がほぼ一貫する（「賛成：参加市民 A, E, I」、「反対：参加市民 G」）：この傾向は、

図５－１３ 参加市民 Jの結果 

参加市民

政策選好がほぼ一貫する 「賛成」 A, E, I

「反対」 G

C, D

政策選好が変動する B, F, H, J

政策選好の特徴

政策選好が反対から賛成へ変化する

表５－２ 政策選好の変化の傾向 
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3 回の会議をとおして、政策選好が一貫している。また、政策選好の判断に関係する要因も、

ほぼ一貫して同じ要因が関係している。その一方で、政策選好の判断への関係が弱い要因に

ついては、3 回の会議のプロセスにおいて、政策選好の変化に比例することなく、変動して

いることが観察された。 

個別の結果は、図５－４（参加市民 A）、図５－８（参加市民 E）、図５－１０（参加市民

G）、図５－１２（市民 I）に示すとおりである。 

 

政策選好が反対から賛成へ変化する（参加市民 C，D）：この傾向は、3 回の会議のプロセ

スにおいて、政策選好が「反対」から「賛成」に変化をしている。ただし、変化のタイミン

グは異なり、それぞれの政策選好の判断に関係する要因が、肯定的な評価に変化した際に、

政策選好も肯定的な評価に変化している。判断に関係する要因は、それぞれの市民で異なっ

ている。 

個別の結果は、図５－６（参加市民 C）、図５－７（参加市民 D）に示すとおりである。 

 

政策選好が頻繁に変化し、変動する（参加市民 B, F, H, J）：この傾向は、3 回の会議のプロ

セスにおいて、政策選好の評価が変動しており、一定の選好の傾向は示されなかった。しか

しながら、会議内変化・会議間変化の分析により、政策選好の判断に関係する要因は、観察

された。 

個別の結果は、図５－５（参加市民 B）、図５－９（参加市民 F）、図５－１１（参加市民

H）、図５－１３（参加市民 J）に示すとおりである。 

 

５．３．３ 政策選好に関係する要因 

 

５．３．１と５．３．２において、市民の政策選好の判断に関係する要因は抽出されたが、

相関係数を算出し定量的な考察を行う。相関係数は、政策選好と社会的受容性 4 要因（技

術・制度・市場・地域）と関連項目（信頼・現在世代の責任・将来世代の選択権・原発再稼

働）の 8 つの項目の 6 時点のスコアから算出している。 

結果を表５－３に示す。個人差はあるが、また、項目ごとの差もあるが、政策選好の判断

に全 8 つ全ての項目において、有意な結果が示されている。その中でも、技術と制度の要因

は、10 人中 8 名が有意な結果が示され、政策選好との高い相関性が示されている。これは、

前章で明らかになった、会議別の分析の結果とも一致する。 

政策選好の傾向別の結果は、次のとおりである。 
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政策選好がほぼ一貫する（「賛成：参加市民 A, E, I」、「反対：参加市民 G」）：政策選好が

「賛成」でほぼ一貫する市民（A, E, I）は、「技術」「制度」「現在世代の責任」が共通して、

政策選好と高い正の相関性が示された。また、政策選好が「反対」でほぼ一貫する市民（G）

は、政策選好と高い正の相関性が、「制度」、「市場」、「地域」、「信頼」、「原発再稼働」に示

された。また、「現在世代の責任」は、高い負の相関性が示された。 

 

政策選好が反対から賛成へ変化する（参加市民 C，D）：この傾向の、市民 C と市民 D は、

政策選好が「反対」から「賛成」に変化するタイミングが異なり、政策選好の積算値が（-

3）と（2）である。相関係数の結果から、共通する有意な相関性が示されるのが「原発再稼

働」である。しかしながら、それぞれの「原発再稼働」の評価は異なる。市民 C は一貫して

否定的な評価をし、市民 D は一貫して肯定的な評価をしており、評価の方向は異なる（図

５－７、図５－８）。また、政策選好と相関性が高い要因も「制度」と「技術」で分かれて

おり、一致しない。類似の政策選好の変化の傾向だが、評価の視点が個人で異なることが示

される。 

市民 C は、相関係数の結果から、政策選好と高い正の相関性が「制度」「地域」「信頼」

「原発再稼働」で示され、積算プロット図の読み取りと一致した。 

市民 D は、相関係数の結果から、「技術」「将来世代の選択権」「原発再稼働」において、

政策選好と高い正の相関性が示された。一方、「信頼」は、高い負の相関性が確認できる。 

 

技術 制度 市場 地域 信頼 現在世代 将来世代 再稼働

A 6 1.000 0.932
**

0.971
*** 0.270 1.000 0.831

** -0.298 -0.655

E 5 0.982
***

0.944
*** -0.922 -0.982 -0.982 0.953

*** -0.868 -0.850

I 6 1.000 1.000 0.524 0.207 -1.000 1.000 1.000 -1.000

「反対」 G -5 0.684
*

0.983
***

0.983
***

0.983
***

0.983
*** -0.961 -0.173 0.983

***

C -3 -0.734 0.934
** -0.866 0.866

**
0.866

** -0.570 -0.739 0.866
**

D 2 0.872
** -0.194 0.691

* -0.211 -0.908 -0.372 0.872
**

0.908
**

B -2 0.833
**

0.833
** 0.554 0.554 0.725

*
0.725

* -0.725 0.725
*

F -2 0.739
*

0.857
**

0.612
* 0.463 0.621

#
0.702

* -0.621 -0.553

H 2 1.000 -0.322 --- 
※ -0.841 -0.924 0.959

*** -0.928 -0.853

J -1 -0.959 0.959
***

0.973
***

0.853
**

0.956
*** 0.000 -0.959 -0.884

※ 市民Iは「市場」の回答が全て「どちらでもない」=0 であり係数の算出ができない。 # p<.1, * p<.05, ** p<.01, ***<.001

政策
選好

積算値

相関係数

政策選好がほぼ一貫する

市民

「賛成」

政策選好が反対から賛成に変化する

政策選好が変動する

政策選好の変化の傾向

表５－３ 参加市民の政策選好と評価項目の相関係数 

出所）筆者作成。山田ほか（2021）より。 
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政策選好が頻繁に変化し、変動する（参加市民 B, F, H, J）：この傾向の市民は、政策選好が

変動し、市民 4 名の変動のタイミングも度合いも異なることから、共通する特徴は読み取れ

ない。 

その中で、市民 B と市民 F は、政策選好のスコア積算値が（-2）で一致しており、積算プ

ロット図におけるプロットの分布もやや類似している。相関係数の結果は、「技術」「制度」

「信頼」「現在世代」が政策選好と高い正の相関性を示している。 

市民 H は、相関係数からは、「地域」「信頼」「将来世代の選択権」「原発再稼働」におい

て、政策選好と高い負の相関性が示された。 

市民 J は、政策選好が都度変化し、4 名の中でも変動が著しい。また、会議内変化・会議

間変化でも規則的な変化は示されなかった。相関係数の結果には、「制度」「市場」「地域」

「信頼」において、政策選好と高い正の相関性が示されている。また、「技術」「将来世代の

選択権」「原発再稼働」は政策選好と高い負の相関性が示されている。 

 

５．４ 考察 

 

５．４．１ 政策選好の判断に関係する要因 

本章では、実践した 3 回の市民会議を 1 つのプロセスとして、プロセスにおける参加市

民の個別の変化の評価分析を行った。その結果、政策選好の傾向が異なっていても、参加市

民の地層処分政策の選好判断に関係する要因として、社会的受容性 4 要因の中でも技術と

制度の要因が政策選好に関係が強いことが示された。これは、前章で示された会議別の分析

結果と一致し、また、先行研究の議論とも符合する。高レベル放射性廃棄物管理政策は、技

術的安全性だけでは、市民との議論が成り立たないことが確認された。 

また、市場や地域を含めた社会的受容性 4 要因も、強弱の差はあるものの選好判断に関係

していることが、市民個別の政策選好との相関係数からも示された。しかしながら、社会的

受容性 4 要因の中で地域は、政策選好との相関性が低いことが示された。現行の最終処分法

では、日本における全ての高レベル放射性廃棄物を一箇所で処分するということになって

いる。市民会議を実施していた時期は（2019 年 3 月～7 月）、地層処分事業は進んでおらず

該当する処分候補地はなかった。また、高知県東洋町の事例はあったものの、最終処分法が

制定されてから、およそ 20 年間は、進展のない状況であった。参加市民が、どのように地

域を捉えていたかといことが、市民会議における発言から示唆される。 

参加市民から「どこが受けいれるのか」、「手をあげるところはあるのか」、「処分地選定は

難しくなるだろう」（第 3 回市民会議）という発言があった。これらの発言から、参加市民
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が地層処分と立地選定を分けて考えていることが推察される。つまり、市民会議実施時期の

社会的状況も考慮でき、参加市民が地層処分政策の選好と立地選定を分けて判断したと考

えられる。よって、参加市民の政策選好の判断に地域の要因は高い関係性を示さないという

結果となった可能性がある。これは、地層処分政策を社会的受容性 4 要因の枠組みとして検

討する際の、一つの課題とも考えられる。該当地域がない中で、地域の受容性を議論してい

くには、工夫が必要であると思われる。 

社会的受容性 4 要因のフレームの課題も示されたが、市民の政策選好の判断に、技術的要

因と制度的要因の関係が強いという本章の分析結果からも、地層処分政策の社会的受容性

の醸成には、技術的側面と社会的側面を統合したアジェンダを設定することが重要である

ことが示された。 

 

５．４．２ 市民の政策選好の傾向と社会的受容性 

 

2 つの分析の結果、参加市民の地層処分の政策選好の変化は大別して、①政策選好がほぼ

一貫する、②政策選好が反対から賛成に変化する、③政策選好が変動する、という 3 つの傾

向が示された。また、政策選好の傾向とその判断要因も示されたことにより、それぞれの政

策選好の特徴と市民がどのように政策選好の判断をするのかということを読み取ることが

できた。 

その中で、政策の変化の傾向が「賛成」・「反対」で一貫していた市民の結果が、前章で示

された、「賛成」の政策選好と「反対」の政策選好の特徴と一致している。まず、政策選好

が「賛成」で一貫した市民（A，I，E）は、3 回の会議のプロセスをとおして、地層処分は、

技術的に安全であり、最終処分法に則り地層処分を進めることを認め、現在世代において処

分すべきという社会的責任を感じると考えることから、「賛成」を選好したという解釈がで

きる。また、政策選好がほぼ一貫して「反対」の市民（G）は、3 回の会議をとおして、現

在世代の責任を感じているものの、政府や実施機関への信頼が低く、最終処分法に則り地層

処分を進めることを認めず、技術的安全性も不十分と考えることから、「反対」を選好した

と解釈できる。 

これらの特徴は、前章での会議別の分析における「賛成」と「反対」の政策選好の特徴と

符合する。前章では、会議別の政策選好による分析であったが、個別の分析においても、政

策選好の傾向が一貫する場合は、政策の捉え方が同じであることが示された。 

政策選好が一貫した市民が、どのように現行の政策を捉えているかということは明らか

にされた。そして、政策選好が一貫した市民は、政策選好への判断に関係する要因の評価に
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変化がなかったという説明ができる。しかしながら、市民の地層処分政策の社会的受容性か

ら考察すると、政策選好が一貫した市民は、市民会議という協働の場に参加をしていたが、

政策の受容性に変化がなかったと考えられる。本研究は、地層処分政策の合意形成を目指す

ものではないが、政策選好が「賛成」と「反対」で一貫した市民が一定数確認された。つま

り、高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性を醸成するには、政策選好の判断に関係

する要因を変容させていくことが必要であると考えられる。 

また、政策選好が反対から賛成に変化した市民（C, D）や、一定の傾向を示さなかった政

策選好が変動した市民（B, F, H, J）も示された。この傾向の市民は、それぞれの政策選好の

判断に関係する要因が違うことが示され、政策選好を捉える視点が違うことが示された。政

策選好が反対から賛成に変化した市民は、政策選好の判断要因の評価が肯定的に転じると、

政策選好が「賛成」に変化をしていることが示された。そして、政策選好が変動した市民は、

政策選好の判断に関係する要因の評価が変動し、政策選好が変動していた。 

リスクコミュニケーションにおいて、公衆を相手にする場合、同じ情報を発信しても、市

民によって情報の受け取り方が異なるといわれる（藤垣 2019）。この指摘は、本章の分析結

果とも一致する。本研究の市民会議も、同じ空間で情報提供し、議論するという同じ条件下

にあったが、参加市民の捉え方は、個人により違いがあり、多様であることが示された。市

民の地層処分政策の判断の視点とその評価は一様ではなく、そして、その評価の変化のタイ

ミングも一様ではないことが示された。 

これらの示唆は、高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性の醸成の難しさと考え

られる。技術と制度という共通要因はあるものの、市民により社会的受容性に関係する要因

が違い、また、情報の捉え方も多様であることが示された。高レベル放射性廃棄物管理政策

の社会的受容性を醸成していくには、市民の多様性、そして、捉え方の多様性を考慮した、

協働の場を設定する必要が示唆される。 

 

５．４．３ 市民会議の参加と日常生活 

 

前章での、会議別の比較分析では、双方向型の第 2 回と第 3 回の市民会議後に政策選好

の変化が多いことが示された。前章では、双方向型の会議後に政策選好の変化が示されたこ

とから、議論に参加することにより、選好が変容したという解釈をした。 

本章での会議内変化・会議間変化分析から、市民 B, E, F, H の結果において、「会議内」で

は否定的な方向に変化し、「会議間」では肯定的な方向に変化するという規則性が示された。

その中でも、制度的要因の評価において、この規則性は明瞭に示された。専門家や市民と議
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論をするおよそ 4 時間の市民会議を終えた時の回答は、否定的な方向に変化した。その後、

1 か月半の日常生活を過ごし再び会議に参加した時の回答は、前回と比べ肯定的な方向に変

化することが示された。 

会議内・会議間変化で規則性が示されたことは、会議間に日常生活を挟んでいることから、

会議から得た情報・知識と日常生活の影響が考えられる。市民は、科学的評価を生活知、す

なわち個人の体験に基づく知識の中で解釈し、生活システムに位置づけて状況判断を行う

といわれる（脇田 2001）。この指摘に従えば、会議内・会議間変化で規則性が示された参加

市民は、会議において専門家の説明や参加市民との議論によって意見を否定的に変えなが

らも、日常の生活システムではその変化が位置づけられず、元の生活知に戻ったと考えられ

る。つまり、会議直後の考えは生活の中での位置づけが行われないことから、会議内変化・

会議間変化の規則性が示されたという解釈ができる。このように考えると、政策選好が反対

から賛成へ変化した参加市民は、会議の議論を日常の中で位置づけを行い、生活知を変化さ

せたという解釈ができる。 

それでは、どのように日常生活をとおして、変化が起こるのだろうか。個人は、日常のフ

ィルターを通して、様々な情報分析をしているといわれる。そして、人々は情報に対して反

応するのではなく、情報から引き出される意味に基づいて行動するといわれる（加護野 

1988）。この指摘を、市民会議に置き換えて、考察してみる。市民会議に参加した市民は、

出席した直後では、会議で得た情報を、日常生活のフィルターを通さずに評価している。そ

れに対し、会議間は、日常生活の中で得られた情報を分析し、それに基づいた評価が行われ

る。よって、日常生活のフィルター前とフィルター後の評価の差が、「会議間」の変化とな

ったという解釈が可能となる。市民は、市民会議ごとに情報のインプットを行い、そして、

日常生活のフィルターを通して再評価を行うということになる。Gregory and Slovic（1997）

が、選好は、議論に参加することで、時間をかけて変容していくと指摘したが、時間をかけ

るということには、日常生活のフィルターを通す含意があると考えられる。 

高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性が、日常生活をとおして変容していくと

考えられるならば、政策選好が一貫した市民の選好の変容の可能性も考えられる。継続的に

議論をすることで、政策選好の判断要因の評価が変化することが期待できることから、継続

的な議論が、社会的受容性の醸成に関係するという解釈も考えられる。 
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第６章 結論と今後の課題 

 

６．１ 本研究のまとめ 

 

本研究は、科学技術のリスクをめぐる政策課題の一つである、高レベル放射性廃棄物管理

政策をテーマとして、社会的受容性論より考察した。 

高レベル放射性廃棄物の処分をめぐっては、日本に限らず、原子力発電を行っている各国

を悩ます社会的な難題である。地層処分事業が順調に進められても、閉鎖までは 100 年近く

の時間がかかるとされ、さらに、放射能が安全なレベルに低下するには、数千年から数十万

年という超長期の時間がかかるといわれる。この時間軸の長さからも、高レベル放射性廃棄

物の処分に特異な難しさがある（寿楽 2013）。 

日本では、現行の最終処分法の制定により（2000 年）、高レベル放射性廃棄物の地層処分

が定められ、事業実施主体である NUMO が設立されている。NUMO は、20 年程度かかる 3

段階の調査（文献調査・概要調査・精密調査）のうち、第１段階の文献調査の対象となる自

治体の公募を 2002 年から行っていた。福島第一原発事故（2011 年 3 月）後、高レベル放射

性廃棄物処分の問題は社会的な論点としてクローズアップされたと指摘されるが（寿楽 

2013）、実際には、2020 年までの 20 年間において、文献調査の進展はみられなかった。 

本研究の 3 回の市民会議は、2019 年 3 月～7 月という地層処分事業に進展のない時期に

実施されたが、実施から 1 年後の 2020 年 8 月以降、停滞していた文献調査が進展した。ま

ず、北海道寿都群寿都町が文献調査の受入れ検討を 2020 年 8 月に表明し、翌 9 月に、北海

道古宇郡神恵内村の商工会が村議会に文献調査の受入れ検討の請願を行った。そして、2020

年 10 月 9 日に、寿都町は文献調査応募書を国へ提出し、同日、神恵内村は国からの文献調

査申入れの受諾表明を行い、2020 年 11 月 17 日に、正式に経済産業省が NUMO に対し、2

つの町村での文献調査を認可している。2000 年の最終処分法の制定以来、初めて文献調査

が着手されることとなり、研究を進めている最中に、状況が大きく変化することに直面した。

しかしながら、地層処分事業に進捗の変化はあるものの、高レベル放射性廃棄物管理政策を

めぐる社会の関心は依然、限定的であり、全国的な広がりは見られない。 

原子力発電を行っている各国は、高レベル放射性廃棄物について、その管理政策の進め方

を変化させながら取り組んでいるものの、多くの国において政策は進展していない。このよ

うな状況から、社会科学研究も行われ、良質な決定を導くことが期待される市民参加の必要

性が指摘され、あらたな取り組みも行われている。しかしながら、日本においては、現実の
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高レベル放射性廃棄の地層処分問題を理論に適用し、実践の中から課題を抽出するという

研究は十分とはいえない。 

このような背景より、本研究では、市民というミクロ・レベルに着目し、高レベル放射性

廃棄物管理政策を社会的受容性論の視点から考察した。先行研究では、国レベルというマク

ロ・レベルから高レベル放射性廃棄物管理政策を社会的受容性 4 要因から分析を行い、現行

の政策フレームの転換の必要性が指摘されていた。また、科学技術のリスクをめぐる政策課

題の解決に多様な市民の参加が求められるのであれば、市民の政策の社会的受容性の考察

が必要であると考えられる。その上、現行の政策がなぜ社会に受け入れらないのかというこ

とを、受け入れる社会から検討することは行われていない。 

そこで、ミクロ・レベルの市民に焦点をあて、本研究での高レベル放射性廃棄物管理政策

の社会的受容性を「4 つの受容性：技術・制度・市場・地域から構成し、政策を評価する概

念」と定義し、「市民は現行の高レベル放射性廃棄物管理政策をどのように評価するのかと

いうことを、社会的受容性 4 要因から分析し、市民の社会的受容性要因を明らかにする」と

いう課題を検証した。 

研究課題を検証するために、第４章では、「市民が高レベル放射性廃棄物管理政策の評価

をするときに、社会的受容性４要因（技術・制度・市場・地域）が関係し、また、それらは

変化をするのか」という課題について、会議別の比較分析を行い、参加市民の地層処分政策

の判断に関係する要因を検証した。第５章では、「市民が高レベル放射性廃棄物管理政策の

評価を行うときに、市民の間における評価や変化の違いを社会的受容性４要因（技術・制度・

市場・地域）から明らかにする」という課題について、市民一人一人の変化に着目し、3 回

の会議を一つのプロセスとして分析を行い、検証した。 

 

６．１．１ 市民の高レベル放射性廃棄物管理政策の判断と社会的受容性 4要因 

 

3 つの異なる対話形式の市民会議別の比較分析を行い、参加市民の地層処分政策の選好判

断と社会的受容性 4 要因の関係を検証した。その結果、参加市民の政策選好の判断に、強弱

の差は示されたが、社会的受容性 4 要因に相関性があることを明らかにした。中でも、技術

と制度の要因は、賛成・中立・反対のいずれの政策選好において、選好の判断に関係が強い

ことを示した。 

参加市民の中には、技術あるいは制度のどちらか一方の要因が政策選好の判断に関係が

強いことが示されたが、参加市民の半数以上は、技術と制度のいずれの要因も、政策選好の

判断に関係が強いことが示された。つまり、参加市民の地層処分政策の社会的受容性に、技
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術と制度の要因が強く関連していることが示され、参加市民は、地層処分政策を技術的な側

面だけで判断をしていないことが明らかになった。この結果は、地層処分政策の社会的受容

を目指す際、科学技術リスクも含め市民社会に受容させることを目的とする科学的理解を

促す理解増進型の受け身の社会的受容性を意図することの限界の示唆と考えられる。先行

研究では、放射性廃棄物管理政策のプロセスにおいて、科学と社会を結びつけた社会的側面

を意思決定プロセスに含める必要性が指摘されている（Lidskog and Sundqvist 2004）。本研究

の結果は、先行研究の指摘と符合しており、実践した市民会議の分析は、一つの具体的な実

証事例を示すことができたと考える。 

現行の地層処分における制度に関して、「市民参加のしくみ」および「政府・NUMO の説

明責任」などの評価は、極めて否定的な結果であった。政策選好が「反対」の参加市民のみ

ならず、「賛成」の参加市民においても、制度的要因に対して否定的な評価であった。この

結果は、現行の地層処分制度の手続きに対する懸念が示されていると解釈可能である。先行

研究においても、技術的安全性の説明だけでなく、政策過程に市民参加のしくみを導入する

ことの必要性が指摘されている（Krütli et al. 2010b, Solomon et al. 2010）。大澤ら（2014）は、

フランスの地層処分政策決定プロセスを事例として、様々な情報提供が行われているもの

の、候補地選定の決定プロセスにおいて、手続き的公正性に一層の配慮が必要であったとし

ている。本研究の結果からも、技術的安全性をある程度は容認しながらも、制度的手続きに

ついては否定的な評価が示されたことは、先行研究の指摘と整合し、手続き的公正性への配

慮の重要性が示唆されたと考えられる。 

本研究の結果から、参加市民の政策選好の判断に、強弱の差は示されたが、社会的受容性

4 要因が関係していることが明らかにされ、中でも、技術と制度の要因は、判断に関係が強

いことが明らかにされた。市民の高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性の醸成に

は、技術的側面と同時に、制度をはじめとする社会的側面が関係することを具体的に示すこ

とができた。 

 

６．１．２ 市民個人の高レベル放射性廃棄物管理政策の判断とその変化 

 

多様性のある市民が、同じ空間で同じ情報を受けて議論をした場合、地層処分政策の選好

やその判断において、市民の間でどのような違いと変化を示すのか、6 時点における参加市

民一人一人の変化を 3 回の会議を一つのプロセスとして分析を行い、市民の政策選好の変

化の傾向が 3 つに大別された。3 つの傾向とは、①政策選好がほぼ一貫する、②政策選好が

反対から賛成に変化する、③政策選好が変動する、である。 
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政策選好が「賛成」でほぼ一貫した市民は、地層処分は技術的に安全であり、最終処分法

に則り地層処分を進めることを認め、現在世代において処分すべきという社会的責任を感

じていることが示された。また、ほぼ一貫して政策選好が「反対」の市民は、現在世代の責

任を感じているものの、政府や実施機関への信頼が低く、最終処分法に則り地層処分を進め

ることを認めず、技術的安全性も不十分と考えていることが示された。政策選好が一貫して

いる市民は、その政策判断への社会的受容性要因の評価も一貫している。 

一方、政策選好が反対から賛成に変化した市民や政策選好が変動した市民は、それぞれの

政策選好の判断の視点が、市民個人で違うことが確認された。そして、政策選好の変化は、

3 回の会議のプロセスにおいて、政策選好の判断と関連する要因の評価が肯定的に転じると、

政策選好も肯定的に変化をしていることが示された。この結果より、政策選好の変化は、判

断に関連する要因の評価の変化と関係していると解釈できる。 

個別の変化の分析結果より、市民の地層処分政策の判断に、強弱の差はあるものの、社会

的受容性 4 要因と関係性のあることが示された。そして、市民の地層処分政策の判断の要因

とその評価は一様でないことが示されながらも、技術と制度の要因が政策選好に強く関係

していることが明らかにされた。 

また、同じ条件下にありながら、市民の変化が一様とならないことについて、会議の前後

の変化と日常生活を挟んだ会議の合い間での変化の規則性から、日常生活での情報の位置

づけが関係していると考えられた。会議と会議の間に日常生活を挟むことにより、会議で得

た情報の位置づけと日常生活に戻ったときの情報の位置づけに違いがあり、それが起因と

なり、会議内と会議間の変化の規則性を示したという解釈ができた。 

個人は、日常のフィルターを通して、様々な情報分析を行う。市民会議に参加した市民は、

出席した直後は、会議で得た情報を日常生活のフィルターに通さず評価する。それに対し、

会議と会議の合い間では、日常生活の中において会議で得た情報を分析し、それに基づいた

評価を行う。これらの日常生活のフィルター前とフィルター後の評価の差が、「会議間」の

変化と考えられる。 

リスクコミュニケーションにおいて、公衆を相手にする場合、同じ情報を発信しても、市

民によって情報の受け取り方が異なると指摘されている（藤垣 2019）。本研究の結果も、こ

の指摘と整合し、同じ空間で情報提供し議論するという条件下であっても、市民の専門家か

らの情報や議論の受け取り方に多様性があることが明らかにされた。この結果は、間隔をあ

け日常に戻る期間を挟み 3 回の市民会議を開催したことから、会議内と会議の合い間での

違いの規則性が示され、日常生活における情報の位置づけに違いがあることが推察された。 
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６．１．３ 高レベル放射性廃棄物管理政策における社会的受容性 4要因アプローチ 

 

本研究の分析の結果、3 回の市民会議をとおして選好が変動した市民も確認され、参加市

民の政策の捉え方は一様ではないものの、社会的受容性 4 要因が市民の政策選好の判断に

関係性のあることが示された。そして、政策の肯定・否定のいずれの評価に関わらず、市民

の半数以上は、技術と制度のいずれの要因が選好判断との関係性が高いことが示された。市

民の高レベル放射性廃棄物管理政策の受容には、技術と制度という、技術的側面と社会的側

面のいずれもが関係性のあることが明らかにされた。 

社会的受容性の検討は、問題提起を可能にするという指摘がされている（Wolsink 2018）。

本研究の結果からも、政策選好で「賛成」の参加市民が、制度の受容性の手続き的公正（市

民参加のしくみ、政府・実施機関の説明責任）において、否定的な評価をしていた。この評

価の方向性の不一致から、手続き的公正に課題がある可能性が示唆される。また、政策選好

の判断に関係する要因が示され、さらに、市民の間において政策選好の違いとその判断に関

係する要因の評価に違いが示されたことは、現行政策の社会的受容性の何に市民の間で違

いが生じているのかという導出が可能となると考えられる。例えば、技術的安全性を容認し

ながらも、地質環境や地下水に対して懸念が示されたことは、さらなる研究の必要性を示し

ていると考えることができる。また、同じ政策選好であっても、制度についてその評価が肯

定・否定で分かれた市民が確認され、現行政策の制度について、互いに違う評価をどのよう

に協調していくのか、社会的受容性の醸成を検討する必要性が示唆されたと考える。 

分析の結果において、社会的受容性 4 要因の中の地域的要因については、市民の政策選好

との相関性は、他の要因と比べて高くはなかった。その背景として、市民会議を実施したこ

ろ（2019 年 3 月～7 月）の社会的状況が考えられる。2007 年に、高知県東洋町が文献調査

を取り下げるという事例があり、最終処分法が 2000 年に制定されて以来、およそ 20 年間、

事業の進展がない中で、本研究の市民会議を実施した。地層処分事業に進展はなく、該当す

る処分候補地もない状況であったのである。このような状況にあり、市民会議における参加

市民の発言からも、参加市民が地層処分政策の選好と立地選定を分けて考え、政策選好の判

断をしたことが推察された。政策選好の判断に地域的要因の関係性があまり高くない結果

が、該当地域がなく利害関係者がいない中で議論を行ったことの限界であると解釈できる。 

従来、社会的受容性論における地域の社会的受容性を議論する前提には、地域への政策や

技術の導入をめぐる議論があって、該当地域において検討が行われるという想定があった。

しかし、本研究では、該当する地層処分立地地域がない中で、市民会議を実施したことによ

り、政策選好への地域の社会的受容性の関係が低い結果となったと考えられる。大澤ら
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（2019）も、地層処分事業における文献調査の社会的受容性について、首都圏モニターを対

象として Web 調査を実施し、怒りなどの感情評価の影響を抑制できた可能性もあるとしな

がらも、対象者が個人的に重要な課題と感じていない可能性を排除できず、一般化すること

の限界を指摘している。 

この感情評価の影響とは、地層処分施設は忌避的な反応が生じやすいことから、感情評価

が影響すると考えられ（Loewenstein et al. 2001, Luce et al. 1997）、リスク施設の立地決定の

社会的受容性に影響するとされる（大澤ほか 2014; 2019, 大友ほか 2019, Siegrist et al. 2006）。

このような感情の影響の可能性が考えられることから、ロールズ（2010）が提唱した「無知

のヴェール」という自らの属性を知らない無知の状況という中立性の視点が、手続き的公正

を保証し合意形成に必要であると指摘されている（広瀬ほか 2018, 横山ほか 2016）。この

中立性の視点の必要性を考慮するならば、該当地域のない中で実施した本研究の市民会議

は、中立的な立場で議論を行うことができたという解釈も可能となる。 

その上で、先述の社会的受容性の検討が問題提起を可能とするという Wolsink（2018）の

指摘から、現行の地層処分政策における 4 要因の中の地域として考えると、地域のあり方が

現行の政策の課題と捉えることも可能なのではないだろうか。現行の政策では、全国で消費

された原子力発電から発生した高レベル放射性廃棄物が、一箇所で処分をされることとな

っており、該当するのは一つの自治体、一つの地域とされている。日本では、2020 年 11 月

より、北海道の 2 つの自治体での文献調査が認可され、ようやく動き始めたにもかかわら

ず、高レベル放射性廃棄物への関心は全国的に広がっていない。この状況が今後も継続され

ていくならば、高レベル放射性廃棄物の処分が対象地域の問題に限定されてしまう懸念が

ある。本研究で示された政策選好と地域の要因の関係性が低い結果は、現行の高レベル放射

性廃棄物管理政策の課題の一つが、そこに示唆されていると考えることができる。 

市民会議を実践することで、社会的受容性 4 要因の地域については、議論における留意が

必要なことが示唆された。また、市場的要因も、地域経済の振興や風評被害の影響という地

域との関係性が高い要因であることから、同様に考えられる。その上で、社会的受容性 4 要

因を用いて社会構成員である市民という個人レベルの視点から分析することにより、現行

の地層処分政策の課題の抽出が可能となることが示され、ミクロ・レベルの分析における有

用性を示すことができた。重複するが、その枠組みについては、設計する際の工夫や配慮と

いう留意が必要であると考える。 

 

６．１．４ 高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的合意への手掛かり 
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本研究の目的は、社会的合意形成ではなく、現行政策の課題を抽出し、市民の現行の地層

処分政策に対する社会的受容性の要因を明らかにすることであった。その結果、判断に関係

する要因を明らかにし、今後の高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的合意に向けた一つ

の示唆を得ることができた。 

核廃棄物管理では見解の両極化が起こることから、社会的合意形成は容易ではないとい

われている（Johnson 2011）。本研究においても、現行の最終処分法によって定められた地層

処分政策を前提に市民会議で議論を行い、その結果、協働の場に参加をしながら政策選好が

賛成あるいは反対で一貫し、変容のなかった市民が確認された。研究課題に対しては、政策

選好が一貫した市民は、政策選好と相関性のある要因の評価に変化がないことから政策選

好が変化しなかったと解釈できるが、このことは市民に見解の両極化が生じたと言える。 

両極化を乗り越えるには、社会を構成する市民が政策策定のプロセスに対し、満足と確信

ができる政策を検討することが必要である（Besley 2010）。また、福島第一原発事故の教訓

を活かすとすれば、2000 年の最終処分法の制度を再考することであるという指摘がある（安

（2013）。同様に、松岡ら（松岡 2017，松岡ほか 2019）は、日本の高レベル放射性廃棄物

管理政策について、国レベルというマクロ・レベルの社会的受容性の検討を行い、現行の政

策フレームの転換の必要性を指摘している。 

日本における高レベル放射性廃棄物管理政策は、先述のとおり 2020 年 11 月以降、文献調

査が始動したことにより、安や松岡らが指摘した時期と比べ状況は異なっている。したがっ

て、政策フレームの転換へ言及することは、やや時期を逸しているのかもしれない。その上

で、たとえ議論が地層処分に帰結することになったとしても、今一度、「高レベル放射性廃

棄物管理をどうするか」という議論を試みても良いのではないかと考えられる。松岡（2017）

がフランスの事例について、「決定ありき」ではなく、段階的に政策策定を設計する順応性

のある柔軟な取り組みが、高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的合意を目指す上で重要

であると指摘している。本研究で示されたように、多様な市民とともに高レベル放射性廃棄

物管理について、多様な立場の専門家も加わり、技術的側面と制度をはじめとする社会的側

面の両側面から議論することは、双方で政策に対する考えが変化する可能性が見込まれた。

この示唆は、社会的受容性のある政策への手がかりになり得ると考えられ、社会的に受容可

能な政策をもう一度、日本においても再考すべきではないか、ということを本研究から提案

したい。 

 

６．２ 研究課題への回答 
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本研究では、高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性を「4 つの受容性：技術・制

度・市場・地域から構成し、政策を評価する概念」と定義し、「市民は現行の高レベル放射

性廃棄物管理政策をどのように評価するのかということを、社会的受容性 4 要因から分析

し、市民の社会的受容性要因を明らかにする」という研究課題を検証した。 

まず、研究課題を検証するため、社会的受容性 4 要因（技術・制度・市場・地域）を分析

枠組みとして、市民の政策選好の判断に関係する要因と 3 回の市民会議における変化を明

らかにした。その結果、参加市民の地層処分政策の政策選好には、評価分析項目として設定

した社会的受容性４要因と関連項目である信頼・世代間公平性・原子力政策が、その度合い

に強弱の差はあるものの、関係していることが示された。市民は、技術的側面と社会的側面

の両側面を考慮して地層処分政策の選好を判断していることが示された。その中でも、技術

と制度の要因が政策選好との相関性が高く、市民の地層処分政策の受容性に、技術と制度の

要因が強く関係していることを明らかにした。 

次に、社会的受容性 4 要因を用いて、市民が高レベル放射性廃棄物管理政策の評価を行う

ときの、市民の間における評価や変化の違いを検証した。その結果、参加市民の政策選好の

変化と判断との関係要因が明らかにされ、また、政策選好が変動した参加市民の判断に関係

する要因の評価の変化に規則性があることが示された。6 時点における個別の変化の分析に

より、参加市民の地層処分政策の判断が、一様ではないことが示され、市民の現行の地層処

分政策の受容性が一様でないことが明らかにされた。その上で、判断に関しては、政策の評

価の賛否にかかわらず、技術と制度の要因が、政策選好の判断に高い関係性があることが明

らかにされた。 

本研究をとおして、市民の高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性を４要因の枠

組みで分析し、市民の現行の地層処分政策の捉え方が示された。参加市民が現行の地層処分

政策の評価を行うときに、強弱の差は示されたが、技術・制度・市場・地域という社会的受

容性 4 要因が関係していることが明らかにされた。そして、その中でも、参加市民の半数以

上は、技術と制度のいずれの要因が、政策選好の判断に高い関係があることが示され、技術

と制度の要因は、賛成・中立・反対のいずれの政策選好においても、判断への関係が強いこ

とが明らかにされた。 

参加市民は、地層処分政策を技術的な側面だけで判断をしていないことが示され、市民の

地層処分政策の社会的受容性は、技術的側面と制度をはじめとする社会的側面も関係して

いることが明らかにされた。先行研究から、放射性廃棄物管理政策研究において、技術的ア

プローチによる解決には限界があると指摘されている。本研究は、先行研究の指摘と符合し、

市民の地層処分政策の受容性に社会的側面も関係しているという結果は、技術的なアプロ



110 

ーチだけでは、社会的受容性の醸成に限界があることを具体的な事例で示している。 

 

６．３ 本研究の意義と学術的貢献 

 

高レベル放射性廃棄物の処分は、日本に限らず、原子力発電を行っている各国を悩ます社

会的な難題である。社会科学研究も行われ、良質な決定を導くことが期待される市民参加の

必要性が、指摘されてきた。各国においては、その管理政策の進め方を変化させ、あらたな

取り組みが行われているが、多くの国において政策が進展しているとは言い難い状況であ

る。しかしながら、市民参加が盲目的に推奨19されながら、日本においては、現実の高レベ

ル放射性廃棄の地層処分問題を理論に適用し、実践の中から課題を抽出するということが

あまり行われてこなかった。その要因の一つとして、高レベル放射性廃棄物管理問題に関し、

本来、関わるべきである社会、倫理、制度に関する専門家の議論への関与がなく、人文・社

会科学を含めた専門家が打開する方策を検討してこなかった（安 2013）、という指摘の影響

も否めない。 

日本においては、2000 年に高レベル放射性廃棄物の最終処分法が制定されたが、その策

定のプロセスに市民参加の仕組みはかった。これまで述べたとおり、日本では、長年、停滞

していた高レベル放射性廃棄物管理政策が進展し、現在、地層処分事業の第一段階である文

献調査が始動の段階に入っている（2020 年 11 月）。日本における高レベル放射性廃棄物管

理政策は、およそ 20 年を経てようやく事業は新しい段階へと変化が現在進行している状況

にあるが、市民が能動的に参加する仕組みは整備されているとは言い難いのが現状である。 

このような状況にある日本において、本研究は、社会的受容性論に着目し、ミクロ・レベ

ルの市民の視点から、現行の高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性を考察した。社

会的受容性論の観点から高レベル放射性廃棄物管理政策を検討した研究には、松岡らの（松

岡 2017，松岡ほか 2019）分析がある。松岡らの研究は、現行の政策の策定プロセスと記述

内容を対象として、国レベル、すなわち、マクロ・レベルの評価分析を行っている。それら

に対し、本研究では、先行研究を踏まえ、さらに、解決に多様な市民の参加が求められてい

ることから、市民というミクロ・レベルの高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性を

4 要因（技術・制度・市場・地域）から明らかにした。この市民に着目し、高レベル放射性

 

19 市民参加については、例えば、Stirling（2008）は、科学技術のガバナンスにおいて、専

門家の分析から参加型熟議が重要視される傾向について、両者を分離にするのではなく、

分析的評価と参加型評価の両方による社会的評価が必要だと指摘している。 
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廃棄物管理政策の社会的受容性を検討した事例研究は、これまでにない試みであり、新規性

といえる。 

本研究は、現行の高レベル放射性廃棄物管理政策をテーマとして、実践した市民会議の事

例を社会的受容性 4 要因の枠組みを用いて分析し、市民の高レベル放射性廃棄物管理政策

の社会的受容性を何が決めるのかという、市民の政策選好の判断に関係する要因を明らか

にし、加えて、分析枠組みの有用性も示すことができた。結果は、市民の多様性と同様に、

その受容性も多様であることが示され、中でも、社会的受容性 4 要因の技術と制度は、参加

市民の地層処分政策の受容性への関係が強いことが示された。 

社会的受容性論においては、安全性の理解を増進させる受け身であった社会的受容性を、

地域のステークホルダーとの協働的で能動的な社会的受容性に転換してきている。また、放

射性廃棄物管理政策の社会科学研究においても、技術的安全性だけではなく、政策プロセス

に市民参加などの仕組みが必要なことが指摘されてきた。本研究は、技術的側面と制度をは

じめとする社会的側面の両側面が市民の政策の受容性に重要であるということを明らかに

し、先行研究の指摘を事例として実証的に示すことができたと考えられる。高レベル放射性

廃棄物管理政策をどのように市民が捉え、考えるのかということを具体的に明示できたこ

とは、学術的にも、また、社会的にも、意義のある研究と考えられる。 

さらに、日本においては、これから文献調査が本格的に展開されていく。文献調査におい

ては、対象地域において、地元住民たちとの対話の場を設けることが計画されている。本研

究で示された、市民の地層処分政策の捉え方は、今後の対話設計において、一つの重要な示

唆と考えられる。市民の政策選好の判断が、技術的側面と社会的側面の双方により形成され

ていることは、場の設計への重要な示唆である。本研究の結果より、技術的安全性の理解増

進のコミュニケーションという受け身の社会的受容性では、政策の社会的受容が作用しな

いと考えられる。高レベル放射性廃棄物管理政策を進めていく上で、技術的側面と社会的側

面を統合したアジェンダ設定が重要であり、また、多様性のある市民と専門家による継続的

な協働が、高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性に必要であり、これから始まる対

話設計への一つの示唆であると考える。 

以上のように、本研究をとおして、高レベル放射性廃棄物管理政策を社会的受容性論から

論じることにより、具体的な事例から示唆を得ることができ、現在、政策が進行している日

本においては、学術的に意義があり、貢献するものと考える。 

 

６．４ 本研究の限界と今後の課題 
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しかしながら、本研究において、高レベル放射性廃棄物管理政策を社会的受容性論から論

述する限界と課題も示された。一つは、社会的受容性 4 要因をフレームとする方法論におい

て限界が示された。また、本研究では、高レベル放射性廃棄物管理政策の社会的受容性を何

が決めるのかという市民の政策選好の判断に関係する要因を明らかにしたが、どのように

社会的受容性を決めるのかという要因間の検討には至らず、今後の研究課題として残った。 

また、先述のとおり、社会的受容性 4 要因：技術・制度・市場・地域の枠組みにおける市

民会議の設計の限界が示された。本研究を実施した時期（2019 年 3 月～7 月）は、文献調査

が停滞しており、文献調査が始動した 2020 年 11 月以降とでは社会的な状況が異なり、該当

地域のない中で議論を行った。ロールズ（2010）が提唱した「無知のヴェール」という自ら

の属性を知らない無知の状況という中立性の視点が、手続き的公正を保証し合意形成に重

要であるという指摘もある（広瀬ほか 2018, 横山ほか 2016）。しかしながら、該当地域が

ない状況で議論する場合に、地域の要因については、その設計に注意深い検討と工夫が必要

であったと考えられる。本研究を対象地域のない議論の具体的な一つの事例と位置づけ、さ

らなる、検討が行われることを期待する。 

また、市民会議の設計における専門家の構成についても、課題が残った。本研究では、二

項対立を避ける 3 つの立場の専門家を理工学系および社会科学系という 2 つの分野から構

成し、既往研究にはない一つの特徴であった。社会的受容性 4 要因を分析枠組みとし、参加

した専門家は網羅的に技術・制度・市場・地域という社会的受容性 4 要因について、説明を

行った。しかしながら、それぞれに専門分野があり、４要因全ての専門家ではなかった。社

会的受容性 4 要因を分析枠組みとするのであれば、専門家の構成も 4 要因から構成する必

要性があったと考える。さらに、専門家については、本来、双方向のコミュニケーションに

おいては、市民と専門家がそれぞれの立場から発信し、互いに意見や態度の受け止めが求め

られ（船戸 2008）、互いが対等な立場でコミュニケーションすることが重要である（大島 

2008）。市民だけを受け取る側に留めるのではなく、専門家も市民と同様にコミュニケーシ

ョンによりどのような態度変容をするのかという考察をすることが求められる（船戸 2008，

小林 2002）。本研究では、市民に着目し、専門家の変化の測定を行っていないが、市民会議

に参加した専門家より、研究終了時に、「今まで研究をしていて初めて立ち止まって考えた」

という感想が確認された。この発言から、市民会議に参加をすることで専門家にも一定の変

化があったことが示唆され、双方向のコミュニケーションが成立したと推察される。本研究

の専門家の構成は、既往の研究にはない特徴的なものであったが、コミュニケーションにお

ける専門家の役割は重要であることからも、4 要因の枠組みで構成する試みも必要であると

考える。 
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さらに、市民会議の設計における対話形式について、異なる 3 つの形式を実践したが、会

議を重ねる累積効果や異なる形式の順番効果の検証が課題として残った。双方向型の市民

会議を重ねると市民の政策選好が肯定的な評価となり、現在世代の責任という社会的な責

任の意識が高まったという解釈をした。しかしながら、この解釈には累積効果の可能性も考

えられる。本研究は、政策選好の賛否を問うものではないが、市民会議の累積効果やあるい

は形式の順番効果が結果に影響した可能性も考えられ、比較検討を行う必要があると考え

る。 

最後に、本研究の目的は、合意形成ではなく、市民の現行の地層処分政策の捉え方、換言

すると、市民の現行の政策に対する社会的受容性の要因を明らかにすることにあり、判断に

関係する要因を明らかにすることはできた。しかしながら、どのように市民が社会的受容性

を決めるのかという、要因間の検討には至らなかった。例えば、中谷内ら（2010）は、環境

問題における環境リスク管理組織への信頼と政策受容の関係を検討し、政策受容への信頼

の影響は置かれた立場により異なることを示している。また、大友ら（2019）は、地層処分

施設の立地の受容を手続き的公正と信頼の影響から検討し、感情的評価、手続き的公正、そ

して、信頼が立地の受容に影響を与えるとしているが、対象地域か否かということの影響が

課題として残されている。 

本研究は、現行の最終処分法によって定められた地層処分政策を前提に市民と専門家が

議論を行い、現行政策に対する市民の社会的受容性を政策選好の判断をもとに分析を行っ

た。その結果、協働の場に参加をしながら政策に賛成あるいは反対の選好で一貫し変容のな

かった見解の両極化が確認された。核廃棄物管理における見解の両極化が、合意形成の着手

を困難にするといわれるが、本来、社会的に受容可能な高レベル放射性廃棄物管理政策を目

指すのであれば、社会を構成する市民が政策策定のプロセスに満足と確信ができる政策の

検討が必要であると考えられ、そのためには、地層処分を前提にした議論を転換する必要性

があると考える。本研究をとおして、市民が技術的側面と社会的側面の両側面から現行の高

レベル放射性廃棄物政策を捉えていることが示され、今後さらに研究を発展させていくに

は、社会的受容性要因間の関係分析や構造分析という、政策選好とは別の視点からの分析を

行うことも有益と考える。 

継続して、社会的に受容可能な高レベル放射性廃棄物管理政策について、社会的受容性論

の視点から研究していくことが求められる。 
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［付録１］ 

 

質問票 

 

以下の質問について、ご自身の考えに近い番号を選び、◯印をしてください。 

【質問１】 
  

高レベル放射性廃棄物の地層処分政策についてどのようにお考えですか。 
 
① 賛成 ②どちらかといえば賛成 ③どちらでもない ④どちらかといえば反対 ⑤ 反対 

【質問２】 
  

 

高レベル放射性廃棄物の地層処分は安全だと思いますか。 
 

①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問３】 
  

  

地層処分に必要な科学技術は確立していると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問４】 
  

 

高レベル放射性廃棄物の中間貯蔵（乾式地上保管）は安全だと思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問５】 
  

  

数万年から数十万年におよぶ地層処分の安全性評価は信頼できると思いますか。 

 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問６】 
  

太平洋プレートなど４つのプレートがひしめき合う変動帯の日本で地層処分は可能だと思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問７】 
  

 

地層処分の後に地下水により放射性物質が地表へ運ばれても自然環境や生活環境には大きな影響はないと思います

か。  
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 
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【質問８】 

  
  

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（最終処分法）」（2000 年）にしたがって地層処分を実施すべきであると考

えますか。  
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問９】 

  
  

2015 年から、国が前面に立って地方自治体へ地層処分のための文献調査受入の申し入れをすることになりましたが、

こうした国の積極的な関与は妥当だと思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問１０】 

  
  

国や実施機関（NUMO）は地層処分について十分に情報公開をしていると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問１１】 
  

  

地層処分を進めるに際して、市民が参加した討論（熟議）が行われていると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問１２】 

  
  

高レベル放射性廃棄物の地層処分政策において、市民参加の制度、仕組みが整備されていると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問１３】 

  
   

高レベル放射性廃棄物の処分方法は将来の技術革新の可能性もあるため、時間をかけて段階的で柔軟な処分方法を

検討すべきという意見についてどう思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問１４】 

  
  

地層処分の立地選定から事業完了（坑道閉鎖）までには 100年以上かかりますが、地層処分費用は現在の世代が全て

負担すべきであると考えますか。 

 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 
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【質問１５】 
  

  

地層処分は中間貯蔵（乾式地上保管）よりも経済的にみて合理的であると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問１６】 
  

  

地層処分場の立地地域には雇用創出や産業振興などの経済効果があると思いますか。  
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問１７】 

  
  

地層処分場の立地地域は風評被害などの不利益をこうむると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問１８】 

  
   

2000 年の最終処分法では 4 万本のガラス固化体を一箇所（一地域）に処分をすることになっていますが、このことは地

域間のバランスから見て公平だと思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問１９】 

  
  

地層処分場の立地地域は国からの交付金などの財政収入の増加が見込まれますが、こうしたことから立地地域の経済

発展が可能であると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問２０】 
  

   

地層処分地の選定プロセスにおいて、地域住民の声が反映され、住民の意思が尊重される制度、仕組みが整備されて

いると思いますか。  
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問２１】 
  

  

地層処分地の選定において、地域の歴史や文化などの社会環境や景観などの自然環境を考慮した選定が行われると

思いますか。  
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 
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【質問２２】 

  

高レベル放射性廃棄物を地層処分後に処分場近傍に新たな活断層の発見などがあっても、立地地域の安全は確保さ

れると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問２３】 

  
   

高レベル放射性廃棄物の地層処分において、国や実施機関（NUMO）は情報公開や説明責任を果たしていると思いま

すか。   
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問２４】 

  
   

高レベル放射性廃棄物の地層処分に関し、以下の組織や団体は信頼できますか。 

 

1) 国（政府）  

  

 
2) NUMO 

   (原子力発電環境整備機構) 

 
  

 

 

3) 電力会社・原子力産業  

 
  

 

 

4) 原子力規制委員会  

 
  

 

 

5) 大学・研究機関・学会  

 
  

 

 

6) 反原発市民団体 

 
  

 

④ ⑤① ② ③

④ ⑤① ② ③

④ ⑤① ② ③

④ ⑤① ② ③

④ ⑤① ② ③

どちらかといえば
そう思わない

④ ⑤

そう思うそう思う

①

どちらかといえば
そう思う

②

どちらでもない

③
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【質問２５】 

高レベル放射性廃棄物の地層処分政策において市民参加が進まない理由についてどう思いますか。下記についてお

答えください。 

 

1) 難しいテーマであるから。 

   

 
2) 身近な問題ではないから。 

   

 
3) 参加する機会がないから。 

   

 
4) 関心はあるが時間がないから。 

   

 
5） 結論が決まっているから。 

   

 
6) 冷静な議論がしにくいから。 

   

 
7) その他の理由があれば具体的に記述ください。 （                                    ） 

【質問２６】 

 

高レベル放射性廃棄物の地層処分において、国（政府）は国民の声を聞き、国民の意見を政策に反映していると思いま

すか。   
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問２７】 

  

地層処分の実施機関（NUMO）は、高い専門性を持ち、公平に事業を行っていると思いますか。  

 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問２８】 

  
  

電力会社や原子力産業界は、原子力施設で事故が発生した時に正確な情報を公開していると思いますか。  
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

 

どちらかといえば
そう思わない

④ ⑤

そう思うそう思う

①

どちらかといえば
そう思う

②

どちらでもない

③

④ ⑤① ② ③

④ ⑤① ② ③

④ ⑤① ② ③

④ ⑤① ② ③

④ ⑤① ② ③
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【質問２９】 

  

原子力規制委員会は、独立性を保って規制を行っていると思いますか。  
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問３０】 

  

大学・研究機関・学会は、高い専門性と独立性を有していると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問３１】 

  

反原発市民団体は、国を監視し、市民へ情報を提供していると思いますか。 

 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問３２】 

  

私たちが発生させた高レベル放射性廃棄物は、私たちの世代で地層処分すべきであると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問３３】 

  
  

原子力発電所の再稼働についてどのようにお考えですか。 
 
① 賛成 ②どちらかといえば 

 賛成 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 反対 

⑤ 反対 

【質問３４】 

  

原子力発電所で使い終えた核燃料を再利用するための核燃料サイクル政策についてどのようにお考えですか。 

 
① 賛成 ②どちらかといえば 

 賛成 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 反対 

⑤ 反対 

【質問３５】 

  

高レベル放射性廃棄物の地層処分は、原子力発電を続けるか否かの将来の方向性を明確にしてから検討すべきであ

ると思われますか。  
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 
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                                                                                       参考：事務局用 

【質問３６】 

  

高レベル放射性廃棄物の地層処分により大きな事故が起こる可能性があると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問３７】 

  
  

高レベル放射性廃棄物の地層処分政策は国民との対話が不十分なまま進められていると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問３８】 

  

高レベル放射性廃棄物の地層処分の立地地域には十分な経済的な見返りはないと思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問３９】 

  
  

地層処分場の立地地域となっても大きな風評被害はないと思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問４０】 

  

高レベル放射性廃棄物の最終処分は、私たちの世代で決めず、将来世代の決定権を尊重すべきであると思いますか。 
 
①そう思う ②どちらかといえば 

 そう思う 

③どちらでもない ④どちらかといえば 

 そう思わない 

⑤そう思わない 

【質問４１】 

  

将来世代に高レベル放射性廃棄物の最終処分政策の決定権を委ねる場合、その将来世代とは何年ぐらい先の世代を

想定しますか。近いものを選んでください。  
① 300年先 ② 500年先 ③ 1000年先 ④ 5000年先 ⑤ 1万年以上先 

 

 

ご回答ありがとうございました。 
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［付録 2］ 

事前説明会 開催記録 

  2019年 3 月 21 日 

早稲田大学レジリエンス研究所（WRRI） 

バックエンド問題研究会事務局 

 

「高レベル放射性廃棄物（HLW）の地層処分をめぐる社会的受容性と可逆性」 

事前説明会 

開催記録 

 

日時：2019年 3 月 16 日（土）13:00 - 15:45 

会場：早稲田大学 19 号館 710教室 

 

1. 参加者 

市民 12名、研究会 6名、事務局 3名、合計 21名 

 

市民参加者 

1  TS 首都圏  7  NM 首都圏 

2  FM 首都圏  8  SE 首都圏 

3  HM 首都圏  9  MS 福島 

 4  AS 首都圏  10  YC 

CC 

首都圏 

 5  SS 福島  11  KT 福島 

6  JT 首都圏  12  TM 首都圏 

 

バックエンド問題研究会メンバー 

松岡俊二 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授（環境経済・政策学）：研究代表者 

師岡慎一 早稲田大学理工学術院特任教授（原子力工学） 

勝田正文 早稲田大学理工学術院教授（エネルギー工学） 

松本礼史 日本大学生物資源科学部教授（資源経済学）：副代表 

黒川哲志 早稲田大学社会科学総合学術院教授（行政法） 

竹内真司 日本大学文理学部教授（水理地質学）：副代表 

 

事務局 

李 洸昊    早稲田大学環境総合研究センター・次席研究員 

CHOI Yunhee 早稲田大学アジア太平洋研究科・博士後期課程 

山田美香   早稲田大学アジア太平洋研究科・博士後期課程 

 

２． 当日配布資料 

① 本日のプログラム 

② 資料１：参加者および席次表 

③ 資料２：研究計画の概要説明 
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① 資料３：松岡俊二「地層処分：日本と諸外国の動向」 

② 資料４：竹内真司「地層処分の概要」 

③ 資料５：松本礼史「地層処分の社会的受容性」 

 

２． 概要 

市民会議に先立ち、研究プロジェクトの趣旨および概要について、研究代表が説明を行っ

た。その後、参加者の自己紹介を行い、参加者同士のアイスブレーキングを図った。 

さらに、テーマである、地層処分に関する海外の動向を踏まえながら、日本における現状

の説明を行った（35 分）。そして、地層処分に関する技術的な説明を工学系の研究副代表が

行い（30 分）、さらに、視点となる社会的受容性アプローチの説明を社会科学系の研究副代

表が行った（15 分）。その後、質疑応答を行い、終了した。 

 

13:00-13:10 趣旨説明：松岡俊二 

13:10-13:45 自己紹介 

13:45-13:55 休憩 

13:55-14:30 松岡俊二（研究代表）「地層処分：日本と諸外国の動向」 

14:30-15:00 竹内真司（研究副代表）「地層処分の概要」 

15:00-15:15 松本礼史（研究副代表）「地層処分の社会的受容性」 

15:15-15:45 質疑応答 

15:45 終了 

 

以上 
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［付録 3］ 

第 1回市民会議 開催記録 

2019年 5 月 23 日 

早稲田大学レジリエンス研究所（WRRI） 

バックエンド問題研究会事務局 

 

「高レベル放射性廃棄物（HLW）の地層処分をめぐる社会的受容性と可逆性」 

第 1回 HLW市民会議 

開催記録 

 

日時：2019年 3 月 23 日（土）13:00 - 17:00 

会場：早稲田大学 19 号館 710教室 

 

1. 参加者 

市民 12名、専門家 3名、研究会 6名、事務局 3名、合計 24名 

 

市民参加者 

1  TS 首都圏  7  NM 首都圏 

2  FM 首都圏  8  SE 首都圏 

3  HM 首都圏  9  MS 福島 

 4  AS 首都圏  10  YC 

CC 

首都圏 

 5  SS 福島  11  KT 福島 

6  JT 首都圏  12  TM 首都圏 

 

専門家 

笹尾英嗣 日本原子力研究開発機構・部長 

藤村 陽 神奈川工科大学基礎･教養教育センター・教授 

寿楽浩太 東京電機大学工学部・准教授 

 

バックエンド問題研究会メンバー 

松岡俊二 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授（環境経済・政策学）：研究代表者 

師岡慎一 早稲田大学理工学術院特任教授（原子力工学） 

勝田正文 早稲田大学理工学術院教授（エネルギー工学） 

松本礼史 日本大学生物資源科学部教授（資源経済学）：副代表 

黒川哲志 早稲田大学社会科学総合学術院教授（行政法） 

竹内真司 日本大学文理学部教授（水理地質学）：副代表 

 

事務局 

李 洸昊    早稲田大学環境総合研究センター・次席研究員 

CHOI Yunhee 早稲田大学アジア太平洋研究科・博士後期課程 

山田美香   早稲田大学アジア太平洋研究科・博士後期課程 
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２． 当日配布資料 

① 本日のプログラム 

② 資料１：参加者および席次表 

③ 資料２：笹尾英嗣「地層処分に推進の立場から」 

④ 資料３：藤村 陽「地層処分に慎重な立場から」 

⑤ 資料４：寿楽浩太「地層処分をどう考えるのか」 

⑥ 資料５：事務局からの連絡（次回 5 月 12 日（日）の 19 号館アクセスについて） 

 

３． 概要 

「第 1 回 HLW市民会議」では、3 つの立場の専門家（3 名：地層処分推進・慎重・中立）

が、地層処分に関する専門的・科学的知識を市民に一方向形式で各 40 分説明を行った。 

市民会議前・会議後に、市民は質問票（41 問）に回答を行った。 

 

13:00-13:10 松岡俊二「趣旨説明及び参加者紹介」  

13:10-13:28 会議前 質問票回答 

13:28-13:33 休憩 

13:34-14:15 笹尾英嗣「地層処分に推進の立場から」 

14:15-14:22 休憩 

14:22-15:02 藤村 陽「地層処分に慎重な立場から」 

15:02-15:12 休憩 

15:12-15:55 寿楽浩太「地層処分をどう考えるのか」 

15:55-16:00 休憩 

16:00-16:17 会議後 質問票回答 

16:17-16:25 休憩 

16:25-16:55 質疑応答 

17:00 終了 

 

 

以上 
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［付録 4］ 

第 2回市民会議 開催記録 

 

2019年 5 月 23 日 

早稲田大学レジリエンス研究所（WRRI） 

バックエンド問題研究会事務局 

 

「高レベル放射性廃棄物（HLW）の地層処分をめぐる社会的受容性と可逆性」 

第 2回 HLW市民会議 

開催記録 

 

日時：2019年 5 月 12 日（日）13:00 - 17:00 

会場：早稲田大学 19 号館 710教室 

 

1. 参加者 

市民 10名、専門家 3名、研究会 5名、事務局 3名、合計 21名 

 

市民参加者（参加 10名 欠席 2名） 

1  TS 首都圏 欠席 7  NM 首都圏 

2  FM 首都圏  8  SE 首都圏 

3  HM 首都圏 欠席 9  MS 福島 

 4  AS 首都圏  10  YC 

CC 

首都圏 

 5  SS 福島  11  KT 福島 

6  JT 首都圏  12  TM 首都圏 

 

専門家 

笹尾英嗣 日本原子力研究開発機構・部長 

藤村 陽 神奈川工科大学基礎･教養教育センター・教授 

寿楽浩太 東京電機大学工学部・准教授 

 

バックエンド問題研究会メンバー 

松岡俊二 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授（環境経済・政策学）：研究代表者 

師岡慎一 早稲田大学理工学術院特任教授（原子力工学） 

勝田正文 早稲田大学理工学術院教授（エネルギー工学） 

松本礼史 日本大学生物資源科学部教授（資源経済学）：副代表 

竹内真司 日本大学文理学部教授（水理地質学）：副代表 

 

事務局 

李 洸昊    早稲田大学環境・エネルギー研究科・助教 

CHOI Yunhee 早稲田大学アジア太平洋研究科・博士後期課程 

山田美香   早稲田大学アジア太平洋研究科・博士後期課程 
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２． 当日配布資料 

① 本日のプログラム 

② 資料１：参加者および席次表 

③ 補足資料：藤村 陽「地層処分に慎重な立場から」 

 

３． 概要 

「第 2 回 HLW市民会議」では、3 名の専門家（3 名：地層処分推進・慎重・中立）が、そ

れぞれ前回の「第 1 回 HLW市民会議」の振返り(5 分)をし、市民からの質疑をうけ、議論を

展開した(20 分)。その後、前半での立場別の議論を受け、全員で地層処分に関するフリーディ

スカッションを展開した。 

各専門家の説明前・説明後に、市民は質問票（41 問）に回答を行った。 

 

13:00-13:08 趣旨説明：松岡俊二  

13:10-13:23 会議前 質問票回答 

13:23-13:27 休憩 

13:27-13:50 
地層処分に推進の立場から「第 1 回 HLW市民会議」での要点 笹尾英嗣 

質疑応答・議論 

13:50-14:15 
地層処分に慎重な立場から「第 1 回 HLW市民会議」での要点 藤村陽 

質疑応答・議論 

14:15-14:40 
地層処分をどう考えるのか「第 1 回 HLW市民会議」の要点 寿楽浩太 

質疑応答・議論 

14:40-14:55 休憩 

14:55-16:00 総合討論 

16:00-16:15 会議後 質問票回答 

16:15-16:30 休憩 

16:30-17:00 全体のまとめ 

17:00 終了 

 

  

以上 
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［付録 5］ 

第 3回市民会議 開催記録 

 

 

 2020 年 7 月 28 日 

早稲田大学レジリエンス研究所（WRRI） 

バックエンド問題研究会事務局 

 

「高レベル放射性廃棄物（HLW）の地層処分をめぐる社会的受容性と可逆性」 

第 3回 HLW市民会議 

開催記録 

 

日時：2019年 7 月 20 日（土）13:00 - 17:00 

会場：早稲田大学 19 号館 710教室 

 

1. 参加者 

市民 11名、専門家 3名、研究会 6名、事務局 3名、合計 23名 

 

市民参加者（参加 11名 欠席 1名） 

1  TS 首都圏  7  NM 首都圏 

2  FM 首都圏  8  SE 首都圏 

3  HM 首都圏 欠席 9  MS 福島 

 4  AS 首都圏  10  YC 

CC 

首都圏 

 5  SS 福島  11  KT 福島 

6  JT 首都圏  12  TM 首都圏 

 

専門家 

笹尾英嗣 日本原子力研究開発機構・部長 

藤村 陽 神奈川工科大学基礎･教養教育センター・教授 

寿楽浩太 東京電機大学工学部・准教授 

 

バックエンド問題研究会メンバー 

松岡俊二 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授（環境経済・政策学）：研究代表者 

師岡慎一 早稲田大学理工学術院特任教授（原子力工学） 

勝田正文 早稲田大学理工学術院教授（エネルギー工学） 

松本礼史 日本大学生物資源科学部教授（資源経済学）：副代表 

黒川哲志 早稲田大学社会科学総合学術院教授（行政法） 

竹内真司 日本大学文理学部教授（水理地質学）：副代表 

 

事務局 

李 洸昊    早稲田大学環境・エネルギー研究科・助教 

CHOI Yunhee 早稲田大学アジア太平洋研究科・博士後期課程 

山田美香   早稲田大学アジア太平洋研究科・博士後期課程 
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２． 当日配布資料：参考として、当日配布以外に、第 1回・第 2回 HLW市民会議で配布した資料。 

① 本日のプログラム   [配布資料 1] 

② 第 3回 HLW市民会議について [配布資料 2] 

③ 質問票の該当項目一覧  [配布資料 3] 

④ 第 1回・第 2回市民会議結果 [配布資料 4]  

     ※第 3回市民会議終了後会議報告時に配布 

  

３． 概要 

「第 3 回 HLW市民会議」では、はじめに、進行方法の説明をファシリテーターが行い、市民の間

で地層処分政策についての議論を行った。その後、専門家および研究会メンバーも加わり、全員で地

層処分に関するフリーディスカッション形式で総合討論を行った。 

市民会議前・会議後に、市民は質問票（41 問）に回答を行った。 

会議終了後の質問票の回答後、第 1 回および第 2 回市民会議の報告を研究代表および副代表より行

った。 

 

市民主体の議論（75分） 

・1 回の発言は原則 1 人 2 分以内、簡潔な発言とした。 

 

総合討論（65分） 

- 市民と専門家、研究会メンバーも同じテーブルに着き議論を行った。 

- 発言のルールは、専門家・研究会メンバーも同様に、1回の発言は原則 1人 2分以内とした。 

- 総合討論もファシリテーター（研究代表）が進行を務めた。 

 

13:00-13:05 趣旨説明：松岡俊二  

13:05-13:20 会議前 質問票回答 

13:20-14:35 
市民討論：なぜ地層処分は難しいのか 

―技術的側面と社会的側面― 

14:35-14:45 休憩 

14:45-15:50 総合討論 

15:50-16:05 会議後 質問票回答 

16:05-16:10 休憩 

16:10-16:30 第 1 回・第 2 回市民会議の結果について 

16:30-16:50 第 1 回・第 2 回市民会議の報告への質疑応答 

16:50-17:00 全体のまとめ 

17:00 終了 

 

以上 


